
普

魯

西

警

察

法

制

の

概

要

田

上

穣

治

最
近
並
日
魯
西
に
於
い
て
立
法
に
依
る
警
察
制
度
の
大
改
革
が
行
は
れ
た
。

一
九
二
七
年
七
月
品
川
一
日
の
警
察
官
吏
法
(
]
勺
φ
ロ
N
巳ゲ

g
g』

g
ロm沼
田
伯
仲
N
)
、
一
九
二
九
年
八
月
二
日
の
警
察
費
用
法
(
吋
乙
伎
の
口
8
2
F
Sぬ
2

2

N

)

「
詩
}

六
月
一
日
の
警
察
行
政
法
(
句
。
ロ
N
O
H
4
2
4
4
P
H
宮
口
ぬ
由
∞
・
2

伯
仲
N
)

が
そ
れ
で
あ
る
。

及
び
設
に
主
と
し
て
料
介
せ
ん
と
す
る
一
九
三
一
年

(

註

)

遊
山
察
官
吏
に
閥
ナ
る
法
典
は
三
箔
六
十
一
一
一
候
よ
り
成
る
。

ぎ
出
国
同
伴
芯
♂
司
自
白

a
E
Z
Zヴ
Ev--
可

-
4
2巧
-
H
H
u
m
-
8
同
)
司
法
善
位
以
・
善
療
行
政
事
務
に
就
く
官
吏
・
透
援
響
務
委
員
(
ぎ
民
民
主
己
主
ユ

rg'

本
法
に
所
訪
警
察
官
吏
と
は
保
安
箸
察
・
地
方
選
同
備
隊

(】「号口白い民∞。

z
w
r
J・ぬ同・

目的中一目白凶

E
Z
W
4ぬ
H・
2
。門
P
円。
d
g
o
H
V
2
4
2巧

FEu-wm-
町
叶
)
骨
骨
の
他
町
村
・
町
村
組
合
の
枇
官
位
知
事
務
に
携
は
る
同
殺
の
公
吏
を
諮
ふ
(
一
保
)
。

但
一
般
に
町
村
吏
員
た
る
者
も
警
察
事
務
を
扱
ふ
場
合
に
は
本
法
の
適
用
を
受
く
る
こ
と
が
あ
る
(
二
候
)
。
第
一
第
一
般
法
律
蹄
係
は
主
と
し
て

警
察
官
吏
の
身
分
保
障
を
規
定
す
る
。
卸
ち
一
定
の
れ
状
態
に
一
淫
す
る
場
合
に
は
休
職
を
命
じ
符
ざ
る
に
主
り
(
一
三
位
陣
一
五
保
)
、
然
ら
ざ
る
者
も

休
戦
に
は
特
に
殻
絡
な
る
佼
件
が
必
要
で
あ
る
(
九
依
|
一
二
位
陣
)
。

其
の
他
停
年
退
職
(
一
六
・
一
八
・
一
九
僚
)
の
規
定
、
品
作
戦
手
続
、
殊
に

是
に
到
す
る
不
服
申
立
の
規
定
(
二
二
僚
)
等
。
第
二
編
は
恩
給
そ
の
他
の
手
九
百
の
規
定
で
あ
っ
て
、
殊
に
恩
給
権
者
に
は
特
定
保
件
を
以
て
資
本

を
融
通
す
る
規
定
(
コ
一
二
依
|
四
二
位
昧
)
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
第
三
編
は
終
逝
規
定
及
び
附
別
で
あ
る
。

肱
官
療
費
用
に
闘
す
る
法
律
は
十
一
線
よ
り
成
る
。
地
方
枇
官
祭
行
政
の
従
接
間
接
の

-
M
m
(
一
候
)
は
町
村
去
は
其
の
組
合
の
負
強
で
あ
る
が
特
に

蛇
引
魯
問
答
目
祭
法
制
の
概
要

(
岡
上
)



叩
刊
二
以
尚
科
火
山
学
研
究
年
報

法
町
内
子
研
究

然

続

{
白
磁
そ
の
他
図
の
施
設
が
瞥
祭
事
務
に
干
奥
ず
る
場
令
に
は
闘
が
其
の
限
度
で
負
携
す
る
つ
一
保
)
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
(
一
二
候
)
。

後
の
場
合
に
も
町
村
は
一
ゆ
え
の
金
額
を
出
指

叉
枇
背
広
知
事
務
に
必
要
な
る
土
地
・
建
物
を
図
家
に
有
償
で
提
供
す
る
義
務
が
あ
る
(
王
依
)
。

是
叫
出
干
に
劃
し
て
は

訴
願
・
行
政
訴
訟
の
迭
を
設
け
て
居
る
(
八
僚
)
。

第
一
節

新
法
典
と
従
来
の
法
制
と
の
比
較

警
察
行
政
に
閲
す
る
新
法
典
を
説
明
す
る
持
に
は
先
づ
並
H

魯
西
に
於
け
る
従
来
の
警
察
法
制
に
鯛
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
数
多

き
法
律
の
中
特
に
新
法
典
と
密
接
の
闘
係
あ
る
も
の
は
左
の
五
つ
で
あ
る
。

F
s
r
2
E
(
k
r
F・
]
刀
・
)
就
中
警
察
樺
の
意
義
・
限
界
に
闘
す
る
弐
の
規
定
で
あ
る
。

(
註
ご

及
秩
序
ヲ
保
持
シ
、
及
公
衆
若
ハ
共
構
成
員
一
一
一
辺
ル
災
厄
ヲ
避
ク
ル
魚
ェ
必
要
ナ
ル
手
段

(LPES-窓
口
)
ヲ
講
ス
ル
ハ
、
之
ヲ
警
察
ノ

k
r
H
H
m
g
H
O山口
2

「
公
共
ノ
平
穏
安
寧

職
務
ト
ス
」

G
H。
吋
色
】
]
[
岡
田
件
。

-
H叶
)
。

本
法
は
一
七
九
四
年
二
月
五
日
制
定
さ
れ
同
年
六
月
一
日
に
貰
施
さ
れ
た
が
、
立
(
の
後
幾
多

の
政
治
的
建
動
の
待
に
本
僚
は
十
九
世
紀
前
半
は
殆
ん
ど
誼
用
を
見
な
か
っ
た
。
市
も
之
に
封
し
て
は
第
一
に
一
八
五

O
年
の
普
魯
西
憲

へ
註
二
)

法
に
一
不
さ
れ
る
法
治
主
義
の
諸
僚
と
矛
町
せ
ざ
る
か
が
論
争
さ
れ
た
。
第
二
に
は
本
僚
が

k
r
F・
戸
の
施
行
匝
域
を
超
え
て
ラ
イ
ン
地

「註二
J

方
英
の
他
に
拭
力
あ
り
や
が
問
題
と
な
っ
た
。
第
三
に
は
其
の
内
容
が
早
に
窓
口

l
H
4
P
F
F
の
前
提
と
し
て
警
察
上
の
裁
判
樺

の
限
界
を
規
定
す
る
に
止
ま
ら
ヂ
警
察
模
自
障
の
限
外
設
定
、
或
は
更
に
進
ん
で
警
察
命
令
及
び
底
分
の
包
括
的
授
植
を
定
立
す
る
も
の

ヘ
共
同

J

た
り
や
が
極
め
て
興
味
あ
る
命
題
と
た
っ
た
。
然
る
に
並
日
魯
西
高
等
行
政
裁
判
所
の
判
例
は
英
の
後
の
事
説
と
相
侠
っ
て
是
等
組
て
の
反



駁
を
顧
み
守
し
て
本
僚
を
遁
用
し
、
殊
に
同
窓
口

N
F晶
O
H
W
S
己
己
申
〔
C
J
1
0・
民

m・
8ω
除
・
)

以
来
抗
日
魯
西
警
察
法
の
根
本
法
と
し
て
一

咋
年
に
及
ん
だ
の
で
あ
る
。

共
の
結
果
は
警
察
樺
の
調
立
性
と
共
に
、
一
瞥
H

察
擦
の
費
動
が
特
別
の
法
律
に
基
づ
か
ざ
る
限
り
障
害
排
除
の
消
極
的
目
的
に
制
約
さ
る

(
註
五
)

る
原
則
が
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
新
法
典
は
第
十
四
俊
一
項
に
於
い
て
若
干
の
修
正
の
下
に
本
僚
の
原
則
を
定
立
し
、
同
時
に
第
七
十

九
保
二
項
を
以
て
本
僚
を
展
止
し
た
。
其
の
詳
細
は
後
に
譲
る
。

(
註
一
)

手
段
と
は
本
章
第
十
一
僚
に
明
か
な
る
如
く
第
一
に
瞥
底
知
命
令
を
意
味
す
る
。
そ
の
他
に
瞥
築
廃
分
・
刑
事
事
件
の
審
問
捜
査
・
蓮
響
罪
底

分
そ
の
他
一
切
の
瞥
察
活
動
が
是
に
廃
ナ
る
は
謂
ふ
迄
も
な
い
(
匂
吋
ぽ
白
H!HOE-
吋C
ロ明。山由。

B
F
同
D
H
Y
m
-
同日)。

(
註
二
)
調
H

魯
西
憲
法
に
於
い
て
最
も
明
般
に
法
治
主
義
を
認
む
る
第
二
章
の
諸
僚
は
原
則
と
し
て
新
な
立
憲
的
法
律
に
依
り
て
の
み
制
限
さ
れ
る
と

解
さ
れ
た
。
此
の
準
設
に
封
し
て
、
批
官
前
段
纏
の
相
側
立
性
が
北
円
図
法
上
認
め
ら
れ
た
る
に
就
い
て
は
別
の
機
合
に
漣
べ
た
(
拙
稿
、
憲
法
に
於
け
る
法

律
の
意
義
、
図
家
皐
令
雑
誌
第
四
十
六
袋
二
毅
一
一
八
頁
以
下
)
。

(
註
三
)
是
に
閲
し
て
は
特
に
吋
河
内
忠
弘
の
H
H
J
F
P
C
-
m・
日
向
即
ち
一
山
一
本
僚
が
内
出
的
凶
法
に
局
し
随
ワ
て
性
質
上
必
然
に
会
凶
に
友
ワ
て
軌
一

な
る
を
要
ナ
と
す
る
も
の
、
間
偶
然
な
り
と
は
云
へ
普
魯
西
に
属
ナ
る
総
べ
て
の
地
方
に
質
賃
上
本
僚
と
一
致
す
る
法
律
扶
態
が
存
せ
り
と
す
る
も

の
、
開
一
八
六
六
年
普
図
に
編
入
さ
れ
た
地
方
に
は
六
七
年
九
月
二
十
日
の
命
令
を
以
て
間
接
に
本
僚
が
施
行
さ
れ
た
り
と
す
る
も
の
、
或
は
拘
本

僚
は
近
世
の
酷
宵
祭
法
の
原
則
を
表
明
す
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
特
に

L
P
F
F
が
究
施
さ
れ
ざ
る
地
方
に
も
砕
同
然
適
用
あ
り
と
す
る
等
が
あ
る
。
併

し
な
が
ら
.
私
は
此
の
駄
に
於
い
て
も
、
行
政
裁
判
所
の
列
例
・
準
設
に
依
り
公
法
事
に
著
し
き
慣
習
法
が
溌
生
せ
る
も
の
と
す
る
設
明

Q
Z
F

∞
-
印
)
を

E4V同
と
町
山
ふ
。

(
註
四
)

現
在
刑
訴
四
五
三
僚
の
一
不
す
や
う
に
逮
瞥
罪
彪
分
の
規
定
は
最
早
答
申
然
的
性
質
と
は
無
閥
係
と
な
り
、
唯
刑
罰
の
程
度
の
み
問
題
と
な
る
に

渇
ぎ
ざ
る
伐
に
、
本
僚
が

k
r
p
H
H・
窓
口
l
H
斗
の
前
提
と
ナ
る
と
き
は
其
の
存
在
意
義
を
失
ひ
し
も
の
で
あ
る
(
甲
山
主
広
島
m
w
p
・
F

C
・
m-
岱)。

並
背
骨
廿
西
批
官
位
制
法
制
の
概
要

0 ， 

同

上
¥J 



東
京
商
科
大
泉
研
究
年
報

法
問
中
町
附
究

5
:
z
-
s
 

uFM什
}
一
則
間
四

一
二
四

更
に
ォ
・

7

イ
ヤ

1
に
随
へ
ば
本
佼
の
意
味
は
一
般
に
認
め
ら
れ
た
る
意
義
の
磐
祭
に
就
き
、
本
法
典
は
何
等
特
別
の
規
定
を
設
け
ず
と
訪
ふ
に
過

ぎ
な
い
の
で
あ
一
る
(
吋
@
吋
巧
同
・
F
Z
∞
日
除
H
E
w
-
U
)
。

〔
設
五
)
巻
目
務
権
の
概
念
は
本
伎
の
示
ナ
将
来
の
災
宅
内
深
防
の
他
に
、
既
に
愛
生
せ
る
犯
罪
の
捜
索
、
積
械
的
な
る
一
枇
令
一
耐
利
の
柄
引
地
を
も
含
む
け
れ

ど
も
、
相
州
立
命
令
と
し
て
の
瞥
察
離
の
愛
勤
が
本
僚
の
一
不
す
治
品
川
的
目
的
に
制
約
さ
れ
る
こ
と
は
近
世
の
法
治
主
義
の
要
諦
で
あ
る
(
岡
山

Z
戸

C
E雪
F

4
2
S
J
V
H
E
R草
山
君
主
目
。
岳
弓
円

B
Uヨ
E
L
H
G
5
3
z
P
R
d
o
山
川
口
ジ

1
ン
は
本
僚
を
一
挙
ら
巡
回
察
底
分
機
に
闘
L
、
命
令
椎
に
は
及
ば
ざ
る
も

の
と
ナ
る
が

(
H
H
C
A
F

岡正日

N
a
g
g己ロ
d
ロぬ
m
E
L
M
-
z
u
u
u
切

口

]
h
J
p
c
E
p
u
p
]同
窓
口
。
守

E
w
a
-
B〕
遁
設
の
採

h
ざ
る
所
で
あ
る
。

共
に
警
察
法
制
に
重
要
た
る
は

kp-F
戸
、
自
己
・

2
2
w
ヨ
で
あ
る
。
日
く
「
岡
家
構
成
員
ノ
個
々
ノ
植
利
及
利
盆
ハ
公
共
ノ
一
間
利

ヲ
増
進
ス
ル
角
ノ
権
利
及
利
益
ト
責
際
一
一
矛
盾
(
紙
備
)
ヲ
生
ス
ル
ト
キ
ハ
、
之
一
一
後
ル
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
」

(
r

自
立
)
、
又
日
く
「
是
エ
反
シ
テ

間
家
ハ
公
共
ノ
一
隅
利
ノ
局
ュ
自
己
ノ
特
別
ノ
樺
利
及
利
益
ノ
提
供
ヲ
強
要
サ
レ
タ
ル
者
エ
針
シ
テ
補
償
ヲ
免
サ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
」
(
雪
印
)
。

是
は
蹟
く
岡
山
家
緊
急
樺

2
g
p仲

E
♀
2
0
Z〉

を
規
定
す
る
の
み
な
ら
歩
、
持
司
祭
念
欣
樺
に
閲
し
で
も
、
警
察
の
一
般
限
界
を
賓
質
的
に

損
張
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
然
る
に
高
等
行
政
裁
判
所
の
判
例
は
誌
に
於
い
て
も
亦
法
律
の
本
来
の
意
義
を
境
更
し
て
、
第
七
十
五
僚
の

(
註
ご

賠
償
義
務
者
は
岡
山
水
に
非
歩
、
首
該
樺
利
又
び
利
益
の
提
供
を
受
け
た
る
者
た
り
と
し
、
又
一
時
A

察
九
日
欣
楼
の
行
使
に
就
い
て
も
直
接
念
迫

へ
註
ニ
)

の
危
険
あ
る
こ
と
、
他
の
方
法
に
依
り
危
険
を
排
除
し
得
ざ
る
こ
と
、
緊
急
欣
態
の
存
躍
す
る
聞
に
限
り
有
放
た
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。

新
法
典
は
此
の
意
義
に
於
け
る
紘
一
同
察
念
欣
穫
を
第
二
十
一
日
傑
一
一
頃
に
又
其
の
損
害
賠
償
を
第
七
十
俊
一
項
に
規
定
し
た
。
随
っ
て
公
用

徴
牧
そ
の
他
特
別
の
法
律
に
依
り
賠
償
が
規
定
さ
れ
る
場
ん
日
は
絡
別
で
あ
る
が
株
式
察
に
関
す
る
限
り

k
r
F
F
の
雨
僚
は
共
の
故
カ
を

失
っ
た
の
で
あ
る
。

(註

町
民
主
ユ
。
F
3
p
・
p
・
C
-
a・
3
g一
回

3
5
E
Z
Y
F
P
C
-
m
-
H
5・



(
註
二
)

町
民
@
白
氏
。
r
a
w
p
p
c・
m・
8
同
・
此
の
こ
と
は
新
法
典
策
合
‘
十
‘
侠
に
於
い
て
は
、
そ
れ
が
瞥
務
責
任
に
闘
す
る
規
定
で
あ
っ
て
、
春
家

権
の
貨
質
的
限
界
(
新
法
典
第
十
四
僚
)
の
例
外
規
定
た
ら
ざ
る
こ
と
か
ら
一
、
地
め
て
明
瞭
で
あ
る
。

。22
N
N
C
B
m
o
r
己
N
2
2
司

2
2
0戸
ロ
ロ
-
5ロ
吋
円
。
山
H
W
包
酔

(
4
。
旨
巴
・
吋
乙
》
門
戸
戸
m
H
M

ソ
冨
ω
φ
)

本
法
第
一
一
保
乃
至
第
五
僚
は
刑
訴
法

第
百
十
二
傑
以
下
に
依
り
、
叉
本
法
第
十
一
保
乃
至
第
十
三
僚
は
刑
訴
法
第
百
二
僚
乃
至
第
百
九
僚
を
以
て
廃
止
さ
れ
た
。
第
六
僚
は
検

(
註
二
)

束
を
規
定
し
、
第
七
保
乃
至
第
十
僚
は
家
宅
侵
入
を
規
定
す
る
。
前
者
は
要
件
に
若
干
の
修
正
を
加
へ
て
、
新
法
典
第
十
五
傍
が
之
に
代

は
り
、
後
者
は
新
法
典
第
十
六
僚
を
以
て
置
換
へ
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
本
法
の
規
定
は
共
の
如
し
。

第
六
僚

第
三
僚
所
定
ノ
行
政
臨
・
官
公
吏
及
憲
兵
ハ
本
人
白
身
ノ
保
護
若
ハ
八
位
ノ
風
俗
安
寧
及
川
寸
穏
ノ
保
持
ノ
然
念
遁
ノ
必
要
ア
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
瞥

察
上
検
束
ニ
付
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

但
シ
枇
背
広
知
上
検
束
一
一
日
付
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ハ
遅
タ
ト
モ
翌
日
中
ニ
緯
放
サ
ル
ル
カ
若
ハ
此
/
時
刻
-
一
之
ヲ
管
轄
行
政

際
-
二
引
渡
ス
エ
必
要
ナ
ル
底
資
ヲ
講
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

第
七
位
陣

何
人
モ
職
権
若
ハ
法
律
上
様
限
ア
ル
行
政
熔
ノ
委
任
一
三
依
ル
ユ
非
サ
レ
ハ
現
居
住
者
ノ
意
思
=
反
シ
テ
住
所
ニ
侵
入
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

第
八
位
陣

夜
間
ノ
住
所
侵
入
ハ
之
ヲ
禁
止
ス

夜
間
ト
ρ

十
月
一
日
ヨ
リ
三
月
品
川
一
日
迄
ハ
午
後
六
時
ヨ
リ
翌
朝
六
時
迄
、
四
月
一
日
ヨ
リ
九
月
叶
日

迄
ハ
午
後
九
時
ヨ
リ
翌
朝
四
時
迄
ヲ
合
ム

第
九
篠

夜
間
=
於
ケ
ル
住
所
侵
入
ノ
禁
止
ハ
水
火
災
・
生
命
/
危
険
活
ハ
住
所
ノ
内
部
ヨ
リ
求
メ
ラ
ル
ル
場
合
-
一
及
ハ
ス

夜
間
公
衆
ノ
肖
白
ニ
出

入
ス
ル
場
所
一
一
一
於
テ
、
引
綾
キ
公
衆
/
入
場
若
ハ
滞
在
ノ
怨
ユ
公
開
セ
一
フ
ル
ル
時
間
ハ
此
限

-7手
フ
ス

リ

逃
走
セ
ル
囚
人
ヲ
逮
捕
ス
ル
然
一
一
、
近
迩
務
内
藤
援
ノ
官
公
吏
ハ
夜
間
ト
雄
モ
住
所
-
一
侵
入
ス
ル
コ
ト
ヲ
符

軍
事
用
隣
合
ノ
侵
入
ハ
職
務
上
/
命
令
ヲ
執
行
ス
ル
肺
結
エ
ハ
、
夜
間
ト
雄
モ
所
属
ノ
長
官
非
ρ

其
受
任
者
ハ
之
ヲ
拒
ム
ヨ
ト
ヲ
符
ス

市
也
症
者
ハ
謄
援
/
憲
兵
亦
然

第
十
依

夜
間

於
ケ
ル
住
所
侵
入
ノ
禁
止
ハ
稔
務
官
公
吏
カ
其
職
務
上
ノ
検
査
ヲ
執
行
ス
ル
然
侵
入
ス
ル
コ
ト
ヲ
認
メ
ラ
レ
タ
ル
場
所
ニ
山
、
共
侵
入
カ
税
法
ノ
規

定
ニ
依
リ
章
問
ニ
限
ラ
レ
サ
ル
ト
キ
、
之
-
一
及
7

コ
ト
ナ
シ

並
同
魯
西
枇
官
官
宗
法
制
の
概
要

(
図
上
)

一
二
五



東
京
商
科
大
事
研
究
年
報

法
事
研
究

第
二
披

(

註

一

)

本
僚
の
要
件
は
明
か
に
、
前
述
邸

H
O

ロコ
k
r
F
H
V

の
規
定
ナ
る
所
で
あ
一
る
。
倫
潟
怨
共
和
凶
憲
法
第
百
十
四
位
時
参
照
。

(
註
二
)

淘
州
場
共
和
闘
憲
法
第
百
十
五
保
参
照
。

C
S丘
N

C
ず
青
山
由
。
旬
。
]
山
N品
目

4
2
4
p
-
Zロ
ぬ
?
。
自
己
・
区
山
H
N
3
u。
)
〈
】
V

・
C
・
)
本
法
は
上
越
の
人
身
保
護
の
法
律
に
積
い
て

(
註
一
，

膏
並
日
魯
西
憲
法
制
定
の
直
後
、
共
の
法
治
主
義
の
要
請
に
臆
じ
て
公
布
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
其
の
内
容
に
於
い
て
正
に
新
法
典
の
前
身

で
あ
っ
て
、
新
法
典
第
七
十
九
僚
を
以
て
底
止
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

警
察
費
用
に
闘
す
る
第
三
僚
を
除
き
、
第
一
一
保
乃
至
第
四
僚
の
規
定
は
新
法
典
に
於
け
る
警
察
行
政
臨
・
警
察
監
督
臨
・
警
察
行
政
臆

へ

註

二

)

〔

註

三

)

の
土
地
管
轄
の
章
に
該
賞
す
る
。
就
中
第
一
僚
に
日
(

第
三
級
品
目
第
行
政
(
品
目
。

rgor。
可
C
ロN
丘
'
J
1
2唱
mvHZ出
回
)

ハ
法
律
ノ
規
定
一
一
基
キ
之
カ
職
務
一
一
蛍
ル
官
公
一
一
九
カ
図
王
ノ
名
ニ
於
テ
之
ヲ
行
7

但
シ
本
法
第
二
後
ノ
定
ム
ル
例
外
ハ
此
限
ニ
在
一
フ
ス

第
三
級
警
察
官
公
吏
(
C
ユ
名
G
H凶
M
m
e同

a
M
W
E
B
Sロ
)
ハ
上
級
官
廊
カ
枇
宵
位
知
事
務
一
一
什
キ
テ
後
ス
ル
訓
令
ヲ
賀
行
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

第
三
級
警
察
官
公
吏
ノ
管
轄
医
域
一
ヰ
静
寂
者
ハ
既
往
ス
ル
者
ハ
凡
テ
共
ノ
警
察
上
ノ
下
命

(
E
Z
P
5
6
-
Z従
ハ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス

(
註
凶
〕

第
一
項
は
警
察
が
岡
家
の
事
務
た
る
こ
と
を
明
か
に
し
た
も
の
で
新
法
典
第
一
僚
の
規
定
す
る
所
で
あ
る
。
第
二
項
の
定
む
る
上
扱
官

醸
の
訓
令
権
は
共
に
述
べ
る

F
・
4
・

c・
に
依
り
引
積
き
確
認
さ
れ
た
。
行
政
事
件
に
於
け
る
底
分
の
取
消
方
法
に
闘
す
る
同
法
第
五
十

保
三
項
に

H
く、

監
督
官
磁
力
説
一
法
定
権
限
ノ
範
関
内
二
一
於
テ
下
級
官
路
ノ
底
分
下
命
ヲ
出
版
止
シ
叉
ハ
之
等
ノ
官
路
一
一
訓
令
ヲ
愛
ス
ル
機
能
ハ
如
何
ナ
ル
場
合
ト
錐
モ

妨
ケ
ラ
ル
ル
コ
ト
ナ
シ

上
級
監
叔
H

臨
は
警
察
命
令
を
護
せ
し
む
る
訓
令
を
興
へ
る
こ
と
が
出
来
る
。

殊
に
殻
せ
ら
る
べ
き
命
令
の
錦
型

ハ
Z
2
2
P
J
G回

目

N
O
T



』
可
。

E
H
1
L
2
5
m円
)

を
一
不
す
場
合
が
多
い
。

へ
吉
正

J

管
轄
を
不
完
全
に
川
崎
定
せ
る
の
み
。
宜
ハ
の
結
果
行
政
裁
判
所
の
判
例
は
一
方
に
於
い
て
不
動
産
の
所
在
地
・
勤
務
地
・
偉
業
地
・
警
察
遠

新
法
典
で
は
第
十
一
僚
に
訓
令
権
を
規
定
し
た
。
共
に
第
三
項
は
警
察
義
務
に
闘
し
て
唯
土
地

反
の
行
露
地
等
に
閲
し
て
土
地
管
轄
を
認
め
る
と
共
に
、
他
方
に
於
い
て
公
の
秩
序
の
妨
害
者
の
外
、
所
有
者
等
に
就
い
て
も
普
察
責
任

を
認
む
る
に
至
っ
た
。

此
の
第
三
項
及
び
判
例
に
某
づ
き
新
法
典
は
第
二
十
二
依
第
二
十
三
僚
に
土
地
管
轄
を
、

又
第
十
八
僚
乃
至
第

十
僚
に
警
察
責
任
の
範
固
を
詳
細
に
定
め
た
の
で
あ
る
。

(
註
一
)

本
法
の
放
力
は
一
八
五

0
年
代
に
は
一
時
無
視
さ
れ
た
視
が
あ
一
っ
た
。
し
か
し
共
の
後
多
く
の
法
令
を
以
て
適
用
範
閣
が
抜
大
さ
れ
、
叉
同

様
の
内
容
あ
る
法
令
が
他
の
法
域
に
八
公
布
さ
れ
て
、
本
法
は
重
要
な
る
瞥
底
部
法
の
一
と
な
ワ
た
(
吋
江
主
江
。
v
a
"
の
E
E
H
Nロ
宮
向
。

m
句C
ロ
認
可
。
。
rgw

m-H()WHH)
。

(
註
二
)

本
法
第
三
保
「
照
行
政
取
(
吋
白
山
岳
由
耳
目
日

2
5
wね
)
者
ハ
下
紋
裁
州
所

(HEMP-mgalcpH内

B
凶切れ号
E
W酔
)
ノ
存
在
ス
ル
町
村
叉
山
一

高
人
以
上
ノ
住
民
ア
ル
要
塞
地
帯
及
町
村
-
一
ア
リ
テ
ハ
内
務
大
区
ノ
決
定
ヲ
以
テ
第
三
級
答
申
祭
行
政
ヲ
特
別
ノ
官
吏
ニ
委
任
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

ノ
町
村
一
一
於
テ
モ
念
迫
ノ
閉
山
山
ア
ル
ト
キ
ハ
同
様
ノ
制
度
ヲ
‘
時
採
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
の
規
定
は
新
法
典
第
六
僚
を
以
て
遥
か
に
携
張
さ
れ
た
。

第
一
一
一
僚
は
一
九

O
八
年
六
月
一
一
一
日
の
答
然
費
用
法
に
依
り
根
本
的
修
廷
を
加
へ
ら
れ
た
(
'
】

U
H
Z
F
u
r
-
句
C
ロ
N
a宮内
ZNwm-
さ同・)。

其
他

更
に
第
四

僚
の
第
一
環
は
瞥
祭
監
部
H

賂
の
況
定
で
あ
り
、
第
二
項
は
酷
宵
祭
公
吏
任
命
に
閥
ナ
る
図
の
政
府
の
認
可
を
規
定
ナ
る
が
、
且
定
は
夫
キ
新
法
典
第
十
一

保
・
第
十
三
僚
を
以
て
摘
張
さ
れ
た
。

(
註
一
一
一
)
本
保
は
第
三
役
瞥
袋
行
政
憾
の
み
を
直
接
規
定
す
る
震
に
、
新
法
典
の
閥
侠
時
間
後
に
比
し
て
透
か
に
狭
い
。
印
ち
町
村

(
H
E
M
P
-
A
F
m
E
F

窓
口
ド
巴
E
H
Z
の
酷
背
広
州
の
み
を
規
律
す
る
も
の
で
、
郡
・
市

GEH--c--m+包
F
Z宮
)
に
於
け
る
瞥
察
磁

(
H
h
p
E
H
z
r
F
a
m
H
5岡山富凶
Z
E吋
向
。
)

際
・
州

(
H
H
a
E
E回
想
Z
N同吋
F
2
0
4同
国
民
)
に
於
け
る
問
。
出
向
。

Z出
m判
官
官
且
初
出
。
ロ

r
c
Z弓
忌
ZTH⑦
口
六
F
P
E
H
2
句
・
)
及
び
中
止
へ
瞥
察
隣
た
る
内
務

大
臣
そ
の
他
を
含
ま
な
い
の
で
あ
る
。

虫
日
魯
同
警
察
法
制
の
概
要

(
川
上
)

七



東
京
商
科
大
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中
研
究
年
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法
院
中
研
究

第
二
抽
出

/¥、

是
に
反
し
て
填
図
・
ウ
コ
ル
テ
ム
ベ
ル
ヒ
等
で
は
瞥
拭
却
を
町
村
阿
有
の
事
務
と
し
、
共
の
結
果
並
日
魯
問
と
卵
子
、
り
、
法
律
の
み
能
く
町
村
の
警

察
事
務
を
制
限
す
る
を
得
。
へ
く
、
命
令
に
依
る
制
限
は
認
め
ら
れ
な
い
(
の
お
・
ト
『
己
ロ
ロ
。
F
3
2芯
S
・
a
-
M
4
3
0

(
註
五
)
吋
民
主
己
C
F
3
F
P
C
-
m
w
u
u陪
・
回
よ
り
第
三
項
は
土
地
管
轄
の
み
な
ら
ず
、
警
察
責
任
の
主
帥
慨
が
無
制
限
な
る
こ
と
を
も
示
し
て
居
る
。

郎
ち
白
然
ん
の
み
な
ら
ず
、
社
圏
・
地
方
問
樫
・
関
陣
も
悉
く
瞥
察
責
任
能
力
を
有
す
る
(
同
H
A
Q
-
-

∞・

8
」。

(
詑
四
)

本
法
は
第
五
僚
乃
至
第
十
九
僚
に
警
察
命
令
を
、
叉
第
二
十
僚
に
警
察
底
分
を
規
定
す
る
が
、
是
等
は
何
れ
ち
共
に
述
べ
る

F
・
4
・。・

の
規
定
と
筏
接
の
閥
係
が
あ
る
か
ら
、
是
に
譲
る
。

四

。
2
2
N
Cゲ
2
L芯

p
-
Z
6
5
0山ロ。

E
E
2
4
2
5
=
g
m
(
4
C
E
g・
芝

山

富

ω
)
(
F・
4
・
C
・)

本
法
中
警
察
法
制
と
し

て
特
に
著
し
き
は
警
察
底
分
に
封
す
る
救
済
方
法
(
第
問
章
)
強
制
機
能
(
第
五
章
)
及
び
警
察
命
令
権
(
第
六
守
乙
で
あ
る
。

(
一
)
警
察
行
政
臨
の
強
制
手
段

前
述
せ
る
一
回

V

・
C
・
で
ち
に
日
く

従
来
ノ
法
律
-
一
依
り
警
察
行
政
隙
ノ
保
有
λ

ル
執
行
権
ハ
以
上
ノ
規
定
ニ
依
リ
妨
ケ
ラ
ル
ル
コ
ト
ナ
シ

凡
テ
警
察
行
政
勝
ハ
法
律
上
ノ
強
制
手
段
ヲ
府
ヒ
テ
共
ノ
警
察
底
分
ヲ
遂
行
ス
ル
機
能
ヲ
有
ス

警
察
行
政
勝
カ
其
ノ
様
能
ヲ
行
使
シ
テ
命
シ
タ
ル
所
ヲ
層
的
ス
コ
ト
ヲ
怠
リ
シ
者
ρ

共
ノ
負
捨
ヲ
以
テ
命
令
ノ
究
現
ア
ル
ヘ
キ
コ
ト
ヲ
珠
期
セ
サ
ル
ヘ

此
ノ
相
場
合
-
二
-
科
刑
及
損
得
賠
償
ノ
義
務
ヲ
妨
ク
ル
コ
ト
ナ
シ

此
の
規
定
は
共
に
一
不
す

F
・
4
・

c・
mHS
の
掲
ぐ
る
行
政
臨
に
閥
し
て
は
、
是
に
依
り
底
止
さ
れ
た
が
、
共
の
他
の
行
政
腐
の
樺
限

に
就
き
、
技
力
を
保
有
し
た
。
而
し
て
本
僚
第
三
項
の
代
執
行
及
び
本
僚
に
封
臆
す
る
新
領
土
の
去
一
小
行
政
に
闘
す
る
命
令
(
ト
一
以

H
J

第
十
八
僚
、
ラ
ウ
エ
ン
プ
ル
グ
公
領
の
警
察
行
政
に
関
す
る
法
律
(
一

m前
年
)
第
十
八
依
の
執
行
罰
(
昨
日
，
一
新
い
区
一
一
品
、
叫
)
は
共
に

カ
ラ
ス

F
・
4
・

c・
の
採
る
所
と
た
っ
た
。



F
J
J
P
は
更
に
一
一
暦
詳
細
な
規
定
を
設
け
た
。

第
百
三
十
二
保

懸
知
事

(
P
4
2
5
H宮
市
円
安
出
。
ロ
寸
)
郡
長

(
r
z
e
p
r
)
第
三
級
警
淡
路
及
町
村
長

(
c
g，。山口向。〔

adz-〕」
P
E
E
r
z「
E
4
2・

巴

mga〕
)
ハ
注
ハ
ノ
統
治
様
ヲ
行
使
ス
ル
一
一
常
リ
テ
愛
シ
且
其
ノ
法
定
権
限
-
一
依
リ
是
認
セ
ラ
ル
ル
下
命
ヲ
、
-
一
次
/
強
制
手
段
ヲ
川
ヒ
テ
遂
行
月
ル
コ

ト
ヲ
得

行
政
燦
ハ
成
ル
ヘ
ク
強
要
ス
へ
キ
作
伐
ヲ
第
三
者
ヲ
シ
テ
究
行
セ
シ
メ
、
而
シ
テ
濠
メ
定
メ
タ
ル
費
用
金
額
ヲ
義
務
者
ヨ
リ
強
制
徴
牧
ス
ヘ

キ
モ
ノ
ト
ス

強
要
ス
ヘ
キ
作
然
カ
第
三
者
二
依
リ
履
行
サ
レ
サ
ル
悦
質
ノ
モ
ノ
ナ
ル
ト
キ
、
義
務
者
カ
第
三
者
ノ
賀
行
-
一
依
リ
テ
生
ス
ル
費
用
ノ
負
携
一
一

堪
ヘ
サ
ル
コ
ト
確
定
セ

Y
ト
キ
者
ρ

不
作
怨
カ
強
要
サ

y
y
ト
キ
コ
行
政
勝
川
金
銭
前
ノ
戎
告
及
決
定
ヲ
傍
ス
コ
ト
ヲ
得

共
金
銭
罰
ノ
限

度
ハ
次
ノ
如
シ

(

イ

)

村
長
(
白
。
目
。
凶
ロ
向
。
(
の
乏
な

)
4
c
g
g
Z
M
V
)
五
馬
克
以
内

(

ロ

)

第
三
級
警
察
腺
及
町
長
(
注
目
白
民
主
げ
。
。
。

H
g宮
向
。

s
z
g
r
t
(
E
4
0
5窓
口
向
。
)
宮
。

r
h
E
F
P
E出
向

2
3
)
ムハ

O
民
克
以
内

(

ハ

)

郡
長
並
=
市
部
ノ
瞥
務
総
・
町
長
(
同
》
C
H
H
目。
H
Z
V
D
己
⑦
回
出
・
。
。

p
aロ
h
Z
4
c
g
g
U
2
小
J
2
5
g
E凶
⑦
)
阿
国
丘
ロ
。

B
m
g
a
r耳
目
向
。
)

五
O
馬
克
以
内

(

ニ

)

知
事
三

O
O
時
克
以
内

人
情
銭
罰
ト
同
時
二
帝
図
刑
法
典
第
一
一
十
八
・
二
十
九
侠
ノ
定
ム
ル
標
準
一
二
従
ヒ
テ
、
無
資
力
ノ
場
合
ニ
金
銭
罰
一
一
代
ハ
ル
ヘ
キ
拘
留
ノ
期
間
ヲ

決
定
ス
へ
シ

此
ノ
拘
留
ノ
限
度
ハ
(
イ
〕
-
一
ア
リ
テ
ハ
一
日
以
内
(
ロ
)
一
一
ア
リ
テ
ハ
一
週
間
以
内
(
ハ
)
一
一
ア
リ
テ
ハ
二
週
間
以
内
ハ
一
己

一
ア
リ
テ
ハ
四
週
間
以
内
ト
ス

第
三
者
ニ
依
ル
賀
行
(
第
一
一
波
)
並
-
一
四
割
ノ
決
定
(
第
二
銃
)
ハ
常
二
識
メ
書
面
ヲ
以
テ
戎
品
口
月
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

戒
告
♂
一
一
於
テ
作
伐
カ
強
要

ザ
ル
ル
場
合
一
一
ハ
其
賀
行
ノ
要
求
サ
ル
ル
期
間
ヲ
定
ム

並
同
魯
四
警
察
法
制
の
概
要

/ヘ
同

J: 

九



東
一
一
京
商
科
大
向
学
研
究
年
報

法
挙
研
究

第
二
時
抗

O 

夜
接
強
制
山
下
命
ヲ
賛
行
ス
山
て
ご
付
必
要
訣
ク
ヘ
カ
ラ
サ
ル
場
合
ニ
限
リ
テ
之
ヲ
行
ア

第
宵
三
十
三
保

強
制
手
段
ノ
戒
告
(
ト
ロ

e
d
r
dロ
ぬ
)

一
割
シ
テ
ハ
之
カ
遂
行
ス
ヘ
キ
下
命

(kpHHZ-EHH伝
)

一
封
ス
戸
卜
同
様
ノ
法
律
上
ノ
救
済

ヲ
認
ム

此
ノ
救
済
ハ
下
命
カ
既
一
ニ
特
別
ノ
訴
願
者
ハ
行
政
訴
訟
手
蹟
ノ
目
的
ト
+
ラ
サ
ル
限
ワ
同
時
二
此
ノ
下
命
ニ
及
フ
モ
ノ
ト
ス

強
制
手
段
ノ
決
定
執
行
包

@mrzgumd-KF52rdu巴
一
一
封
シ
テ
ハ
門
前
ニ
峨
監
部
同
方
法
ニ
依
V
訴
願

9
2
0
v
g吋
向
。

EhF民
己
c
r
g
Z目
。
)

ノ
ミ
二
週
間
以
内
一
7y~
ヲ
提
起
ス
ル
コ
ト
ヲ
符

前
僚
第
二
銃
一
ご
依
リ
金
銭
罰
エ
代
へ
テ
決
定
サ
レ
タ
ル
拘
留
刑
ハ
提
起
サ
レ
ダ
ル
救
済
手
段
ニ
針
シ
テ
最
終
ノ
裁
組
問
者
ハ
既
剣
力
ア
ル
裁
列
カ
奥
へ

ラ
ル
ル
以
前
又
ハ
不
服
申
立
ノ
特
定
期
間
終
週
以
前
一
ご
於
テ
ハ
之
ヲ
執
行
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

一
註
一
)

右
の
規
定
の
適
用
は
警
察
権
以
外
の
統
治
機
の
護
動
に
就
い
て
も
認
め
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
此
の
樫
限
行
伎
の
主
障
は
巌
格
に
第
百
一
一
一

十
二
保
列
島
中
の
行
政
膳
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

先
づ
強
制
執
行
は
成
る
べ
く
代
執
行

(
N
4
4
5ぬ田

S
E
E
-
H
E
H
H巴
に
依
る
こ
と
を
要
す
る
。
併
し
乍
ら
是
に
依
る
べ
き
や
否
は
、
鶴
来

(
註
二
)

裁
量
で
は
な
く
て
古
該
行
政
聴
に
ん
日
目
的
性
の
裁
量
権
あ
り
と
解
さ
れ
る
。

4
1

に
執
行
罰
に
闘
し
て
は
そ
れ
が
刑
事
罰
と
一
事
不
再
理
の

、
斗
世
三
〕

閥
係
に
立
っ
か
が
争
ば
れ
た
。
連
反
行
活
が
連
続
犯
の
一
部
た
る
と
き
、
或
は
刑
事
罰
が
時
殺
に
躍
り
若
は
責
任
阻
却
事
由
等
が
存
す
る

場
合
に
は
、
執
行
罰
を
以
て
刑
事
罰
と
濁
立
に
科
す
る
は
不
吉
で
あ
る
。
H
4
K

に
反
し
て
無
罪
の
言
渡
あ
り
た
る
行
常
・
思
な
る
犯
罪
橡
備

行
活
士
山
は
犯
罪
に
依
る
遣
法
欣
態
の
除
去
を
目
的
と
す
る
場
合
に
は
、
刑
事
罰
と
相
並
ん
で
認
む
べ
き
で
あ
る
。
高
等
行
政
裁
判
所
は
一

九
二
九
年
二
月
十
三
日
従
来
の
態
度
を
一
費
し
て
雨
者
を
哉
然
巨
別
す
る
に
玉
り
、
是
が
新
法
典
第
五
十
二
僚
の
探
る
所
と
な
っ
た
。
向

執
行
罰
の
程
度
は
猫
逸
共
和
問
命
令
を
以
て
境
更
さ
れ
、
更
に
共
の
範
園
内
で
普
魯
西
内
相
の
訓
令
に
依
り
同
種
の
行
政
臆
に
就
き
差
等

「
詑
四
J

を
設
け
ら
れ
た
c

以
上
の
二
子
段
が
目
的
を
達
せ
ざ
る
場
合
に
始
め
て
直
接
強
制
を
行
ふ
。
共
の
必
要
も
亦
執
行
醸
の
認
定
に
従
ふ
。
直



接
強
制
と
し
て
は
、
或
は
物
理
的
に
義
務
者
を
強
制
し
、
或
は
行
政
鹿
自
身
若
は
第
三
者
を
し
て
邸
時
寅
カ
を
以
て
必
要
た
欣
態
を
寅
現

せ
し
め
る
。
後
の
場
合
は
例
へ
ば
義
務
者
の
意
思
に
反
し
て
交
通
遮
断
の
施
設
を
す
る
こ
と
で
、

t

E
、
¥
切
E
g
己ユ討。
r
w
p
p
J。

カ
・
え
し

r
c
-
F
H・
F

m
・
回
当
」

是
は
同
よ
り
抽
出
め
戒
告
す
る
必
要

(
註
一
)

本
僚
は
統
治
権
の
行
使
に
出
回
く
適
用
が
あ
る
か
ら
、
巡
回
察
機
の
外
地
方
自
治
監
督
・
教
育
・
軍
政
山
崎
干
の
矯
に
も
認
め
ら
れ
る
(
出
量
回

CHEEr-

4
2
4そと
g
d
m
m
m戸
え
N
3
E
8
w
H
m
-
M
ω
♂
。
併
し
な
が
ら
就
中
、
中
央
政
府
に
は
適
用
が
な
い
。

(
註
二
)

本
燃
に
於
け
る
き
耳
③

2
2
2ロロ。
V

同
五
と
は
不
代
林
的
作
然
活
は
不
作
然
義
務
或
は
義
務
者
の
無
資
力
の
相
場
合
に
止
ま
ら
ず
、
全
般
の
一

事
情
よ
り
推
し
て
不
適
常
な
る
と
き
を
も
含
む
。
而
し
て
此
の
合
目
的
性
に
就
い
て
は
戎
背
ナ
る
行
政
阪
に
認
定
権
が
あ
一
る

凶
一
口

F
U
3・
p
u円一同

12♂
印
誌
陪
l
|
回目白

2
2
u
F
p
g
z
g
y
p
-
p
c・
m-
自
δ
。

(
C
4
C・
4][同
印
日
♂

(
註
三
)

高
等
行
政
裁
州
所
は
従
来
執
行
罰
(
同
盟

rHE4azな
)
が
刑
事
国
剖
と
同
一
の
作
匁
・
不
作
伐
に
闘
す
る
場
合
に
前
者
を
不
適
法
と
判
決
し

た

(
H
H
S
F
F
H
g
M
J
A
R
O己ロロロ
gEυ
豆
∞
-
回
。
臼
尚
一
当
・

F
E
E
Y
4
2
4ぐ
出
・

Q
S
H
)
白
・
お
と
。

(
註
四
)

此
の
共
和
図
命
令
に
依
れ
ば
、
原
則
と
し
て
執
行
罰
は
一
応
克
よ
り
一
千
民
克
、
叉
刑
法
第
廿
九
僚
は
愛
更
さ
れ
て
拘
留
の
程
度
は
一
日
よ

り
六
週
間
と
な
っ
た
。
叉
普
圏
内
相
は
一
九
二
三
年
十
一
月
廿
九
日
の
底
分
を
以
て

F
・
4
・
G
・
告
白
凶

N
R
2
凶
に
就
き
(
イ
)
一
五

O
馬
克
(
口
)

一ニ

O
O
民
克
(
ハ
)
五

C
C
町
内
克
(
一
二
一
千
馬
克
と
定
め
、
叉
一
九
二
五
年
六
月
叶
日
同
章
を
以
て
拘
留
の
程
度
を
(
イ
)
一
週
間
以
内
(
口
)

二
週
間
以
内
(
ハ
)
四
週
間
以
内
(
一
一
)
六
週
間
以
内
と
定
め
た
。

M-g怠
目
白
山
ぬ
}
同
居
凶
仲
間
宮
申
告
仲
N

4
・日出

-
L
T
2
2苫
は
強
制
執
行
の
戒
告
・
決
定
及
び
執
行
の
各
と
に
就
い
て
警
察
鹿
分
に
封
す
る
と
同
様

(

寺

叫

一

)

の
救
済
方
法
を
興
へ
た
需
に
、
期
間
徒
過
の
一
後
は
下
〈
叩
は
確
定
す
る
に
拘
は
ら
や
執
行
の
黙
の
み
争
は
れ
、
又
場
合
に
依
つ
て
は
下
命
に

封
す
る
訴
と
相
並
ん
で
猶
三
個
の
猫
立
せ
る
訴
訟
が
可
能
で
あ
っ
た
。
是
に
封
し
て

F
J
1・
c・
は
第
百
三
十
三
俊
一
項
を
以
て
、
戒
告

並
日
魯
西
枇
官
療
法
制
の
概
要

(
回
上
)



東
京
商
科
大
皐
研
究
年
報

法
血
中
研
究

第
二
放

に
闘
す
る
訴
願
・
行
政
訴
訟
が
原
則
と
し
て
法
律
上
官
然
に
下
命
に
及
ぶ
べ
き
も
の
と
し
た
。
下
命
が
既
に
特
別
の
訴
願
若
は
行
政
訴
訟

チ
績
の
目
的
た
る
と
き
例
外
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
裁
決
若
は
判
決
が
相
互
に
矛
盾
す
る
の
を
避
け
る
震
で
あ
る
。
随
っ
て
下
命
に
就
き

既
に
裁
決
・
判
決
が
確
定
せ
る
と
き
及
び
未
だ
訴
願
・
行
政
訴
訟
が
繋
属
中
の
場
合
に
は
、
戒
告
に
封
し
て
不
服
申
立
あ
る
も
下
命
に
及

ば
た
い
。
是
に
反
し
て
下
命
に
封
す
る
不
服
申
立
が
形
式
的
理
由
を
以
て
却
下
さ
れ
た
場
合
に
は
、
事
後
戒
背
に
就
き
訴
願
・
行
政
訴
訟

の
提
起
あ
る
と
き
は
営
然
下
命
に
も
及
ぶ
の
で
あ
る
。
失
に
第
二
項
に
依
り
決
定
・
執
行
に
就
い
て
は
唯
監
替
方
法
に
依
る
訴
願
の
み
に

制
限
さ
れ
た
。
是
は
一
般
に
行
政
上
の
強
制
虚
置
が
本
来
の
意
義
に
於
け
る
普
魯
西
岡
王
の
大
楼
に
属
す
と
す
る
古
来
の
原
則
を
復
活
し

〔
註
ニ
ゾ

た
も
の
で
あ
る
。
随
っ
て
充
分
且
つ
闘
滑
友
る
法
律
上
の
救
済
方
法
が
確
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

(
註
一
一
)

例
へ
ば
下
命
が
上
級
官
憾
の
後
ナ
る
訓
令
の
と
き
は
、
監
拡
有
機
の
後
動
を
促
す
訴
耐
酬
は
戎
ム
H

に
到
し
て
も
認
め
ら
れ
る
。
下
命
の
適
法
性
が

行
政
裁
刷
判
所
の
ふ
森
査
す
る
を
符
ざ
る
も
の
な
る
と
き
は
、
戎
止
口
の
適
法
牲
に
就
き
て
も
同
様
で
あ
る
。
叉
、
戎
告
に
針
ナ
る
不
服
申
立
の
除
斥
期
間

に
は
下
命
に
封
す
る
二
週
間
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
つ
由
H

F

J

1

・
c・申
H
M
O
M
4
4
v
a
・ω
)
。

(
設
二
)

此
の
訴
阪
は
監
管
竹
山
蜘
に
繋
属
す
る
黙
で
、
批
官
察
虎
分
に
封
す
る
沼
常
の
訴
阪
と
趣
を
異
に
ナ
る
。
例
へ
ば

k
r
d
p
r
r
g
Fえ
P
M
M
N

は
一
一
品

人
以
上
の
町
の
議
席
知
事
務
に
就
い
て
は
郡
長
、
ベ
ル
P
ン
の
磐
城
総
監
(
-
u
c
ロ
留
守
る
丘
向
。
U
酔
)
に
到
し
て
は
主
務
大
巨
た
る
に
反
し
て
、
旬
。
田
舎
巧
母
自

白
色

E
Z回
目
は
前
者
に
就
い
て
は
燃
知
事
、
後
者
に
あ
り
て
は
ベ
ル
リ
ン
都
長
(
。

Z
句
官
民
事
出
。
己
)
で
あ
る

(
F，E
H
O
V
泣
き
y
y
F
C・∞
-
M
8
)。

新
法
典
は
以
上
の
諸
規
定
を
第
七
十
九
僚
を
以
て
底
止
し
、
第
五
十
五
俊
乃
至
第
五
十
七
僚
を
以
て
是
に
代
へ
た
。

(
一
一
)

警
察
底
分

之
に
闘
し
で
は
従
来
訴
願
及
び
行
政
訴
訟
に
就
き

]
F
4・
c・
の
規
定
を
除
い
て
は
、
絡
別
心
成
文
法
規
が
た
か

っ
た
c

此
の
部
分
は
全
く
高
等
行
政
裁
判
所
の
判
例
及
び
準
設
に
負
ふ
も
の
で
あ
っ
て
、
新
法
典
の
第
四
十
僚
乃
不
十
一
第
内
十
阿
僚
は
唯
此

心
結
川
水
に
法
律

ω
形
式
的
穀
力
を
興
へ
た
る
も
の
と
断
定
し
て
も
過
一
士
一
口
で
は
た
い
。



所
謂
警
察
虚
分
と
は
私
人
の
権
利
を
警
察
上
侵
害
す
る
下
命
、
随
っ
て
命
令
・
禁
止
若
は
宵
祭
許
可
・
説
明
の
担
否
を
謂
ふ

3
4
C
-

同」凶凶
M

円]
[
H
M
3
印)。

之
に
反
し
て
許
可
を
興
へ
る
こ
と
は
警
察
鹿
分
に
該
官
し
な
い
(
。
〈
C
-
F内
阿

1
2
F
臼ミ
M
M
U
E
)
。

叉
監
督
障
の
訓
令

に
基
づ
く
場
合
に
も
、
腎
察
臨
が
自
己
の
名
に
て
致
し
た
底
分
に
限
る
。
円
五
と
呉
り
上
級
行
政
醸
の
執
行
時
闘
と
し
て
、
若
は
他
の
行
政

聴
の
請
求
に
基
づ
き
、
其
の
名
に
於
い
て
行
ふ
虚
分
は
共
の
行
政
府
出
の
底
分
に
他
た
ら
た
い

(
C
4
c・
3
Z
E
-
N
-

岡山

-
F凶一口
F
S
U
)。
新

法
品
川
(
第
四
十
艇
は
以
上
の
原
則
を
明
か
に
し
た
。
共
に
如
何
な
る
生
活
闘
係
が
警
察
底
分
の
封
象
た
り
得
る
か
に
就
い
て
は
成
文
法
規
を

扶
く
が
、
判
例
は
絡
始
一
貫
し
て
命
令
の
封
象
た
り
得
ペ
き
一
切
に
及
ぶ
も
の
と
し
た

3
4
C・
同
五
三
E
・
回
国
・
出
・

8
3
0
随
っ
て
直
接

警
察
法
律
又
は
命
令
に
基
づ
く
場
合
の
外
前
掲
官
。
]
日
口

P

F

F

(
註
ご

出
白
出
ご
。
更
に
義
務
者
に
封
し
て
唯
責
現
す
べ
き
拭
果
の
み
を
一
不
す
を
以
て
足
る
や
、
持
選
搾
す
べ
き
手
段
を
も
一
不
す
必
要
あ
り
や
は

判
例
の
態
度
も
直
々
で
あ
っ
た
が
、
新
一
法
典
第
四
十
一
俊
二
項
は
警
察
臆
が
手
段
の
一
を
選
持
決
定
す
べ
き
も
の
と
い
が
一
ル

の
一
般
的
授
擦
に
基
づ
き
て
瑳
せ
ら
る

(
C
J
r
喝
の
・
凶
同
日
空
re

一
世
パ
察
庭
八
刀
の
既
判
力
は
従
来
一
般
に
否
定
さ
れ
た
。
警
察
鹿
は
如
何
た
る
場
合
に
も
蕗
分
を
貰
行
す
る
義
務
た
く
、
事
後
の
裁
量
に
依

り
之
を
抱
棄
す
る
を
件
る
の
み
た
ら
や
ノ

(
C
4
C・
凶
M
4
H
H
Z
C
)
、

監
叔
円
臨
も
亦
形
式
的
確
定
力
あ
る
底
分
を
底
止
す
る
こ
と
が
出
来
る

(CJ『
令
-
M円
凶
門
司

H
H
H
∞9
M
M
M円

h
F
U
U
)

。
叉
機
綾
的
数
カ
あ
る
い
庵
分
の
底
止
の
中
立
は
常
に
可
能
で
あ
り
、
日
一
つ
是
は
常
に
本
案
の
'
家
理
を

必
姿
な
ら
し
め
る
。
之
に
劃
し
て
新
法
典
第
四
十
三
僚
は
一
院
分
の
底
止
の
申
立
を
制
限
し
た
舟
に
、
故
に
制
限
的
師
判
力
が
認
め
ら
れ
る

(
註
三

J

に
至
っ
た
。
是
と
区
別
す
べ
き
は
許
可
の
撤
同
・
制
限
で
あ
っ
て
、
底
分
の
境
更
と
具
り
新
な
る
底
分
と
同
一
一
脱
す
べ
く
、
随
っ
て
行
政

-
屈
が
共
の
撤
同
を
留
保
し
た
場
合
に
も
悉
意
に
あ
ら
や
ノ
、
警
察
上
の
理
由
に
出
で
た
け
れ
ば
な
ら
ぬ

(
φ
4
0
・
um
一
同
一
凶
関
口
争
点

H
L
g
u
)
。

(
註
四
)

判
例
の
か
か
る
態
度
は
新
法
典
第
四
十
二
僚
の
掠
る
所
で
あ
る
。

並
叶
魯
西
警
察
法
制
の
概
要

n 
同

1二
\~' 
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第
二
就

四

(
註
一
)
列
例
は
此
黙
に
於
い
て
、
従
来
の
殆
ん
ど
無
制
限
な
底
分
権
を
璃
来
し
て
法
治
主
義
の
資
現
に
努
め
た
の
で
あ
る
(
拙
稿
、
前
掲
一
一
四
瓦

以
下
)
。
直
接
法
律
案
は
命
令
に
根
擦
を
有
ナ
る
底
分
(
d
H
M
m。
g
m
Zロ
色
沼
〈

2
2吉
岡
市
内
)
に
闘
し
て
は
、
裁
判
所
は
絞
嫁
た
る
命
令
の
適
法
性
及

虎
分
が
命
令
の
内
容
と
矛
盾
せ
ざ
る
か
を
森
査
ナ
る
に
止
ま
る
。
然
る
に
潟
立
底
分
に
闘
し
て
は
適
法
性
の
外
.
必
要
性
が
問
題
と
な
り
得
る

(
F

J
1

・

c・申
m
E
q
u
同
日
∞
に
就
き
後
遺
参
照
)
。

内
川
新
法
典
第
四
十
一
日
係
一
環
は
、
濁
立
庭
分
の
必
要
性
を
規
定
し
て
肝
る
。

(
註
二
)

底
分
に
於
い
て
手
段
を
も
決
定
す
る
と
き
は
下
命
の
内
符
が
明
確
に
な
る
が
、
底
分
の
相
手
方
が
更
に
軽
微
な
る
手
段
を
以
て
同
一
致
呆
を

牧
む
べ
き
こ
と
を
立
讃
ナ
る
と
き
は
、
行
政
裁
剣
所
は
底
分
の
取
消
を
宣
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
ね
。
剣
例
は
従
来
或
は
手
段
を
一
万
ず
要
な
し
と
し

(
C
4
9
凶
H
4
8
H
)
或
は
命
令
の
欲
ナ
る
放
呆
の
資
現
の
免
多
く
の
手
段
が
可
能
な
る
場
令
に
共
の
一
を
特
定
す
る
は
蓬
法
な
り
と
し
(
己
記
・
お
と

叉
反
封
に
義
務
者
が
遁
川
区
な
る
手
段
を
知
ら
ぎ
る
場
合
に
は
詳
細
に
之
を
一
不
ナ
要
あ
る
も
の
と
し
て
舟
る
(
凶
凶
J
F
A
H
H
U
E
)
。

ィ
ぬ
]
「
町
岡
山
。
中
旬
同

cr♂

F
P
C
-
m・
回
日

d
H
H

(
設
三
)

是
に
反
し
て
底
分
の
形
弐
的
経
定
力
は
裁
決
若
は
判
決
確
定
せ
る
時
又
は
其
の
戎
ム
口
に
封
ナ
る
不
服
申
立
期
間
徒
過
の
時
に
後
生
ナ
る
。

例
へ
ば
殊
に
建
築
許
可
に
就
き
、
策
手
後
に
法
律
・
瞥
察
命
令
が
愛
布
さ
れ
た
こ
と
の
み
を
以
て
は
許
可
の
撤
阿
を
得
ざ
る
回
目
の
判
決
(
C
J
r
d
-

upH
臼
苫
)
は
同
僚
一
項
三
時
抗
の
採
る
所
で
あ
る
。

共
に

F
d
c・
は
第
百
二
十
七
僚
乃
至
第
百
三
十
一
僚
を
以
て
、
警
察
底
分
に
封
す
る
救
済
方
法
を
詳
細
に
規
定
し
た
。

(
設
問
)

第
百
二
十
七
位
陣

第
三
及
第
二
被
警
察
・
隠

(
C句Z
E
d
-
M州

E
官
官
ロ
皆
同
戸
島
市
包
③
回
一
)
ノ
警
察
底
分
一
一
山
首
シ
テ
ハ
法
律
一
一
特
別
ノ
規
定
ヲ
設
ケ
サ
ル
限
リ

訴
願
ヲ
認
ム

訴
願
ノ
裁
決
勝
ハ
ー
た
ノ
如
シ

(

イ

)

村
若
ハ
郡
一
二
局
シ
人
口
一
一
品
ヲ
超
エ
サ
ル
町
ノ
第
三
級
瞥
察
臆
ノ
底
分
一
一
刻
シ
テ
ハ
郡
長
、
叉
郡
長
ノ
裁
決
=
封
シ
テ
ハ
豚
知
事

(問。出向。阿国一ロ
mm匂
句
紅
白
出
。
HHけ
)

(

ロ

)

伯
林
ヲ
除
ク
市
部
及
人
口
一
誠
ヲ
超
ユ
ル
町
ノ
第
三
級
瞥
察
隊
ノ
庭
介
芯
ハ
郡
長
ノ
庭
分
-
一
到
シ
テ
ハ
懸
知
事
、
叉
懸
知
事
ノ
裁
決
一
一
封

シ
テ
ハ
州
知
事

(
2
2官
民

3
E
E
C



(

ハ

)

伯
林
ノ
第
三
級
枇
官
察
底
分
二
茸
シ
テ
ハ
伯
林
都
長
〔
。

Z
4何
回
忌
同

3
3

際
知
事
・
川
知
事
者
ハ
伯
林
都
長
カ
奥
ヘ
タ
ル
最
終
審
ノ
裁
決
-
ニ
封
シ
テ
ハ
高
等
行
政
裁
列
所
二
訴
ヲ
提
起
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

訴
ρ

次
ノ
理
由
ノ
何
レ
カ
ニ
向
山
戸
コ
ト
ヲ
要
ス

(

イ

)

訴
ノ
提
起
ア
リ
タ
ル
裁
決
カ
現
行
法
ノ
不
適
用
者
ハ
設
レ
ル
適
用
ニ
依
リ
原
告
ノ
権
利
ヲ
段
損
シ
タ
ル
コ
ト

殊
エ
行
政
勝
カ
其
様
限
内

一
一
テ
愛
シ
タ

Y
命
令
ニ
付
亦
同
シ

(
ロ
)
警
察
勝
カ
虞
分
ヲ
愛

λ

Y
ニ
付
必
要
ナ
リ
シ
事
質
的
前
提
カ
存
セ
サ
リ
シ
コ
ト

グ
M
Z
ヴ
ザ

J
5
1シ
ぜ
カ
イ
ト

訴
ノ
提
起
ア
リ
タ
ル
替
察
底
分
ノ
適
法
性
ノ
審
査
ハ
従
来
一
八
四
二
年
五
月
十
一
日
法
律
第
二
僚
ニ
依
リ
遁
常
訴
訟
ノ
認
メ
ラ
ル
ル
場
合
一
一
モ
亦
之

一
一
及
ア
モ
ノ
ト
ス

裁
列
ノ
確
定
ハ
総
ヘ
テ
私
法
上
ノ
諸
閥
係
-
一
一
致
呆
ヲ
及
ホ
ス
コ
ト
ナ
シ

第
百
二
十
八
俊

前
僚
所
定
ノ
総
ヘ
テ
ノ
場
合
一
一
訴
願
ニ
代
へ
テ
左
ノ
行
政
駿
一
一
訴
ヲ
提
起
ス

Y
コ
ト
ヲ
得

(

イ

)

村
栄
ハ
郡
一
二
局
シ
人
口
一
一
品
ヲ
超
エ
サ
ル
町
ノ
第
三
級
響
察
隊
ノ
庭
分
一
一
針
シ
テ
ハ
郡
参
事
合
(
同
Z
M
m
m
v
d
訟。

vga)

郡
長
叉
ハ
市
部
若
ハ
人
口
一
一
品
ヲ
超
ユ

Y
町
ノ
第
一
ニ
級
瞥
察
隊
ノ
底
分
ニ
封
シ
テ
ハ
燃
参
事
合
(
旬
。
N
M句

Hasa国
会
凶
器
)

(

ロ

)

前
項
ノ
訴
ハ
高
等
行
政
裁
剣
所
ニ
提
起
ス
戸
訴
(
策
百
二
十
七
保
一
ニ
・
四
項
)
ト
同
様
ノ
主
張
二
基
ク
コ
ト
ヲ
要
ス

第
百
二
十
九
僚

第
宵
二
十
七
俊
一
項
ノ
訴
願
及
第
百
二
十
八
依
ノ
訴
ハ
庭
分
ヲ
怨
シ
担
ル
行
政
勝
品
之
ヲ
提
出
ス
へ
シ

訴
願
若
ハ
訴
ヲ
受
理
セ
ル
行
政
勝
ハ
之
7
裁
決
勝
渚
ハ
行
政
裁
削
判
所
二
交
付
ス
ヘ
シ

訴
願
入
者
ハ
原
告
-
一
ハ
此
旨
遁
知
ス
へ
シ

枇
官
察
出
陣
分
並
一
二
訴
願
ノ
裁
決
一
二
封
ス
ル
訴
願
・
行
政
訴
訟
ノ
提
起
ノ
期
間
三
一
週
間
ト
ス

覆
審
的
争
訟
ノ
一
ヲ
提
起
ス
ル
ト
キ
ハ
他
ヲ
阻
却
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

覆
容
的
争
訟
ヲ
提
起
λ

ル
文
書
-
こ
訴
欣
ノ
旨
記
載
ナ
キ
ト
キ
或
ハ
之
ニ
行
政
訴

訟
ニ
ヨ
ル
裁
剣
ノ
申
立
カ
明
記
サ
レ
サ
ル
ト
キ
ハ
訴
願
ノ
提
起
ア
リ
タ

Y
モ
ノ
ト
ス

訴
願
ト
行
政
訴
訟
ト
ヲ
同
時
二
提
起
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
訴
願
ノ

号
、
建
行
セ
シ
ム

以
上
ノ
規
定
二
違
背
シ
テ
提
起
サ
レ
タ
戸
覆
審
的
争
訟
ハ
第
一
環
所
定
ノ
行
政
府
蹴
/
底
分
ヲ
以
テ
之
ヲ
却
下
ス
ヘ
シ

却
下
底
分

普
噛
甘
西
肱
官
察
法
制
の
概
要

ハ
問
上
〕

三一一一五
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第
三
時
加

一一一一六

一
一
封
シ
テ
ハ
二
週
間
以
内
三
行
政
裁
剣
所
ニ
抗
告
ス

Y
コ
ト
ヲ
得

訴
願
若
山
訴
=
シ
テ
第
一
項
ノ
規
定
二
反
シ
テ
法
定
期
間
内
-
一
裁
決
勝
若
ハ
行
政
裁
剣
所
ニ
提
起
サ
レ
M
T
Y
ト
キ
ハ
期
間
ハ
遵
守
サ
レ
タ
戸
モ
ノ
ト

ス

此
/
場
合
ニ
ハ
常
該
裁
決
勝
若
ハ
行
政
裁
剣
所
ハ
訴
願
者
ρ

訴
ヲ
底
分
勝
ニ
交
付
シ
テ
正
川
崎
ノ
手
綾
ヲ
履
マ
シ
ム
へ
シ

第
首
三
十
位
陣

賑
知
事
ノ
枇
官
察
蕗
分
-
二
羽
シ
テ
ハ

A

一
週
間
以
内
ニ
…
州
知
事
一
二
部
願
ヲ
、
叉
州
知
事
ノ
之
ニ
閥
ス

Y
裁
決
-
一
割
シ
テ
ハ
同
一
期
間
内
ニ
第

官
二
十
七
保
三
・
四
項
ノ
定
ム
ル
所
-
二
従
ヒ
高
等
行
政
裁
剣
所
二
訴
ヲ
提
起
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

シ
グ
マ
リ
ン
ゲ
シ
際
知
事
ノ
嘗
祭
出
陣
分
二
割
シ
テ
ハ
二
週
間
以
内
ニ
直
接
‘
高
等
行
政
裁
判
所
一
二
跡
ヲ
提
起
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

帝
図
区
民
ニ
非
サ
ル
者
山
図
外
追
放
一
二
首
、
ν
テ
訴
ヲ
提
起
ス
ル
コ
ト
ヲ
符
ス

本
法
の
遁
用
は
第
百
二
十
七
僚
第
百
一
二
十
僚
所
定
の
警
察
醸
の
底
分
に
限
る
。
第
二
級
警
察
臆
は
一
般
的
警
察
事
務
を
行
は
歩
、
監
督

樺
の
行
使
の
外
は
法
律
上
特
に
委
任
さ
れ
た
る
事
項
及
び
公
共
の
震
緊
念
の
必
要
あ
る
場
合
に
限
り
替
察
底
分
を
行
ふ
。
第
三
級
警
察
臨

は
原
則
と
し
て
其
の
管
轄
匝
域
に
於
け
る
共
同
生
活
・
土
地
の
欣
況
に
依
る
地
方
的
共
同
利
保
に
闘
興
す
る
。
賑
知
事
の
底
分
に
封
し
て

註つ

は
第
百
三
十
僚
に
依
り

krE白
E
g∞W
H
p
m
o

の
み
認
め
ら
れ

4
P
F
F
H
p
mち
は
許
さ
れ
た
い
。

訴
願
若
は
行
政
訴
訟
提
起
の
要
件
弐
の
如
し
。
同
行
政
鹿
が
自
己
の
名
に
於
い
て
警
察
底
分
を
得
し
た
る
こ
と
。
即
ち
本
法
は
訴
願
・

行
政
訴
訟
に
就
き
概
括
主
義
を
採
用
し
た
。
無
数
な
底
分
も
確
定
・
執
行
に
依
り
私
人
の
樺
利
を
侵
害
す
る
一
民
あ
る
と
脅
は
訴
願
・
訴
を

提
起
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
又
一
叫
ん
目
察
底
分
に
貧
質
的
確
定
力
た
き
結
果
同
一
ぃ
随
分
に
封
し
で
も
反
覆
提
起
す
る
を
得
ぺ
く
、
奮
底
分
と
阿

(
註
二
)
)

一
内
容
・
文
言
た
り
と
も
単
な
る
援
用
に
非
ざ
る
限
り
亦
同
様
で
あ
る
。
山
警
察
底
分
に
依
り
提
起
者
の
樺
利
(
自
由
植
を
合
む
〉
の
侵

害
さ
れ
た
る
こ
と
。
是
は
訴
願
に
就
い
て
は
明
文
の
規
定
を
依
く
が
、
康
く
行
政
底
分
の
取
泊
を
求
む
る
者
が
其
の
鹿
分
に
依
り
樺
利
の

段
損
を
蒙
り
た
る
こ
と
を
要
す
る
は
一
般
原
別
で
あ
る

(。4
0・
E
4
u
c♂
F
u
h阿

-
2
g
c
)
。
故
に
樺
利
段
拐
の
枇
態
が
慮
八
刀
を
賞
し
た



る
後
に
至
っ
て
喪
失
し
た
場
合
に
は
、
最
早
遁
法
た
る
訴
願
・
行
政
訴
訟
の
提
起
を
得
た
い
。
叉
警
察
底
分
の
撤
同
あ
る
と
き
は
本
案
に
闘

す
る
争
訟
は
直
に
終
結
す
る
。
葉
し
底
八
万
の
適
法
牲
に
就
き
判
決
を
請
求
す
る
法
律
上
の
利
益
た
き
故
で
あ
る
(
。
司
。
・
凶

F
2
お
ご
。
是

〔
註
三
)

に
反
し
て
下
命
に
依
り
玩
に
給
付
を
履
行
し
た
る
と
き
或
は
底
分
の
執
行
の
み
が
撤
回
さ
れ
た
る
と
き
は
提
起
の
要
件
が
存
す
る
。
川
刊
行

政
訴
訟
に
は
特
に
第
百
二
十
七
俊
三
項
に
依
り
違
法
性
の
主
張
を
要
す
る
。
即
ち
現
行
法
と
確
定
さ
れ
た
る
事
賓
と
の
矛
盾
又
は
前
提
せ

る
古
争
責
と
現
行
法
と
の
矛
盾
の
場
合
に
限
ら
れ
る
。
就
中
後
者
は
高
等
行
政
裁
判
所
の
無
故
慮
分
轄
換
(
問
。
ロ
4
0
2
目
。
る
の
理
論
の
根
操

(
註
四
}

を
興
ふ
る
も
の
で
あ
る
。
通
常
審
査
の
封
象
を

H
H
2
Z
B山田曲目∞何冊目酔と

m
g
rな
臣
官
田
宮
山
骨
(

N

J

晶、
2
w
B山
田
田
広
町
命
日
吉
凶
・
当
♀
当
∞
ロ
白
山
mHHgE)

と
に
分
け
る
が
、
所
謂
必
要
性
即
ち

2
0
ロコ
krF出
・
の
授
樺
を
超
え
て
底
分
樺
の
護
動
が
惑
意
に
出
で
ざ
る
か
の
宗
俊
一
は
裁
判
所
の

権
限
に
属
す
る

3
4
C
-
u
F
2
2
3
0
誌
に
底
分
の
不
必
要
な
る
場
合
と
は
危
険
の
不
存
在
の
と
き
、
営
該
手
段
を
以
て
は
危
険
の
防

、.、.

止
不
能
た
る
と
き
、
及
び
他
の
義
務
者
に
封
し
て
よ
り
軽
微
た
る
負
捨
を
伴
ふ
子
段
が
危
険
防
止
に
役
立
つ
と
き
で
あ
る
。
ス
底
分
が
ム
日

(
註
五
)

目
的
な
ら
ざ
る
場
合
、
と
は
、
危
険
を
少
く
す
る
こ
と
を
得
る
も
充
分
に
防
止
の
出
来
た
い
場
合
で
あ
る
。
山
訴
聞
及
び
訴
訟
提
起
の
期
間

へ
註
六
}

並
に
経
由
手
績
は
第
宵
二
十
九
僚
に
随
ふ
。
訴
願
と
行
政
訴
訟
と
を
選
揮
せ
し
む
る
結
果
、
共
の
提
起
は
庖
分
鹿
を
経
由
す
る
こ
と
を
要

し
、
又
第
三
項
の
場
合
を
生
や
る
。
時
を
異
に
し
て
訴
願
及
び
行
政
訴
訟
を
提
起
し
た
と
き
は
最
初
に
提
起
せ
る
子
段
が
進
行
す
る
が
、

〔
註
七
)

若
し
後
の
手
績
が
進
行
し
て
先
に
裁
決
若
は
判
決
の
確
定
に
至
る
と
き
は
、
前
の
手
績
が
其
の
憧
却
下
さ
れ
る

2
4
C
-
M
2
3
0

(
詰
一
)
州
知
事
及
び
大
医
の
泊
首
位
然
虎
分
に
封
し
て
は
、
本
法
第
百
三
十
一
日
僚
に
依
り
一
八
四
二
年
五
月
十
一
日
の
法
律
に
某
づ
く
上
級
行
政
路
へ
の

訴
阪
、
及
び
財
産
模
侵
害
の
場
合
に
は
通
常
訴
訟
が
認
め
ら
れ
る
。

(
註
ニ
)

枇
官
昨
対
露
分
な
る
こ
と
が
底
分
の
内
山
什
に
明
示
さ
れ
た
る
と
き
及
び
純
然
た
る
嘗
察
官
公
交
の
出
品
目
へ
た
る
底
分
の
外
、

一
般
に
疑
は
し
き
場
合

艶
聞
品
世
間
善
後
法
制
の
紙
製

n 
Hi 
上、J

七



東
京
商
科
大
事
掛
究
年
報

法
拳
研
究

第
二
時
制

A 

に
は
瞥
築
廃
分
た
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る

(
C
4
C・同』凶
M
円

h
p

】∞
wHLU日
凶

B
3
0

(
註
一
一
一
)

底
分
の
撤
回
が
之
を
愛
し
た
る
営
初
の
蓬
法
性
の
認
識
に
基
づ
か
ざ
る
相
場
合
に
、
逢
法
確
認
の
訴
訟
の
遜
行
を
得
る
や
は
綴
る
問
題
で
あ

何
裁
決
若
は
判
決
ナ
る
に
蛍
つ
て
は
、
底
分
の
適
法
性
の
森
査
は
之
を
愛
し
た
時
に
就
き
怨
ナ
を

以
て
足
り
、
事
後
に
愛
生
し
た
る
蓮
法
理
由
は
原
告
に
向
車
霞
責
任
あ
り
と
解
す
べ
き
で
あ
る

(
H
E
r
m
-
M凶
印
)
。
倫
第
百
一
一
十
七
係
三
項
一
一
貌
の

規
定
が
符
政
訴
訟
に
関
し
て
句
C
M
Z
L
Z
E
a。
を
排
斥
ナ
る
趣
旨
な
る
こ
と
詩
ふ
迄
も
な
い
。

(
註
四
)
第
官
二
十
七
俊
一
一
一
項
ニ
銃
が
無
放
韓
換
の
根
竣
た
る
に
反
謝
ナ
る
は
巧

-
r
g
E
F
4
2
4
F
H
U
2
M
m
-
凶
2
・
け
れ
ど
も
底
分
が
如
何

な
る
前
提
に
基
づ
く
か
が
、
髭
分
出
陣
の
裁
量
様
の
範
閣
と
し
て
職
権
審
理
の
及
ば
ざ
る
所
と
ナ
る
は
不
合
で
あ
る

る
つ
な
・
出

Z
戸
各

z
g
y
p・
p・。・

m-MH30

(出】
q
m
v

戸。

E
言。
y
p
p・
c・庁山

凶凶臼)。

(
註
五
)

ア
リ
ー
ド
リ
ヒ
ス
に
依
れ
ば

C
円

B
E
r
g注
目

wm
宏
旬
開
戸
田

B
Z窓
口
白
@
自
国
H
1

目。田

s
u
m
a。
常
国
③
回
。

E
ロ
窓
口
(
適
法
性
の
問
題
)
と

同
町
百
向
。
H
H
M
m
g
m
A
F
4町
田
保
管
(
必
要
性
の
問
題
)
と
は
区
別
ナ
ベ
〈
、
前
者
に
は
動
機
は
問
題
と
な
ら
ず
、
後
者
は
狗
立
底
分
に
就
い
て
特
に
論
ぜ

ら
る
(
】

V
M
Z広
島
3

F

P

C
・
m・
8
3
0

訴
阪
と
行
政
訴
訟
と
の
此
の
差
異
よ
り
し
て
、
次
の
結
果
が
生
れ
る
。
訴
阪
の
裁
決
で
は
底
分
の
取
消
・
制
限
は
白
肉
で
あ
っ
て
、
唯
提
起
者
の
不

利
に
底
分
を
擁
大
ナ
る
こ
と
の
み
禁
ぜ
ら
れ
る
。
訴
訟
で
は
同
よ
り
職
纏
主
義
が
認
め
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
制
刊
決
で
は
唯
出
品
分
の
取
消
若
は
訴
の
却

下
の
二
会
あ
る
の
み
。

(
註
六
)

裁
決
に
封
ず
る
訴
阪
は
底
分
隊
に
非
ず
し
て
裁
決
せ
る
行
政
臆
に
提
出
ナ
る
。
蓋
し
裁
決
も
亦
第
宵
廿
九
僚
に
所
謂
品
品
分
な
る
が
放
で
あ
る

倫
第
育
三
十
僚
の
訴
願
・
訴
訟
の
提
起
及
び
高
等
行
政
裁
剣
所
に
封
ナ
る

L
5
2
V
E
E
r】

M
W

加。

の
場
合
に
は
夫
今
裁
決
臨
安
は
裁
列
所
に
提
出
す
る
。

(
本
法
第
五
十
俊
一
項
)
。

(
本
法
第
六
十
一
一
一
俊
)

(
註
七
)

法
定
期
間
内
で
は
一
旦
提
起
せ
る
訴
阪
を
行
政
訴
訟
に
愛
更
ナ
る
こ
と
が
出
来
る
。
叉
第
三
項
の
規
定
は
呉
れ
る
者
が
同
一
底
分
に
封
し
て

兵
る
救
済
手
段
を
選
探
せ
る
場
令
に
は
適
用
が
な
い

(
C
4
p
u
n
u日
一
口

B
U時々
。

叉
訴
に
訴
願
を
漆
備
的
に
併
合
し
て
提
起
ナ
る
こ
と
は
出
来
な



新
法
典
は
以
上
の
諸
規
定
を
第
七
十
九
僚
を
以
て
廃
止
し
、
第
四
十
五
僚
乃
至
第
五
十
同
僚
を
以
て
是
に
代
へ
た
。
共
の
改
正
の
主
た

い
〔
。
〈

G
-
N同
氏
。
ユ
同
ロ
出
E
d
H
C
M
M
M
宮
y

p

・
p
・
0
・市山・回目山
J
1
)
。

る
結
は
、
訴
願
に
上
級
容
を
認
め
十
裁
決
に
不
服
た
る
者
は
常
に
行
政
訴
訟
を
提
起
す
べ
き
も
の
と
し
た
る
こ
と
、
及
び
訴
願
に
代
へ
之

(註
J

を
経
由
せ
十
直
に
提
出
す
る
こ
と
を
得
た
行
政
訴
訟
(
所
謂
当
ち

F
F向
。
〉
の
底
止
で
あ
る
。

(

註

)

r、
'-' 

新
法
典
第
五
十
三
僚
が
覆
務
的
争
訟
の
提
起
に
底
分
の
停
止
的
放
呆
を
規
定
し
た
の
は
、
曲
目
白

F
J刊
の
・
に
由
来
ナ
る
の
で
あ
る
。

警
察
命
令

過
去
八
十
年
間
普
魯
西
警
察
法
の
植
軸
た
り
し
も
の
は
、
警
察
の
目
的
に
闘
す
る

m
S
口
口
k
r
F出
・
の
他
、

警
察
権
の
規
律
の
封
象
た
る
生
活
領
域
を
限
定
す
る
奮
警
察
行
政
法
第
六
僚
、
及
び
人
民
の
自
由
財
産
を
侵
害
す
る
に
就
い
て
替
察
権
の

第
六
依

一
般
的
限
界
を
定
め
る
同
法
第
十
五
僚
で
あ
る
。

第
三
級
枇
官
察
規
則
ノ
規
定
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
へ
キ
モ
ノ
左
ノ
如
シ

(

イ

)

人
身
及
財
産
ノ
保
護

(

口

)

公
共
ノ
街
路
者
ハ
場
所
、
橋
梁
沿
岸
及
水
路
エ
於
ケ
ル
交
通
ノ
秩
序
・
安
寧
及
促
盆

(
h
h
)
 

市
場
取
引
及
食
料
品
ノ
公
ノ
販
頁

(

=

)

 

多
衆
ノ
公
ノ
人
材
ば
合
一
一
一
於
ケ
ル
秩
序
ト
規
律

(

ホ

)

公
衆
ノ
出
入
及
宿
泊
二
閥
ス
ル
八
位
盆
、
葡
萄
酒
・
姿
沼
・
瑚
緋
勝
口
業
ソ
ノ
他
ノ
飲
食
応

(

へ

)

生
活
及
健
康
ノ
保
護

(

ト

)

建
築
工
事
一
二
於
ケ
ル
火
災
ノ
危
険
並
ニ
公
共
/
山
損
害
及
危
害
ヲ
伶
ブ
行
怨
・
企
業
及
事
件
品
目
ザ
ニ
封
ス
ル
保
護

(

チ

)

閏
畑
・
草
原
・
牧
野
・
森
林
・
杭
樹
・
葡
萄
閑
壮
一
サ
ノ
保
護

並
H

魯
丙
枇
官
談
法
制
の
概
要

fヘ
Hl 
上
v 

士
一
三
九



東
京
市
川
科
大
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学
研
究
年
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法
皐
研
究

第

貌

内

O 

(

リ

)

其
他
総
ヘ
テ
町
村
及
共
住
民
ノ
特
殊
利
盆
ェ
闘
シ
テ
枇
胃
袋
上
規
律
サ
ル
山
戸
コ
ト
ヲ
要
λ

ル
モ
ノ

法
律
者
ハ
ヒ
汲
行
政
・
阪
ノ
命
令
ト
矛
盾
ス
ル
規
定
ハ
之
ヲ
瞥
察
規
則
(
本
法
第
五
依
第
十
一
候
)
ノ
中
ニ
設
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

第
十
五
僚

警
察
命
令
が
調
立
牲
を
有
し
、
円
正
に
封
す
る
自
由
樺
の
主
張
は
唯
法
律
の
先
占
匝
域
に
於
い
て
の
み
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
殊
に
右
の

第
十
五
僚
が
一
不
す
所
で
あ
る
。
警
察
樺
が
人
民
に
新
た
る
義
務
を
課
す
る
こ
と
を
得
守
、
叉
既
存
の
義
務
を
境
更
す
る
を
得
た
い
と
す
る

判
例
は
、
そ
の
反
覆
主
張
さ
れ
る
に
も
拘
は
ら
や
格
別
の
論
擦
た
く
、
且
つ
そ
の
事
案
は
何
れ
も

(
註
一
ゾ

掲
第
六
僚
の
一
不
す
規
定
領
域
に
特
鯛
す
る
場
合
に
他
た
ら
な
い
。
向
第
十
五
僚
は
明
文
の
規
定
の
建
更
の
み
た
ら
歩
先
占
区
域
の
柿
充
を

(
註
↓
一
)

も
禁
止
す
る
も
の
で
あ
る
。

krF同
.

の
一
不
す
向
性
察
目
的
、
君
は
前

第
六
僚
は
本
来
第
三
級
警
察
醸
の
権
限
を
定
む
る
に
過
ぎ
た
い
が
、
第
一
・
二
級
警
察
躍
に
闘
す
る
同
法
第
十
二
僚
と
相
並
ん
で
、
庚

く
警
察
樺
の
封
象
た
る
領
域
を
規
定
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
従
来
は
磐
察
命
令
擢
は
悉
く
君
主
の
名
に
於
い
て
行
は
れ

(
司
ロ
ロ
k
p
F
H
H
・
)
、
そ
の
行
使
は
常
に
認
可
を
必
要
と
し
た
。
警
警
察
行
政
法
は
第
ヤ
同
僚
を
以
て
地
方
行
政
障
の
法
律
に
依
ら
ざ
る
禁

へ
註
三
)

止
・
罰
則
制
定
櫨
を
底
す
る
と
共
に
、
警
察
に
関
し
て
は
是
に
調
立
命
令
権
を
賦
興
し
た
の
で
あ
る
。
第
六
僚
の
列
挙
せ
る
中
特
に
(
リ
)

披
の
内
容
が
問
題
と
な
る
。
或
は
叩
邑

]
[
H
H吋

k
p
F
H
N
・
の
範
閏
内
に
て
本
僚
の
列
記
に
沌
れ
た
も
の
と
解
し
、
或
は
(
イ
)
披
乃
至

註
問
)

(
チ
)
競
の
事
項
と
閥
聯
・
類
似
あ
る
も
の
と
し
、
或
は
既
に
保
有
せ
る
列
記
以
外
の
事
項
の
立
言
的
規
定
た
り
と
す
る
。
併
し
乍
ら

同
競
は
貫
に
警
察
権
の
封
象
が
本
来
無
制
約
た
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
、
そ
の
制
限
は
前
掲
の
響
察
目
的
・
第
十
五
傑
及
び
木
挽
の
「
町

「
註
五
)

村
及
共
住
民
ノ
特
殊
利
谷
」
あ
る
に
温
ぎ
た
い
。
然
ら
ば
本
傑
自
身
殆
ん
ど
例
一
不
的
規
定
に
近
い
や
う
に
た
る
が
、
共
の
列
記
事
項
の
中

に
は
饗
察
目
的
の
消
極
性
を
超
ゆ
る
も
の
あ
る
は
明
か
で
あ
る
。
向
本
競
に
関
聯
し
て
警
察
と
私
法
と
の
閥
係
を
見
る
に
、
第
一
に
民
法



そ
の
他
私
法
規
定
の
先
占
匝
域
に
非
ぎ
る
相
隣
権
・
賃
借
霊
一
寸
に
闘
し
て
、
警
察
命
令
が
私
法
法
規
を
定
立
す
る
こ
と
が
一
向
日
。
第
二
に

(
註
じ
)

古
事
者
は
警
察
権
の
瑳
動
に
際
し
て
私
一
穫
を
以
て
封
抗
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。

H
一
ん
は
憲
法
問
題
と
し
て
別
の
機
舎
に
論
じ
た
。
第
三
に

警
察
権
を
以
て
私
穫
を
保
護
す
べ
き
か
。
是
は
明
示
の
規
定
あ
る
場
合
の
外
は
、
唯
私
楼
が
公
共
の
安
寧
秩
序
に
不
可
分
の
閥
係
あ
る
と

寺
」
或
は
財
産
樺
の
危
害
が
刑
事
犯
に
依
る
場
合
、
若
は
念
迫
に
し
て
自
救
樺
の
是
認
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。

新
法
典
は
警
察
命
令
の
貰
質
的
有
殻
要
件
に
闘
し
て
は
、
第
十
同
僚
の
外
第
三
十
僚
に
於
い
て
、
警
察
命
令
が
上
杭
の
法
規
の
限
界
を

遵
守
す
べ
く
、

殊
に
法
律
の
先
占
匝
域
に
於
い
て
は
調
立
命
令
の
能
地
た
き
旨
を
明
か
に
し
た
。
是
に
反
し
て
前
掲
第
六
僚
に
代
る
べ
き

規
定
は
設
け
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

(
註
一
)

例
へ
ば
手
数
料
の
徴
牧
・
前
庭
の
設
置
は
響
曲
衆
目
的
の
範
圏
外
で
あ
り
、
又
私
遣
の
管
理
・
軌
遺
敷
設
の
受
忍
義
務
は
第
六
僚
の
規
定
領
域

よ
り
批
刷
刊
さ
る
べ
き
列
決
で
あ
一
る
(
吋
民
P
Hユ。
F
3
F
包
。
・
∞
-
M
U寸

3
0
前
掲
コ
一
ケ
の
法
僚
は
共
に
湖
立
命
令
を
認
む
る
に
非
ざ
れ
ば
無
意
味
で

あ
っ
て
、
隠
っ
て
叉
是
等
の
規
定
が
溺
立
命
令
の
授
維
を
含
む
と
解
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
民
だ
に
到
し
て
庚
く
行
政
出
品
分
の
議
束
性
を
哨
ふ
る
活

設
(
話
回
・
旬
。

H

ロロ。
F

m宮
古
旨
-m-
∞印
C

)

に
就
き
、
拙
街
、
前
掲
一

O
八
頁
以
下
。

(
註
二
)

例
へ
ば
遺
路
掃
除
を
法
律
に
て
規
定
せ
る
と
き
履
行
の
日
時
・
方
法
を
整
然
命
令
に
て
規
定
す
る
は
適
法
で
あ
る
が
、
法
律
が
間
半
に
柵
の
設

備
を
要
求
せ
る
場
合
に
、
命
令
を
以
て
特
に
共
の
銭
製
な
る
べ
き
旨
を
規
定
す
る
は
権
限
の
除
越
と
刷
附
さ
れ
る
(
吋
江
主
ユ
。
r
g
F
P
C
-
∞
-
ぼ
凶
〕
。

倫
第
十
五
僚
が
行
政
命
令
と
の
紙
燭
に
及
ば
な
い
こ
と
は
、
一
般
に
馨
底
部
命
令
が
訓
令
よ
り
も
透
か
に
殿
堂
な
手
擦
を
要
し
、
叉
同
法
第
十
六
僚
に

内
相
の
取
治
権
を
制
限
し
た
こ
と
よ
り
見
る
も
明
か
で
あ
る
(
同

z
a
-
w
m
-
M
S
)。

(
註
三
)

ω
門
身
僅
及
び
財
産
に
共
に
危
険
あ
る
は
爆
後
物
の
使
用
・

電
気
汽
鍍
等
の
使
用
の
取
締
等
、
山
門
特
に
人
身
に
危
険
な
る
は
武
器
の
使
用
・
工
場
の
設
備
そ
の
他
衛
生
枇
官
官
訴
が
之
に
属
す
べ
く
、
付
動
産
の
保
護

第
六
伎
の
列
皐
せ
る
う
ち
(
イ
)
械
は
箸
法
制
の
職
分
の
大
部
分
を
包
含
す
る
。

北
日
晶
廿
西
警
察
法
制
の
概
要

" 同

上
」ノ

四
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と
し
て
は
俸
染
性
歌
疫
そ
の
他
者
産
の
保
護
等
、
共
の
他
糾
不
動
産
限
界
の
標
識
・
風
車
の
建
設
地
黙
・
水
利
等
の
取
締
が
あ
る
。
(
ロ
)
銃
は
公

物
た
る
遭
路
を
規
定
ナ
る
。
是
に
関
し
て
糾
建
築
瞥
察
に
於
い
て
は
瞥
察
義
務
者
に
針
ナ
る
底
分
に
依
り
、
山
門
交
遁
畿
同
祭
に
於
い
て
は
、
妨
害
者
に

劃
し
て
も
、
且
つ
叉
命
令
の
形
式
に
於
い
て
も
後
動
ナ
る
。
此
の
柄
本
刊
は

N
ロ
え
山
口
山
花

Z
H
g
c・
山
吉
の
救
済
方
法
に
依
り
保
護
さ
れ
た
が
、
的
保

市
交
枇
官
察
は

F
」刊の・

の
救
済
方
法
認
め
ら
れ
、
且
つ
義
移
者
に
針
ナ
る
後
勤
な
き
も
私
選
に
関
し
て
も
認
め
ら
れ
る
。
山
間
近
路
に
突
出
せ
る
階
段
を

除
去
せ
し
め
る
要
求
は
、
市
町
村
に
封
ナ
る
と
き
は
退
路
管
問
者
に
針
ナ
る
も
の
で
、
家
屋
占
有
者
に
封
ナ
る
と
き
は
妨
害
者
に
封
ナ
る
交
遜
警
察

の
愛
動
に
該
門
的
ナ
る
。
退
路
の
建
設
・
清
掠
・
採
光
・
標
識
も
亦
交
通
と
管
理
と
の
雨
前
よ
り
考
へ
ら
れ
る
。
(
一
一
)
貌
は
集
令
・
結
祉
を
含
む
。

(
ト
)
披
に
就
き
糾
火
災
嘗
察
は
火
災
の
部
地
防
・
消
防
の
総
の
援
助
強
制
、
火
災
保
険
の
統
制
等
に
闘
し
、
助
建
築
枇
官
察
は
建
築
の
許
可
・
建
築
物

(
註
四
)

利
用
維
持
の
僚
件
・
工
事
の
監
督
等
を
含
む

(
H
E
r
m
-
g
R
)。

第
一
設
は
む
4
C
-
M
A
M民
間
一
回
∞
号
、
含
∞

$HUMSFMR-
第
二
設
は
出
回

2
B
S
F
吋
H1Mg可。。
E

F
句
CH同M8r
切

-
g
-

第
一
一
一
設
は

][rE-w
切
-

む。
(
設
五
)

HHOm宮
、
句
C戸山
N
a
g】可申一己
M
g岡山刷
m
z
o
rグ
閉
山
・
出
H
-
H凶
凶

w
E
H山
町
民
。
白
河
同
ロ
v
g
p
-
p
p
m
H∞
口
同
即
ち
仰
第
十
五
伎
に
よ
り
、
刑
法
刑
訴
訟

仙
寺
の
規
定
ナ
る
事
項
・
限
海
軍
刑
罰
・
出
版
印
行
昨
日
干
は
濁
立
命
令
の
範
圏
外
で
あ
る
。

仰
財
政
は
畿
日
終
日
的
よ
り
し
て
除
外
せ
ら
れ
、
宗
教
・
審

術
・
文
化
・
教
育
に
は
主
と
し
て
妨
害
排
除
の
伐
の
保
護
或
は
夫
白
身
の
作
ふ
危
険
に
悶
り
演
劇
の
許
可
・
脚
本
の
検
閲
等
が
行
は
れ
る
。
風
俗
瞥

察
は
第
六
僚
の
列
記
に
洩
れ
て
目
的
る
が
、
批
官
察
目
的
よ
り
し
て

(
η

ノ
〕
競
に
包
含
さ
れ
る
。
比
百
業
酷
官
山
祭
に
開
削
し
て
も
、
修
業
の
許
可
が
原
則
と
し
て

議
東
さ
れ
た
裁
量
に
属
す
こ
と
は
枇
官
官
然
目
的
よ
り
見
て
常
然
で
あ
り
、
叉
少
年
婦
女
子
の
待
働
者
の
保
護
等
は
是
に
勝
ナ
る
。
助
一
般
統
治
糖
の
後

動
に
基
づ
く
行
路
の
権
限
・
組
織
・
図
籍
・
移
住
・
貸
悠
制
度
仙
寺
が
警
察
棋
に
屡
せ
ざ
る
は
、
そ
れ
が
一
町
村
及
び
共
の
住
民
の
特
殊
利
盆
に
闘
せ

ぎ
る
か
ら
で
あ
る
。

(
註
六
)

吋
民
主
】
ワ
H
O
F
a
u
m
V
・
P
・
c・
m
-
H
U
B
-
け
れ
ど
も
是
は
瞥
察
の
消
品
倒
的
目
的
よ
り
す
れ
ば
詑
明
が
出
来
な
い
こ
と
で
あ
る
。

(
註
七
)

拙
稿
、
前
掲
一
一
八
頁
以
下
。
敢
に
例
へ
ば
家
宅
縫
・
逮
捕
等
の
如
く
法
律
に
依
り
特
に
保
障
さ
れ
る
判
明
会
を
除
き
、
契
約
の
履
行
・
所
有



擦
の
制
限
さ
れ
る
場
令
が
少
く
な
い
。
不
潔
物
の
放
流
は
地
役
権
あ
る
場
合
に
も
取
締
る
こ
と
を
符
べ
く
、
八
公
始
は
一
定
地
域
外
に
て
は
居
住
ナ
る

こ
と
を
得
ず
、
是
に
閲
し
て
公
始
は
共
の
地
域
外
に
あ
る
ん
氷
民
所
有
機
を
以
て
封
抗
ナ
る
を
得
な
い
。

新
法
典
第
二
十
四
僚
は
従
来
の
判
例
・
皐
詑
に
従
っ
て
碍
一
日
察
命
令
を
定
義
し
た
。
新
法
典
に
は
封
臨
す
る
規
定
を
依
く
が
、
書
替
察
行

政
法
第
十
七
僚
に
日
く
、

警
察
裁
州
官

q
c民
間
忠
弘

crgけ
)

ハ
警
察
規
則
(
第
五
依
・
第
十
一
保
)
ニ
封
ス

Y
総
へ
テ
ノ
蓮
反
行
怨
一
一
付
制
門
決
セ
サ

Y
へ
カ
ラ
ス

此
ノ
場

合
ニ
ハ
該
規
定
ノ
法
律
上
ノ
殺
力
ノ
ミ
本
法
第
五
位
陣
第
十
一
候
第
十
五
候
ノ
所
定
一
一
従
ヒ
テ
絞
量
ス

Y
コ
ト
ヲ
得

Y
モ
、
ツ
ノ
必
要
性
者
ハ
ム
口
目
的

(
註
こ

性
ハ
之
ヲ
較
量
一
一
入

y
y
コ
ト
ヲ
得
ス

随
っ
て
前
提
た
る
事
賓
の
現
存
せ
り
や
否
は
審
空
出
来
た
い
け
れ
ど
も
、
行
政
臨
は
常
に
上
越
せ
る
貰
質
的
要
件
を
ば
響
察
命
令
の
形
式

的
有
拭
要
件
と
北
ハ
に
審
在
す
る
こ
と
が
出
来
る
ο

弐
に
此
の
形
式
的
要
件
に
闘
す
る
規
定
を
一
瞥
し
よ
う
。

)
 

a
 
権
限
あ
る
行
政
臆
の
護
し
た
こ
と
。
主
た
る
規
定
は

第
五
依
(
旬
。
・
)

第
三
級
瞥
祭
事
務
ヲ
携
常
ス
ル
行
政
路
ハ
町
村
参
事
合
(
の
。
向
。
町
民
E
d
z
g出
向
。
ノ
審
議
ヲ
怒
テ
常
該
町
村
ニ
放
カ
ア
ル
第
三
級

警
察
規
則
ヲ
後
シ
、
之
一
二
従
ハ
サ
ル
者
一
一
一
一
一

9

1
レ
ル
以
下
ノ
金
銭
罰
ヲ
科
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

罰
則
ハ
豚
知
事
/
認
可
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
十
タ

1
レ
ル
迄
之
ヲ
科
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
百
三
十
六
僚

(
F
4
G
-
以
下
同
ジ
)

ノ
登
布
ア
ル
ヘ
キ
コ
ト
ヲ
明
示
ス
ル
ト
キ
ハ
、
大
臣
ハ
其
所
管
事
項
-
一
付
キ
テ
会
図
若
ρ

兵
一
部
ニ
鎖
シ
テ
之
ヲ
設
シ
且
ツ
之
一
二
従
ρ

サ
ル
者
-
一
一

懸
知
事
ハ
第
三
級
瞥
察
規
則
ノ
公
布
方
法
及
其
ノ
有
数
要
件
タ
ル
形
式
ニ
闘
シ
テ
必
要
ナ
ル
規
定
ヲ
愛
ス
へ
シ

法
律
カ
中
央
官
廊
一
一
依
リ
特
別
/
齢
官
官
然
規
則

(
r
J
1
。
5
己
HH戸
国
-
窓
口
w
k
r
g
Z
H
H
d
H戸加。

P
同
@
m
H
O
目。ロ酔
m
o
g
-
)

主

O
馬
克
以
下
ノ
金
銭
罰
ヲ
科
ス
ル
コ
ト
ヲ
相
官

(
第
二
項
ハ
陵
止
・
愛
夏
サ
レ
タ
ル
ヲ
以
テ
之
ヲ
略
ス
)

品
H

品
世
間
警
控
訴
法
制
の
概
要

ハ
回
上
)

四
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管
凶
刑
法
典
第
三
百
七
十
六
位
四
五
披
ノ
珠
定
ス
ル
命
令
ハ
主
務
大
臣
亦
之
ヲ
愛
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
百
一
一
一
十
七
僚
州
知
事
ハ
一
八
五
の
年
三
月
寸
一

H
警
察
行
政
法
第
六
ル
隊
第
十
二
僚
第
十
五
僚
(
以
下
省
略
)
二
国
リ
テ
、
同
一
ノ
際
ニ
廃
セ
サ
ル

市
郡
若
で
一
以
上
ノ
隠
者
ハ
州
全
陸
一
二
叙
力
ア
ル
警
察
規
則
ヲ
登
ン
、
之
ニ
従
ハ
サ
ル
者
-
一
一
五

O
馬
克
以
下
ノ
全
銭
罰
ヲ
科
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

阪
知
事
士
一
以
上
ノ
市
郡
者
ハ
肺
師
会
樫
ユ
付
右
ト
同
様
ノ
様
限
ヲ
有
ス

第
百
三
十
八
依

警
察
規
則
ヲ
愛
布
ス
ル
際
政
府
ノ
権
限
ハ
之
ヲ
駿
止
ス

(
第
一
項
第
二
項
ハ
既
一
斗
礎
一
史
サ
レ
タ
ル
ヲ
以
テ
之
ヲ
略
ス
)

普
魯
西
州
及
ポ
ン
メ
ル
ン
州
ニ
一
於
ケ
ル
港
湾
及
内
地
水
路
ノ
水
先
案
内
強
制
ノ
軽
減
-
一
閲
ス
ル
一
八
五
三
年
五
月
九
日
法
律
ノ
規
定
ノ
適
用
エ
閥
シ

テ
ハ
際
知
事
カ
懸
政
府
ニ
代
ル
モ
ノ
ト
ス

第
百
三
十
九
僚

第
百
二
一
十
七
僚
第
百
三
十
八
保
一
三
依
リ
州
知
事
ノ
愛
ス
ル
警
察
規
則
ハ
州
参
事
令
ハ
司

3
4
E回目
PHHvpd
ノ
同
意
ヲ
要
シ
、
叉
牒
知
事

ノ
愛
ス
ル
警
察
規
則
ニ
ハ
牒
参
事
合
(
同
⑦
N
凶
持
活
再
出
目
。

v
g
m
)
ノ
同
意
ヲ
要
ス

鹿
鳴
念
ノ
必
要
ア
ル
場
合
一
一
ハ
州
知
事
並
ニ
際
知
事
ハ
州
参
事
合
業

ハ
懸
参
事
合
ノ
同
意
ヲ
得
ル
ニ
先
ダ
チ
テ
警
察
規
則
ヲ
愛
ス
ル
コ
ト
ヲ
符

此
ノ
同
意
力
各
祭
規
則
/
公
布
ノ
日
ヨ
リ
三
月
以
内
ニ
奥
へ
ラ
レ
サ
ル

ト
キ
ハ
州
知
事
若
ハ
蘇
知
事
ハ
該
規
則
ヲ
駿
止
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

第
百
四
十
二
僚

郡
長
山
一
八
五

O
年
三
月
十
一
日
瞥
務
行
政
法
(
以
下
略
)
ノ
規
定
ニ
依
リ
郡
参
事
A
W
U
(
閃
富
山
m
g
d
m
g
r
d
明
記
)
ノ
同
意
ヲ
認
テ
、
二

以
上
ノ
第
一
一
一
級
警
察
隈
若
ハ
郡
金
徳
一
二
双
力
ア
ル
警
察
規
則
ヲ
愛
シ
且
之
一
二
従
ハ
サ
ル
者
一
一
一
正

O
馬
克
以
下
ノ
金
銭
笥
ヲ
科
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
百
四
十
三
依

第
一
一
一
級
警
察
規
則
ハ
ソ
ノ
保
安
答
申
然
ノ
範
園
一
一
層
セ
サ
ル
限
リ
町
古
志
向
件
。
)
一
一
ア
リ
テ
ハ
町
参
事
合
〔
の
。
問
。
宮
向
。

3
5
g
H
E
d
ノ

町
参
事
合
カ
同
意
ヲ
拒
ミ
タ
ル
場
合
一
一
ハ
行
政
路
ノ
申
立
一
一
ヨ
リ
蘇
参
事
合
ノ
議
決
ヲ
以
テ
之
二
代
フ
ル
コ
ト
ヲ
得

緊
念
ノ
必
要
ア
ル
場
令
一
一
ハ
第
三
級
筈
察
勝
ハ
町
参
事
令
ノ
同
意
ヲ
得
ル
ユ
先
ダ
チ
テ
箸
察
規
則
ヲ
後
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

同
意
ヲ
要
ス

此
ノ
同
意
カ
瞥
察
規
則
ノ

第
七
依
(

H

O

)

公
布
ノ
日
ヨ
リ
四
週
間
以
内
一
二
血
〈
ヘ
ラ
レ
サ
ル
ト
キ
ハ
行
政
廊
ハ
該
規
則
ヲ
取
消
ス
コ
ト
ヲ
要
ス

農
業
欝
察
ノ
事
項
ニ
附
ス
ル
命
令
-
一
ハ
町
村
令
(
の

@
H
g
F向。
S
Z
B
g
g
m
)
ノ
同
意
ア
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

其
審
議
ハ
第
一
一
一
級
品
官
底
知



事
務
ヲ
携
任
ス
ル
官
公
吏
之
カ
議
長
ト
十
リ
テ
行
ア
モ
ノ
ト
ス

即
ち
大
臣
は
他
の
警
察
躍
と
具
り
A
n
議
機
闘
の
協
力
(
諮
問
若
は
同
意
)
を
要
せ
ざ
る
代
り
に
、
警
察
命
令
を
殻
す
る
に
就
い
て
特
別
の

法
律
に
依
る
委
任
が
た
け
れ
ば
た
ら
ぬ
。
金
銭
罰
の
限
度
を
一
五

O
馬
克
と
す
る
こ
と
は
一
九
二
四
年
二
月
六
日
の
命
令
に
基
づ
く
。
向

(
註
ニ
)

右
の
諸
規
定
が
警
察
命
令
に
闘
す
る
手
績
の
規
定
で
あ
っ
て
、
授
擢
を
定
立
す
る
賞
質
的
規
定
に
非
ざ
る
こ
と
は
謂
ふ
迄
も
な
い
。
新
法

典
は
第
二
十
五
僚
乃
至
第
二
十
九
僚
及
び
第
三
十
三
僚
に
於
い
て
殆
ん
ど
奮
法
制
を
そ
の
依
踏
襲
し
た
。

刷
内
容
が
特
定
せ
る
こ
と
。
机
し
他
の
法
令
・
慮
分
・
合
一
不
等
に
因
る
補
充
は
同
よ
り
で
あ
る
が
、
僚
件
・
期
限
の
如
き
も
必
歩
し

も
不
適
法
で
は
ね
正
一
「
是
は
従
来
事
説
及
び
判
例
の
認
む
る
所
で
あ
っ
て
、
新
法
典
の
第
三
十
一
僚
は
明
文
を
以
て
規
定
し
た
。

(c) 

公
布
形
式
の
遁
法
た
る
こ
と
。
主
た
る
規
定
は

第
百
四
十
位
陣

(
F
4
c・)

第
百
三
十
六
線
第
百
三
十
七
僚
及
第
百
三
十
八
候
所
定
ノ
枇
官
察
規
則
ハ
警
察
命
令
ナ
ル
名
稀
ヲ
附
シ
、
旦
第
百
三
十
六
依
若

ハ
第
百
三
十
七
k
m
及
第
一
同
一
一
一
十
八
僚
‘
叉
第
百
三
十
七
位
陣
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
同
僚
ニ
掲
ク
ル
法
律
規
定
ヲ
モ
引
照
シ
テ
、
之
ヲ
施
行
ス
ル
鯨
ノ
官
報

(
K
F
B
宮

ZmggMJ)
ヲ
以
テ
公
布
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
百
四
十
四
位
陣
(
第
一
項
ハ
費
更
サ
レ
タ
ル
ヲ
以
テ
省
略
ス
)

更
ニ
牒
知
事
ハ
第
一
一
一
級
・
第
二
級
警
察
規
則
/
公
布
方
法
並
ニ
有
数
要
件
タ
ル
形
式
ニ
閥
シ
テ
規
定
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
ヲ
得

右
は
強
行
法
規
で
あ
っ
て
、
是
に
違
反
し
た
命
令
は
無
放
で
あ
り
、
是
は
裁
判
官
の
職
榛
調
査
一
事
項
で
あ
る
。
之
に
反
し
て
副
本
を
直
接

上
級
臆
に
提
出
す
べ
し
と
す
る
規
定

a
B
9
H
G
同
信
)
は
訓
示
的
で
あ
る

3

新
法
典
は
第
三
十
二
僚
第
三
十
五
僚
で
是
を
規
定
し
た
。

(

註

一

)

本
僚
に
所
謂
「
瞥
家
裁
刷
判
官
」
と
は
特
務
法
令
を
適
用
し
て
裁
判
す
る
機
関
を
一
五
ひ
二
般
に
上
級
審
級
・
司
法
裁
判
所
・
行
政
裁
列
所
叉
場

令
に
依
つ
て
は
底
分
廊
自
身
が
是
に
属
す
る
。
而
し
て
訟
に
所
謂
「
瞥
察
規
則
」
が
警
察
命
令
を
意
味
す
る
は
明
か
で
あ
る
。
蓋
し
瞥
察
底
分
に
封
し

北

H

品
管
内
融
官
察
法
制
の
概
要

(
同
上

四
五



東
京
商
科
大
串
研
究
年
報

法
皇
4

研
究

第

競

一
四
六

て
は
上
越
の
如
く
法
律
上
の
救
済
手
段
が
認
め
ら
れ
、
叉
期
間
徒
過
若
は
裁
決
・
判
決
の
確
定
の
後
に
は
放
力
を
左
右
し
得
ざ
る
か
ら
で
あ
る
。
但

し
瞥
察
命
令
の
審
査
は
具
検
的
一
事
件
に
闘
し
て
其
の
適
用
を
拒
否
す
る
こ
と
あ
る
に
止
ま
り
、
命
令
白
憾
の
駿
止
に
非
ざ
る
こ
と
謂
ふ
迄
も
な
い
。

(
註
二
)

第
百
三
十
九
僚
に
於
い
て
陵
止

(krdm
事
件
E

E
温
度
d
u
m
)

と
は
一
初
に
遡
り
放
カ
な
き
も
の
と
ナ
る
意
味
で
あ
る
。
同
僚
で
参
事
令
が
承
認

を
奥
へ
な
か
っ
た
場
合
に
一
般
の
瞥
察
底
分
に
封
ナ
る
と
同
様
不
服
申
立
の
途
が
認
め
ら
れ
る
や
は
争
が
あ
一
る
が
、
第
百
四
十
一
一
一
伎
の
反
封
解
稗
及

び
、
所
諮
承
諾
が
立
法
行
伐
に
し
て
行
政
行
村
山
に
非
ざ
る
結
で
消
核
的
に
解
さ
れ
る
(
国
g
d
o
F
泣
き
y

p

p

C

∞
日
凶
)
。
次
に
第
宵
四
十
三
僚

に
所
請
保
安
枇
官
察
と
は
人
の
反
枇
合
的
意
思
に
劃
す
る
殻
防
保
護
を
目
的
と
す
る
も
の
で
、
是
に
反
し
人
の
故
意
な
く
後
生
し
得
る
自
然
的
事
象
に

卦
ナ
る
瞥
戒
は
凡
止
に
該
砕
同
じ
な
い
と
解
さ
れ
る

(F1HE】

L
o
v
m
u
F
P
C
-
∞
回
虫
、
自
♂
回
E
d
o町
民
g
y
p
-
m
v・
。
・
∞

-Mgu。

4
m
戸
H
H
C
m
w
凶口増

p

h

d

c
・
m
-
H
H
M
M
U

(
註
三
)

最
後
に
警
察
命
令
の
殻
力
に
閲
し
て
は
新
法
典
第
一
二
十
四
僚
及
び
第
三
十
六
僚
乃
至
第
三
十
九
僚
の
規
定
が
あ
る
。
奮
法
制
で
は

第
百
四
十
一
日
係

(
F
4
0・)

第
百
四
十
僚
ニ
依
リ
公
布
セ
ル
警
察
命
令
カ
其
款
カ
ノ
後
生
時
期
ヲ
定
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
款
力
ノ
開
始
ハ
此
規
定
ニ
ヨ
リ
テ

剣
定
月
九
ク
、
叉
公
布
サ
レ
タ
ル
瞥
第
命
令
カ
カ
カ
ル
時
間
ノ
規
定
ヲ
合
マ
サ
ル
ト
キ
戸
之
ヲ
公
布
セ
ル
官
報
夜
行
ノ
日
ヨ
リ
涌
八
日
ノ
後
ヲ
以
テ

放
カ
ヲ
生
ス

第
百
四
十
五
僚

第
三
紋
・
第
二
級
嘗
察
規
則
ヲ
(
遡
及
的
一
二
股
止
ス
ル
穣
限
ρ

懸
知
事
一
二
局
ス

際
世
念
/
必
要
ア
戸
場
合
ノ
外
山
此
ノ
楳
限
ハ
唯

勝
参
事
合
ノ
間
意
ヲ
経
ル
コ
ト
ニ
ヨ
リ
テ
ノ
ミ
行
使
ス
ル
コ
ト
ヲ
符

法
律
ニ
反
封
規
定
ア
ル
場
合
ヲ
除
キ
テ
、
総
へ
テ
(
第
三
紋
第
二
級
荒
川
懸
・
州
ノ
)
箸
察
規
則
ヲ
(
遡
及
的
一
一
)
廃
止
ス
ル
内
務
大
臣
ノ
権
限
(
一

八
五

O
年
三
月
十
一
日
法
律
第
十
六
僚
、
以
下
略
)
ハ
河
川
・
航
行
及
港
湾
普
察
規
刈
(
第
百
三
十
八
位
陣
)
エ
閥
シ
テ
ハ
濁
逸
図
交
遇
省
ノ
権
限
エ

へ
註
)

麗
セ
サ
ル
限
リ
農
林
大
区
港
ハ
農
林
大
区
ト
商
工
大
区
若
ハ
商
工
大
医
之
一
一
代
ル
モ
ノ
ト
ス

(
註
)

本
俸
は
警
察
穫
が
総
べ
て
統
一
的
な
図
様
の
愛
動
と
し
て
全
闘
に
統
制
さ
る
べ
き
匁
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
本
候
一
項
に
依
り
帯
同
枇
官
察
行

政
法
第
九
依
は
重
大
な
嬰
更
を
蒙
っ
た
。
参
照
す
る
こ
と
次
の
如

L
Q



第
九
僚
(
M
I
G
-
)

知
事
ハ
総
へ
テ
第
三
級
瞥
察
規
則
ヲ
縄
由
ヲ
附
シ
タ
ル
(
法
定
ノ
)
形
式
ノ
決
定
ヲ
以
テ
陵
棄
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
十
六
保
内
務
大
臣
ρ

法
律
ニ
一
民
封
ノ
旨
ノ
規
定
ナ
キ
限
り
、
総
へ
テ
瞥
察
規
則
ヲ
要
式
ノ
決
定
ヲ
以
テ
廃
棄
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

融
官
察
規
則
ニ
シ
テ
、
関
王
カ
後
シ
者
ハ
図
王
ノ
裁
可
ヲ
経
テ
愛
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ト
キ
ハ
前
項
ノ
決
定
ユ
ハ
閣
王
ノ
裁
可
ヲ
要
ス

五

。20合
w

宮
町
長
自
白
向
。
ロ
同
門
戸
富
田
匂
O
H
仲
間
冊
目
回
答
申
門
書
同
位

4
E
8
5∞8
4
0
m
2
5
2
5
2
a
g〈

40自
民

-
S邑

同∞∞
ω〉

新
法
典
第
十
一
章
警
察
罰
底
分
の
規
定
は
殆
ん
ど
綿
ペ
て
本
法
を
踏
襲
し
て
居
る
。

第
一
候

一
定
ノ
区
域
ζ

於
テ
瞥
察
行
政
ヲ
畳
半
ル
モ
ノ
ハ
兵
ノ
管
轄
区
域
内
-
一
テ
犯
サ
レ
且
行
政
範
周
二
崎
ス
ル
蓬
瞥
罪
-
一
封
シ
テ
底
分
ヲ
以
テ
刑
罰

ヲ
確
定
シ
叉
定
メ
ラ
レ
タ
ル
浸
牧
ヲ
科
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

罰
金
刑
ヲ
確
定
セ
ル
ト
キ
ハ
同
時
ニ
無
資
力
ノ
場
合
一
一
之
ユ
代
ル
へ
キ
拘
留
ヲ
定
ム
へ
シ
但
少
年
二
釘
ス

Y
科
罰
底
分
ハ
此
ノ
限

-7花
ラ
ス
(
少
年

審
制
門
所
法
第
一
一
保
第
四

O
僚
)

確
定
サ
ル
ヘ
キ
金
銭
笥
ハ
其
ノ
額
一
五

O
馬
克
ヲ
超
ユ
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

(

イ

)

枇
官
官
京
臨
ユ
依
ル
刑
罰
ノ
確
定
ハ
次
ノ
場
合
ニ
ハ
除
外
セ
ラ
ル

ラ
イ
ン
航
行
裁
剣
所
(
尉
官
官
moHH
由民

p
z
g官
民
o
r
g
)

エ
ル
ペ
航
行
裁
判
所
、
若
ハ
労
働
裁
判
問
所
カ
列
決
ス
ル
権
限
ア
ル
遺
枇
官
界
(
口
一
)

第
二
候八

位
謀
者
ハ
地
租
ノ
徴
牧
-
一
閥
ス
ル
規
定
ノ
蓬
犯
(
ハ
)
鍍
業
枇
背
広
伺
ノ
規
則
二
封
ス
ル
遺
瞥
罪

第
三
保

批
官
祭
罰
ノ
罪
責
ア
リ
ト
サ
レ
タ
ル
者
ハ
科
罰
底
分
ノ
告
示
ア
リ
タ
ル
時
ヨ
リ
一
週
間
以
内
ュ
、
之
ニ
封
ジ
テ
刑
事
訴
訟
法
一
一
従
ヒ

E
式
ノ
裁

剣
ヲ
申
立
ツ
ル
コ
ト
ヲ
得

十
四
歳
乃
至
十
八
歳
ノ
罪
責
ア
ル
者
一
ニ
封
シ
テ
科
罰
底
分
力
後
セ
ラ
レ
タ
ル
ト
キ
ハ
此
ノ
者
二
付
諮
行
ス
ル
期
間
内
二
ア
リ
テ
ハ
其
ノ
法
定
代
理
人

モ
亦
一
止
式
裁
剣
ヲ
申
立
ツ
ル
コ
ト
ヲ
符

第
四
僚

科
罰
底
分
ニ
ハ
刑
罰
/
確
定
ノ
外
、
可
罰
行
免
・
共
ノ
時
ト
時
間
・
適
用
サ
ル
ル
罰
則
・
詮
様
方
法
並
ヒ
ュ
金
銭
罰
ヲ
支
梯
フ
へ
キ
金
庫
ヲ
示

時
背
骨
官
商
枇
背
忠
司
法
制
の
概
要

ヘ
同
上
)

四
七



東
京
尚
科
大
卒
研
究
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報
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研
究

第

君主

四
A 

ス
コ
ト
ヲ
要
ス

右
ノ
底
分
ニ
ハ
(
イ
)

罪
責
ア
ル
者
カ
告
示
ア
リ
タ
ル
時
ヨ
リ
一
週
間
以
内
二
正
式
裁
剣
ノ
申
立
ヲ
符
ル
コ
ト

(
口
〕
此
府
立
ハ
科
剖
底
分
ヲ
後

シ
タ
ル
瞥
察
出
陣
若
ハ
佐
官
轄
阪
裁
剣
所
若
ハ
エ
ル
ベ
関
税
裁
剣
所
、
ラ
イ
ン
航
行
裁
剣
所
エ
提
起
ス
ヘ
キ
コ
ト

(
ハ
)
特
定
期
間
内
ニ
一
北
式
裁
剣
/

申
立
ヲ
伐
サ
サ
ル
ト
キ
ハ
科
罰
底
分
ハ
執
行
サ
ル
へ
キ
エ
室
ル
コ
ト
ヲ
一
部
ス
ヲ
要
一
ス

第
五
保

批
官
察
制
則
廃
分
ハ
愛
布
サ
ル
ヘ
キ
施
行
規
則
一
二
従
ヒ
罪
責
ア
ル
者
二
公
務
員

(
o
r
E
F
F回
目
芯
吋
)
ヲ
遇
シ
テ
交
付
ス
ヘ
シ

政
府
八
依

地
宮
務
罰
彪
分
カ
罪
責
ア
ル
者
ユ
交
付
サ
ル
ル
ェ
先
立
チ
医
裁
剣
所
検
事
カ
之
ユ
異
議
ヲ
惑
ヘ
ダ
ル
ト
キ
ハ
此
ノ
虎
分
ハ
放
力
ヲ
失
ア

第
十
位
陣
瞥
察
底
分
ニ
シ
テ
執
行
可
能
ト
ナ
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
同
一
ノ
行
信
一
一
付
更
一
二
玄
袋
サ
ル
ル
コ
ト
ナ
キ
モ
ノ
ト
ス
、
但
シ
其
ノ
行
然
カ
逢
警
罪

(
d
Z
ユ
5
2ロ
ぬ
)
-
一
非
ス
シ
テ
経
罪
若
ρ

重
罪

(
4
3
∞。
z
u
u
C白・
4
号ず

H
g
Eロ
)

一
該
蛍
シ
、
従
ツ
テ
答
申
余
踏
カ
其
ノ
権
限
ヲ
捻
越
セ
ル
モ
ノ

ナ
ル
ト
キ
ハ
此
ノ
限
一
一
在
ラ
ス

右
ノ
場
合
ニ
ハ
訴
訟
手
績
ノ
問
ハ
科
部
底
分
ノ
執
行
ヲ
停
止
ス
ヘ
シ
終
罪
若
ハ
重
罪
ノ
列
決
確
定
ス
ル
ト
キ
ハ
科
部
ド
随
分
ハ
放
カ
ヲ
失
フ

警
察
罰
底
分
は
原
則
、
と
し
て
地
域
的
警
察
樺
を
行
使
す
る
者
が
行
ふ
。
新
法
典
第
六
十
二
僚
は
救
済
手
段
と
し
て
正
式
裁
判
の
申
立
と

相
並
び
監
替
鹿
に
訴
願
す
る
迭
を
聞
い
た
。

第
二
節

新
法
典
の
梗
概

(
註
ご

新
法
典
制
定
の
目
的
は
第
一
語
舎
に
於
け
る
委
員
合
報
背
に
依
れ
ば
弐
の
二
射
で
あ
る
。
山
普
魯
西
警
察
法
の
総
則
を
形
式
的
に
而
し

て
一
部
分
は
寅
質
的
に
も
編
纂
す
る
こ
と
。
蓋
し
、
警
察
法
制
は
極
め
て
多
数
の
法
律
中
に
散
在
す
る
の
み
た
ら
や
ノ
、
共
の
根
本
原
則
に

し
て
専
ら
判
例
の
み
に
侍
存
す
る
も
の
が
酔
く
な
い
震
に
、
聞
係
省
事
者
・
一
般
人
民
の
法
的
安
全
よ
り
し
て
、
法
典
編
纂
は
緊
念
の
必



要
に
辿
ら
れ
て
居
た
。
但
し
質
質
的
警
察
法
規
は
河
川
法
・
漁
業
法
・
狩
猫
法
等
に
も
存
在
し
、
是
等
か
ら
管
察
規
定
の
み
を
摘
出
す
る

こ
と
は
特
別
法
の
鰹
系
を
凱
す
も
の
で
あ
り
、
叉
聯
邦
法
律
は
普
缶
詰
法
律
が
左
右
し
得
ざ
る
翁
に
、
そ
の
編
纂
が
不
可
能
で
あ
が
詰
ド

間
警
察
法
制
・
に
大
改
革
を
加
へ
た
こ
と
。
上
越
の
如
く
従
来
の
法
制
に
嬰
更
を
加
へ
、
叉
賓
際
・
聞
学
説
及
び
判
例
が
医
ゐ
?
と
し
て
一
致
せ

ざ
る
諸
問
題
に
最
終
の
解
決
を
興
へ
た
の
で
あ
る
。

(
註
二
)

HGHMH，H
5
2
切
同
脅
}
g
g
H円
。
回
目
。
ロ
g
阿
国
民
自
宅
Ndega・
M
l
D

】
同
問
。
同
」
ま
句
者
-
p
w
H
U
U凶
w
m
-
ロ
コ
∞

内

CHHEロ
E

E
ロ問。同

Z
O
E
印
ち
警
察
憾
の
組
織
、
警
察
権
が
人
民
に
劉
L
て
援
到
す
る
形
式
、
並
び
に
是
に
劉
ナ
る
人
民
の
法
律
上
の
救

済
方
法
仙
寺
は
本
法
典
の
規
定
す
る
所
で
あ
る
。
之
に
HA
し
て
自
主
君
向
。
H
H
S
H
1
0ロ
N
⑦

H
Zロ
Z
郎
ち
警
察
擦
が
公
共
の
然
人
民
に
加
へ
得
る
制
限
の
規

定
に
閲
し
て
は
警
察
隙
の
任
務
・
警
察
責
任
・
家
宅
侵
入
・
検
束
或
は
瞥
築
命
令
・
底
分
の
賀
県
的
要
件
、
下
命
に
劉
ナ
る
賠
償
請
求
の
確
定
、
嘗

察
罰
底
分
等
の
唯
重
要
な
る
一
般
原
則
を
掲
戸
、
る
の
み
。

(
註
一
)

イ

新

法

典

正

文

邦
議
合
ρ

左
ノ
法
律
ヲ
議
決
λ

第
一
候

第
一
章
批
官
察
権
ノ
線
援
者

枇
官
奈
ハ
之
ヲ
閑
家
ノ
事
務
ト
ス

第
二
立

警
察
行
政
勝

ヲ
ン
ヂ
ス
ポ
リ
ツ
ア
イ
ペ
ヘ
ー
ル
ヂ
グ

J
イ
ス
ポ
リ
ヴ
ア
イ
ィ

~
1
ル

ヂ

オ

ル

y
d
リ
ヴ
ア
イ
イ
ヘ
ル
ヂ

普
通
磐
察
隊
内
附
桝
肱
官
祭
政
市
都
肱
官
察
陵
、
及
第
三
級
警
察
隊
ト
ス

第

イ康
特
別
瞥
察
隊
山
総
へ
テ
前
項
以
外
ノ
嘗
袋
路
ト
ス

第
三
依

肺
肺
瞥
広
畑
臨
ハ
懸
知
事
ト
ス

普
魯
西
警
察
法
制
の
概
要

〆へ
回

J二
) 

四
九



東
京
商
科
大
皐
研
究
年
報

法
亭
研
究

第
二
時
制

三
五

O

市
郡
枇
官
察
隊
ρ

第
六
佼
ニ
基
キ
テ
設
ケ
ラ
レ
タ
ル
瞥
祭
官
勝
、
之
ナ
キ
場
令
ハ
郡
ニ
ア
リ
テ
ハ
郡
長
、
市
ユ
ア
リ
テ
ハ
市
長
ト
ス

シ

ユ

テ

ヴ

テ

オ

ル

ド

又

ン

グ

ン

シ

ユ

テ

ヴ

デ

第
三
級
品
官
祭
臆
ハ
第
六
位
郁
ニ
基
キ
テ
設
ケ
ラ
レ
ダ
ル
饗
察
官
際
、
之
ナ
キ
場
令
ハ
市
及
現
行
市
制
ノ
一
ノ
適
用
ヲ
受
ク
ル
町
-
一
ア
リ
テ
戸

市
長
、
都
ニ
ア
リ
テ
ハ
之
ニ
閥
ス
ル
特
別
法
ノ
制
定
一
一
室
ル
迄
現
行
法
ニ
依
ル
警
察
隙
ト
ス

ゲ
マ
イ
シ
ヂ
フ
オ
ル
シ
ユ
タ
ン
ド

服
警
察
・
隠
ハ
市
参
事
合
ノ
同
意
ヲ
得
テ
、
市
長
ニ
代
へ
特
別
ノ
官
吏
(
・
一
見
員
)
一
一
策
=
了
二
級
警
察
事
務
ヲ
委
任
ス
ル
コ
ト
ヲ
符

〆
4m'オ
ル

V
ネ
テ
ン

湖
一
二
参
事
合
ヲ
構
成
ス
ル
町
一
一
一
於
テ
ハ
町
長
及
助
役
ノ
ム
口
議
樫
カ
参
事
合
-
一
代
ル

町
長
単

本
項
ノ
同
意
ハ
賑
参
事
令
代

H
テ
奥
フ
ル
コ
ト
ヲ
得

第
四
俊

第
一
級
及
第
二
級
警
察
駿
ノ
権
限
ハ
主
務
大
臣
一
ご
静
リ
テ
内
務
大
区
之
ヲ
定
ム

ポ
リ
ヴ

y
イ
テ
レ
シ
ヂ
ン
ト

警

視

総

監

此
ノ
規
定
ハ
普
邦
法
律
録
ヲ
以
テ
八
位
布
」
ル
モ
ノ
ト
ス

オ
ー
ペ
ル
ぜ
ユ
ル
ゲ
ル
マ

4
ス
テ
ル

ハ
第
一
・
二
・
一
一
一
掛
川
瞥
疑
路
ノ
権
限
ヲ
併
セ
行
ア
但
シ
佑
林
高
級
助
役
二
委
任
サ
レ
.
潜
ハ
内
務
大
臣
カ
主

務
大
臣
ニ
諮
リ
テ
委
任
ス
ル
コ
ト
ア
ル
へ
キ
各
種
融
官
位
知
事
務
ハ
此
ノ
限
一
で
夜
ラ
スゲ

マ

4
ン
ヂ
ヲ
ホ
ル
シ
品
テ

1
ヘ
ル

村
ニ
ア
リ
テ
第
六
俊
一
一
基
ク
特
別
/
警
察
官
燦
設
ケ
ラ
レ
サ
ル
ト
キ
ハ
村
長
ハ
第
三
級
進
国
務
腺
ノ
機
関
ト
シ
テ
左
/
職
務
ヲ
行
フ

イ白
林

第
王
位
時

モ
ノ
ト
ス

(

イ

)

第
三
級
箸
岩
部
隊
ヨ
リ
特
ユ
委
任
セ
ル
枇
官
就
知
事
務
ノ
執
行

(

ロ

)

響
目
察
機
ノ
即
時
後
動
ノ
要
ア
ル
ト
キ
ハ
必
要
ナ
ル
底
資
ヲ
臨
時
-
一
命
シ
旦
執
行
ス
ル
コ
ト

(
白
山
)

本
法
第
十
王
僚
コ
依
ル
検
束

(

ユ

)

枇
宵
察
監
視
ニ
一
付
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ノ
監
視

(

ホ

)

批
官
察
法
令
一
ご
依
ル
府
出
ノ
受
領

第
二
汲
警
察
臆
ノ
申
立
一
一
因
リ
村
長
ハ
亦
検
事
ノ
補
助
官
吏
二
任
命
サ
ル
ル
コ
ト
ヲ
得

第
六
位
陣

内
務
大
臣
ハ
第
三
級
警
察
院
若
ハ
共
ノ
一
部
二
日
付
第
三
級
瞥
祭
事
務
ノ
全
部
若
ハ
一
部
ヲ
特
別
ノ
替
察
官
勝
-
一
委
任
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

此
ノ
官

際
ノ
事
物
管
轄
ハ
主
務
大
臣
ニ
諮
リ
テ
内
務
大
臣
之
ヲ
定
ム

此
ノ
規
定
ハ
普
邦
法
律
録
ヲ
以
テ
公
布
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
三
級
枇
官
官
家
事
務
ノ
一
部
カ
特
別
ノ
瞥
察
官
勝
一
一
委
任
サ
レ
タ
ル
ト
キ
ハ
瞥
察
官
公
吏
ノ
事
物
管
轄
山
共
ノ
所
属
瞥
察
勝
ノ
様
限
-
二
従
ア

枇
背
政
相
襟
ノ



即
時
愛
動
ノ
要
ア
ル
ト
キ
ハ
瞥
察
執
行
ノ
官
公
吏
ハ
前
項
第
二
段
ノ
管
轄
説
定
ユ
拘
束
サ
レ
ス
、
常
エ
必
要
ナ
ル
底
資
ヲ
臨
時
ニ
命
シ
且
執
行
ス
ル
コ

ト
ヲ
川
市
マ

i
f
 管
轄
警
察
勝
一
一
円
遅
滞
ナ
ク
報
告
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス

ヲ
ン
ド
ヱ

1
ゲ
J
イ

内
務
大
医
及
之
一
一
層
ス
ル
替
察
監
督
臨
ハ
地
方
醤
備
隊
ノ
公
吏
及
特
別
ノ
場
令
ニ
ハ
他
ノ
磐
察
官
吏
ヲ
モ
響
{
祭
事
務
ノ
庭
環
ヲ
補
助
ス
ル
肺
応
答

第
七
篠

察
路
一
二
配
置
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
八
依

特
別
警
察
官
隣
ハ
共
ノ
組
織
及
特
別
機
限
一
二
付
品
質
更
セ
ラ
ル
ル
コ
ト
ナ
シ

第
三
章

選
同
然
監
督
隙

第
九
僚

普
通
答
申
然
瞭
ノ
警
察
監
督
廊
ハ
左
ノ
如
シ

(

イ

)

府
開
枇
背
察
膝
及
伯
林
枇
官
級
総
監

A

一
付
主
務
大
臣

(
口
)
市
ノ
第
一
一
一
級
答
申
然
勝
・
第
三
級
警
察
廊
タ
ル
郡
長
・
第
二
紋
鋒
察
隊
及
傍
六
位
肌
ニ
依
リ
テ
設
ケ
ラ
レ
グ
ル
警
祭
{
日
隙
-
一
付
豚
知
事
及
主
務
大

匹
、
伯
林
高
級
助
役
品
付
伯
林
市
長
及
主
務
大
臣

(

ハ

)

共
ノ
他
ノ
第
一
ニ
級
匙
官
官
然
隣
ニ
付
郡
長
・
勝
知
事
t
A
主
務
大
医

第
十
時
限

虫
日
遁
枇
官
官
吹
聴
ノ
枇
宮
家
様
行
使
並
ニ
其
ノ
設
備
・
執
務
二
開
ス
ル
一
般
的
峨
務
監
骨
ρ

主
務
大
臣
-
一
諮
リ
テ
内
務
大
臣
之
ヲ
行
ヒ
、
叉
共
ノ
下
級

警
察
監
督
勝
之
ヲ
行
7

各
大
臣
ρ

共
ノ
所
管
事
項
ニ
付
枇
官
察
隊
-
-
封
シ
テ
主
務
監
督
ヲ
行
7

第
十
一
保

鵬
首
察
監
督
厳
ハ
共
ノ
権
限
内
一
三
於
テ
共
ノ
監
督
-
二
服
ス
ル
瞥
底
部
臨
-
一
訓
令
ヲ
後
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

答申
mm
際
ハ
此
ノ
訓
令
一
二
従
ア
コ
ト
ア
要
ス

第
十
二
依

第
一
・
一
一
級
警
察
隊
ハ
法
律
ノ
定
ム
ル
揚
ム
円
若
ハ
念
迫
/
危
険
ア
ル
ト
キ
ハ
脅
祭
命
令
縫
ヲ
除
ク
外
下
級
瞥
察
膝
ノ
権
限
ヲ
一
行
使
ス
ル
コ
ト

ヲ

符
下
級
枇
官
察
臆
ハ
念
迫
プ
危
険
ア
ル
ト
キ
ハ
枇
官
山
昨
日
命
令
権
ヲ
除
ク
外
上
級
選
回
察
臨
ノ
権
限
ヲ
行
使
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

前
二
項
ノ
場
合
-
一
ハ
本
来
ノ
権
限
ア
ル
警
察
隊
一
二
遅
滞
ナ
夕
、
一
行
ヒ
ダ
ル
品
地
震
ヲ
報
告
ス
ヘ
シ

並
H

魯
西
枇
官
察
法
制
の
概
要

/、

同

上、J

五



東
京
商
科
大
祭
研
究
年
報

法
酎
学
研
究

第

君主

二氏

第
十
三
位
陣

警
察
事
務
ノ
虎
理
ヲ
委
任
サ
レ
タ
ル
者
戸
、
官
吏
ニ
非
サ
ル
限
リ
、
前
一
接
上
級
ノ
警
察
臨
ノ
認
可
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

的
取
四
章
・

警
察
行
政
隙
ノ
職
務

警
察
廊
ハ
現
行
法
一
ニ
似
繍
セ
サ
ル
限
リ
忠
資
ナ
ル
裁
盆
一
一
従
ヒ
必
要
ナ
ル
庭
詮
ヲ
矯
シ
以
テ
公
共
ノ
安
寧
若
ハ
秩
序
ヲ
脅
ス
危
険
ヲ
一
般
者

第
十
四
位
陣

ハ
個
人
ヨ
リ
防
止
ス
へ
キ
モ
ノ
ト
ス

警
察
隊
ハ
右
ノ
外
法
律
ノ
特
ニ
委
任
セ
ル
職
務
ヲ
履
行
ス
ヘ
シ

第
十
五
依

定
一
二
均
ク
ル
必
要
ア
ル
場
合
一
一
一
於
テ
ノ
ミ
酷
背
中
祭
臨
ハ
検
束
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
符

(

イ

)

被
検
束
者
自
身
ノ
救
護
ノ
忽

(

口

)

公
共
ノ
安
寧
者
ハ
秩
序
-
二
付
既
一
一
後
生
セ
ル
妨
害
ノ
除
去
或
ハ
急
迫
セ
ル
瞥
察
上
/
危
険
ノ
防
止
ノ
伐
、
但
シ
妨
害
ノ
除
去
若
ハ
防
止
カ
他

ノ
方
法
-
一
依
ル
へ
カ
ラ
サ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

被
検
束
者
ハ
八
公
共
ノ
危
険
ア
ル
精
一
柳
病
者
一
一
非
サ
ル
限
リ
遅
ク
ト
モ
検
束
ノ
笠
日
中
ニ
向
精
放
サ
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス

前
二
項
ノ
規
定
ハ
犯
罪
人
引
波
及
追
放
事
件
一
一
ハ
適
用
セ
ス

第
十
六
位
陣

左
ノ
場
合
一
一
非
サ
レ
ハ
時
磐
田
察
官
公
・
一
見
ハ
現
居
住
者
ノ
意
二
一
久
シ
テ
夜
間
邸
宅
一
二
侵
入
ス
ル
コ
ト
ヲ
符
ス

(

イ

)

公
共
ノ
危
険
若
ハ
個
人
ノ
生
命
ノ
危
険
ヲ
防
止
ノ
怨
必
要
ナ
ル
ト
キ

(

ロ

)

邸
宅
内
ヨ
リ
要
求
ア
リ
タ
リ
ト
キ

右
ノ
制
限
ハ
夜
間
公
衆
ノ
出
入
、
ン
者
ハ
共
ノ
滞
在
ノ
然
公
開
サ
ル
ル
場
所
ニ
ハ
適
用
ナ
シ

刑
事
訴
訟
法
カ
屡
2
夜
間
ト
指
稀
ス
ル
時
間
ハ
第
一
項
ノ
夜
間
一
二
政
常
ス

7
2
ル

プ

レ

ソ

ヘ

ン

フ

エ

ル

ゲ

?

ヘ

ン

枇
官
位
間
際
ハ
重
罪
者
ハ
樫
罪
ノ
嫌
疑
ア
ル
作
相
川
君
ハ
不
作
然
ノ
捜
査
若
ハ
間
切
二
必
要
ナ
ル
場
合
一
一
限
リ
強
制
的
ニ
召
喚
ス
ル
コ
ト
ヲ

第
十
七
依

干手枇
官
察
上
ノ
召
喚
ノ
時
期
ヲ
決
定
ス
ル
ユ
ハ
ナ
ル
へ
ク
被
召
喚
者
ノ
職
業
及
其
ノ
他
ノ
生
活
鰯
係
ヲ
顧
慮
ス
ヘ
シ



第
五
章

離
宮
山
妖
義
務
者

第
十
八
僚

韓
日
淡
勝
ハ
人
ノ
警
察
蓮
反
ノ
行
動
者
ハ
物
ノ
瞥
察
逢
反
ノ
川
状
態
=
因
リ
必
嬰
ト
ナ
レ
ル
庭
置
ヲ
、
批
官
官
然
上
ノ
行
動
会

f
状
態
一
一
関
シ
責
任

(
漫
然
義
務
)
ア
ル
者
エ
封
シ
テ
加
フ
へ
キ
モ
ノ
ト
ス

第
十
九
時
限

公
共
ノ
安
寧
若
ハ
秩
序
カ
人
ノ
行
動
-
一
依
リ
妨
害
者
山
危
害
ヲ
加
ヘ
ラ
ル
ル
ト
キ
ミ
融
官
官
然
臨
ρ

妨
害
若
ハ
危
険
ヲ
惹
起
セ
ル
者
-
一
封
シ
テ

設
『
訓
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス

刑
罰
能
力
ナ
キ
少
年
及
粉
神
病
若
山
心
肺
耗
弱
二
テ
禁
治
産
ノ
笠
比
口
ヲ
受
ケ
者
ハ
臨
時
ニ
後
見
ニ
日
付
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ノ
批
官
察
上
ノ
行
動
二
封
シ
テ
戸
、

其
ノ
監
督
義
務
者
モ
亦
責
任
ヲ
負
7

第
二
十
僚

事
業
ノ
伐
他
人
ヲ
使
用
ス
ル
者
つ
被
用
者
カ
事
業
ノ
執
行
一
一
付
匁
セ
ル
瞥
務
上
ノ
行
動
一
一
針
シ
テ
被
用
者
ト
並
ヒ
責
任
ヲ
負
7

物
ノ
瞥
祭
ノ
目
的
一
二
週
セ
ル
欣
態
一
一
針
シ
テ
ハ
、
所
有
者
責
ヲ
負
フ

物
ノ
上
一
一
事
質
的
権
力
ヲ
行
使
ス
ル
者
ρ

其
ノ
警
策
上
ノ
欣
態
ユ
封
シ
所
有
者
ト
並
ヒ
貴
一
一
任
ス

所
有
者
ノ
窓
ユ
反
シ
事
質
的
様
カ
ヲ
行
使
シ
或
ハ

所
有
者
ト
令
意
ノ
上
書
官
所
若
ハ
調
書
一
一
依
ル
申
立
ニ
因
リ
管
轄
瞥
察
勝
力
車
狗
/
警
察
違
反
ア
リ
ト
認
メ
ダ
ル
場
合
-
一

ρ

所
有
者
一
一
代
り
テ
責
ヲ
負
7

本
僚
ハ
公
ノ
送
路
及
水
路
ニ
ハ
之
ヲ
適
用
セ
ス

第
二
十
一
総

公
共
ノ
安
寧
荒
川
秩
序
一
二
釘
シ
銃
一
二
妓
生
セ
か
妨
害
ノ
除
去
或
ハ
庄
市
セ
戸
経
務
上
ノ
危
険
ヲ
防
止
ス
ル
然
巳
ム
ヲ
符
サ
ル
ト
キ
ハ
、
警

察
臨
ハ
第
十
八
僚
乃
室
前
俊
一
ご
依
ル
畿
日
終
義
務
ナ
キ
者
二
謝
シ
テ
モ
底
澄
ヲ
行
ア
コ
ト
ヲ
符

但
シ
此
ノ
出
陣
詮
ハ
警
察
底
カ
危
険
排
除
/
然
他
ノ
庭
澄

ヲ
行
プ
コ
ト
ヲ
符
サ
ル
場
令
及
期
間
ニ
限
リ
之
ヲ
然
ス
コ
ト
ヲ
得

枇
首
察
行
政
府
臨
/
土
地
管
轄

ポ
リ

y
ア
イ
ベ
チ
ル
グ

第
二
十
二
位
陣
瞥
察
隠
ノ
令
轄
ハ
枇
官
民
知
医
ノ
外
ニ
及
ハ
ス

ス
ル
ト
キ
、
土
地
管
轄
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
つ
六
立
・

蕗
同
察
膝
ハ
共
ノ
警
察
医
ニ
於
テ
警
察
上
保
護
セ
ラ
ル
ヘ
キ
利
盆
カ
害
サ
レ
者
ハ
危
険
一
一
瀕

巻
目
察
官
公
吏
カ
符
轄
監
督
聡
ノ
訓
八
ロ
ム
有
ハ
貨
幣
警
察
膝
ノ
要
求
z

悶
リ
他
ノ
馨
察
医
一
で
衣
ル
ト
キ
コ
其
ノ
警
察
医
ヲ
管
轄
ス
ル
枇
宵
察
官
公
吏
ト
同
様

普
魯
西
棋
宵
家
法
制
の
概
要

f¥ 

問

上
¥J 

ゴ
一
五
三



東
京
商
科
大
皐
山
附
究
年
報

法
皐
研
究

第
二
抽
出

五
四

ノ
様
能
ヲ
ム
祈
λ

第
二
十
一
一
一
保

警
察
ノ
職
務
ヲ
履
行
ス
ル
怨
隣
接
ノ
馨
察
医
ニ
於
ケ
ル
瞥
務
底
澄
ヲ
必
要
ト
シ
、
且
管
轄
警
察
路
ノ
協
力
ヲ
求
ム
ル
然
治
珠
ス
グ
コ
ト
-
-

ヨ
リ
干
渉
ノ
数
回
木
ヲ
害
ス
ル
場
合
-
一
ハ
、
常
該
盤
同
築
総
ハ
隣
接
医
ニ
於
テ
モ
亦
必
要
ナ
ル
底
資
ヲ
然
ス
コ
ト
ヲ
符

現
行
犯
ヲ
痘
迩
シ
犯
行
ヲ
前
接
阻
止
シ
、
叉
ハ
逃
走
者
ヲ
拍
記
述
シ
テ
再
ピ
逮
捕
ス
ル
然
、
警
察
執
行
官
公
吏
ハ
其
ノ
行
政
勝
ノ
管
轄
区
外
一
二
於
テ
モ
職

務
行
怨
ヲ
然
ス
コ
ト
ヲ
得

佐
官
轄
警
察
聴
ハ
怨
サ
レ
タ
ル
底
賢
二
日
付
遅
滞
ナ
タ
・
戒
告
ヲ
受
ク
へ
シ

枇
宵
泣
師
事
務
ユ
シ
テ
隣
接
警
察
区
間
二
統
一
的
規
律
ヲ
適
岱
ト
ス
ル
場
合
-
一
ハ
閥
係
警
察
臨
一
一
共
遁
ノ
上
級
磐
田
察
監
督
・
総
カ
様
限
ア
ル
警
察
隊
ヲ
定
ム

第
七
章

枇
官
察
命
令

第
二
十
間
後

警
察
命
令
ト
ハ
不
特
定
数
ノ
事
件
ニ
付
不
特
定
数
/
人
ニ
向
ケ
ラ
ル
ル
警
察
上
ノ
命
令
若
ハ
禁
止
ト
ス

第
二
十
五
保

内
務
大
区
及
主
務
大
臣
ハ
内
首
相
大
区
ニ
明
治
リ
共
ノ
所
体
何
事
項
エ
日
付
邦
全
曲
目
若
ハ
二
州
以
上
ニ
跨
ル
地
域
=
警
察
命
令
ヲ
後
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

大
臣
ノ
後
シ
タ
ル
枇
官
察
命
令
ハ
遅
滞
ナ
ク
邦
議
合
一
一
提
出
ス
へ
シ

此
ノ
命
令
ρ

邦
議
合
ノ
要
求
ア
ル
ト
キ
ρ

駿
止
セ
ラ
ル

州
知
事
ハ
州
全
開
若
ハ
二
牒
以
上
ニ
跨
ル
地
域
ニ
管
祭
命
令
ヲ
愛
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

プ
ロ
ゲ
イ
ン
チ
ア
ル
ヲ

1
b

州
知
事
ノ
愛
ス
ル
警
察
命
令
ハ
州
参
事
合
ノ
同
意
ヲ
要
ス

伯
林
市
長
ハ
此
ノ
限

-7萩
ラ
ス

念
迫
ノ
場
合
ニ
ハ
餐
察
命
令
ハ
事
前
ノ
同
意
ナ
ク
シ
テ
モ
之
ヲ
愛
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

意
カ
警
察
命
令
ノ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
三
月
以
内
ニ
奥
ヘ
ラ
レ
サ
ル
ト
キ
ハ
此
ノ
命
令
ハ
放
力
ヲ
火
プ

第
二
十
六
依
際
知
事
ハ
耐
師
会
鶴
若
ハ
二
都
(
者
ハ
市
)
以
上
ニ
跨
ル
地
域
ユ
答
祭
命
令
ヲ
後
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

マ
ギ
ス
ト
ヌ
1
t

伯
林
勢
調
総
監
戸
第
一
級
警
察
臨
ト
シ
テ
市
泰
一
事
令
-
一
諮
問
ノ
筆
暴
命
令
ヲ
後
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
。

(
註
)

際
知
事
業
ハ
第
一
級
警
察
・
腿
タ
ル
伯
林
得
税
総
監
ノ
後
ス
ル
警
察
命
令
ハ
牒
参
事
合
ノ
同
意
ヲ
要
ス
念
迫
ノ
場
合
-
一
ハ
警
察
命
令
ハ
事
前
ノ
悶
窓
ナ

同
意
カ
普
察
命
令
ノ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
一
一
一
月
以
内
一
一
血
〈
へ
ラ
レ
サ
ル
ト
キ
ハ
此
ノ
命
令
戸
数
カ
ヲ
失
ア

同

ク
シ
テ
モ
之
ヲ
後
ス
ル
コ
ト
ヲ
符

(
一
法
)

伯
林
は

P
2
r
w
N
と
し
て
取
扱
は
れ
る
伐
に
燃
参
事
合
(
図
。
区
長
E
d
a
m。
rdmm)
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
何
本
僚
の
市
参
事
合
(
冨
P

ぬま
E
C



は
地
方
問
機
の
機
関
で
あ
り

p
oユロ
N
U
F
P
Y
F
w
N町
r
g
g
a
c
v
g
a
w
同
円
。
凶
器
同
話
。
v
c
m
m
w
m
g
b
p
g
E
r
ロmu
血
栓
一
す
が
閣
の
行
政
機
関
た
る
と
異
る
。

但
し
後
者
も
亦
州
・
際
・
郡
・
市
参
事
舎
と
謬
し
た
け
れ
ど
も
、
適
合
な
謬
諾
が
な
か
ワ
た
か
ら
で
あ
る
。

ィ∞

--ozm。，
M
向。同耳目。
u'cmvvロw

円

@dHgoげ
@mJ1⑦
句
者
包
許
可
口
ぬ

m】

qmdry
閉
山
由
一
円
司

-w
岱
印
同
・

マ
ギ
ス
ト
ア
ー
ト

第
二
・
三
級
警
察
臆
ト
シ
テ
伯
林
警
税
総
監
ハ
市
参
事
合
ノ
同
意
ヲ
得
テ
響
底
部
命
令
ヲ
幾
ス
ル
コ
ト
ヲ
符

念
迫
ノ
場
合
-
一
ハ
警
察
命
令
ハ
事
前
ノ
同

意
ナ
ク
シ
テ
モ
之
ヲ
後
ス

Y
コ
ト
ヲ
得

同
意
カ
警
察
命
令
ノ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
六
週
間
以
内
-
一
奥
ヘ
ラ
レ
サ
ル
ト
キ
ハ
響
調
総
監
ノ
申
立
一
一
因
リ
燃
参

事
合
ヲ
以
テ
代
フ
ル
コ
ト
ヲ
得

耐
肺
参
事
令
ノ
同
意
カ
警
察
命
令
ノ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
三
月
以
内
一
二
央
へ
ラ
レ
サ
ル
ト
キ
ハ
此
ノ
命
令
ハ
放
カ
ヲ
失
7

第
二
十
七
僚

郡
長
ハ
都
会
慢
・
第
三
級
警
察
医
ノ
一
会
ハ
ニ
以
上
二
均
ル
地
域
ユ
警
察
命
令
ヲ
愛
ス
ル
コ
ト
ヲ
符

郡
ノ
一
部
ニ
警
察
命
令
ヲ
愛
ス
ル

内
、
第
二
十
八
佼
ニ
基
キ
第
三
級
笹
底
知
際
二
一
特
別
ナ
ル
警
察
命
令
権
カ
属
ス
ル
区
域
一
一
ハ
適
用
ナ
シ

第
二
級
饗
庭
部
命
令
ハ
郡
参
事
A
Y
ノ
同
意
ヲ
要
λ

ゲ
マ

4
ン
ヂ
フ
オ
ル
y
ユ
タ
ン

V

共
ノ
特
別
ノ
町
村
一
一
一
致
カ
ア
ル
ユ
止
マ
ル
相
場
合
ρ

護
士
州
一
一
先
タ
チ
管
轄
町
村
参
事
合
二
諮
問
ス

J、
シ

念
泊
一
ノ
場
合
ニ
ハ
此
宵
察
命
令
ハ
事
前
ノ
同
・
持
若
ハ
諮
問
ナ
ク
シ
テ
モ
之
ヲ
愛
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

同
意
カ
警
察
命
令
ノ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
六
週
間
以
内
-
一
奥

ヘ
ラ
レ
サ
ル
ト
キ
ハ
同
意
ハ
第
二
級
響
察
臆
ノ
申
立
一
一
因
リ
懸
参
事
合
ヲ
以
テ
代
ア
ル
コ
ト
ヲ
得

際
参
事
令
ノ
同
意
カ
警
察
命
令
ノ
公
布
ノ
日
ヨ
リ

一
月
以
内
ニ
奥
ヘ
ヲ
レ
サ
ル
ト
キ
ハ
此
/
命
令
ハ
殺
カ
ヲ
失
ア

第
二
十
八
僚

ヂ
マ

4
シ
ヂ
ヲ
オ
ル
シ
ユ
タ
ン
ド

住
民
主
千
ヲ
超
ユ
ル
町
村
ニ
テ
ハ
第
三
汲
警
察
勝
ハ
町
村
参
事
合
ノ
同
意
ヲ
得
テ
警
察
命
令
ヲ
愛
ス
ル
コ
ト
ヲ
符

バ
イ
ゲ
オ
ル
ド
ネ
テ
・
シ
エ
ワ
ブ
エ
ン

濁
ニ
テ
参
事
合
ヲ
構
成
ス
ル
町
村
一
一
於
テ
ハ
町
(
村
)
長
及
助
役
ノ
合
議
慢
カ
参
事
合
-
一
代
ハ
ル

町
(
村
)
長
単

あ
む
と
制
度
ヲ
採
山
戸
地
方
一
一
テ
ハ
住
民
五

千
ヲ
超
ユ
炉
あ
む
と
(
町
)
長
ハ
あ
む
と
参
事
合
ノ
同
・
怠
ノ
下
-
一
‘
叉
あ
む
つ
べ
ち
る
く
制
度
ヲ
採
ル
地
方
一
一
テ
ρ

住
民
五
千
ヲ
超
ユ
ル
べ
ち
る
く

(
詐
)

(
村
)
長
ハ
参
事
令
ノ
同
意
ノ
下
ユ
同
様
ノ
穣
能
ヲ
有
ス

あ
一
む
と
は
ラ
イ
シ
ラ
ン
ド
及
び
ウ
エ
ス
ト
フ
ァ

1
レ
ン
に
特
有
の
地
方
岡
鰹
で
あ
る
。
叉
あ
む
ワ
ベ
ち
る
く
は
東
部
諸
州
及
び
シ
ュ
レ
ス
ウ
ィ

(
註
)ヒ

、
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
に
特
有
の
制
度
で
あ
る
。

普
骨
廿
凶
枇
官
察
法
制
の
概
要

(
田
上
)

一
五
五



東
京
商
科
大
田
中
研
究
年
報

法
事
研
究

第
二
放

一
五
六

念
迫
ノ
場
合
-
一
戸
事
前
ノ
同
意
ナ
キ
モ
警
察
命
令
ヲ
後
ス
ル
コ
ト
得

三
級
枇
官
察
・
阪
ノ
申
立
一
一
因
F
、
町
村
一
一
テ
ハ
郡
参
事
合
ヲ
以
テ
、
又
市
-
一
テ
ハ
燃
参
事
A
W
H

ヲ
以
テ
代
ア
ル
コ
ト
ヲ
得

同
意
力
警
察
命
令
ノ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
六
週
間
以
内
-
一
奥
へ
ラ
レ
サ
ル
ト
キ
ハ
第

郡
参
事
令
者
ハ
問
問
参
事
合

ノ
同
意
カ
警
察
命
令
ノ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
三
月
以
内
-
二
央
ヘ
ラ
レ
サ
ル
ト
キ
ハ
此
ノ
命
令
ハ
放
カ
ヲ
失
7

第
一
一
十
九
依

第
六
僚
ユ
某
キ
警
察
官
臆
カ
設
ケ
ラ
ル
ル
ト
キ
ハ
此
ノ
官
隊
ハ
共
ノ
行
政
医
域
ノ
全
部
又
ハ
一
部
二
時
管
底
知
命
令
ヲ
成
政
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

之

カ
然
=
ハ
町
村
参
事
令
ノ
同
怠
ヲ
要
ス

念
迫
ノ
場
合
二
ハ
事
前
ノ
同
・
持
者
ハ
諮
問
ナ
キ
モ
警
察
命
令
ヲ
愛
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

町
(
村
)
長
車
濁
ニ
参
事
A
W
H

ヲ
構
成
ス
ル
町
村
ニ
テ
ハ
町
(
村
)
長
及
助
役
ノ
令
議
機
カ
参
事
令
-
一
代
ハ
ル

ル
ト
キ
ハ
警
察
官
廊
ノ
申
立
二
因
リ
牒
参
事
合
ヲ
以
テ
代
フ
ル
コ
ト
ヲ
得

同
意
カ
警
察
命
令
ノ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
六
週
間
以
内
ニ
奥
ヘ
ラ
レ
サ

燦
参
事
合
ノ
同
意
力
瞥
祭
命
令
ノ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
三
月
以
内
ニ
奥
へ
-
フ
レ

サ
ル
ト
キ
ハ
此
ノ
命
令
ハ
数
力
ヲ
失
プ

第
三
十
時
株

警
察
命
令
=
ハ
法
律
若
ハ
上
級
総
/
法
規
命
令
ト
矛
盾
ス
ル
規
定
ヲ
設
ク
ル
ヲ
得
ス

上
級
警
察
隊
ノ
欝
察
命
令
ノ
規
定
ス
ル
事
項
山
兵
/
明
示
的
二
許
容
ス
ル
場
合
一
一
限
リ
下
級
隊
ノ
警
察
命
令
ヲ
以
テ
補
充
的
規
定
ヲ
奥
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
-

第
三
十
一
候

警
察
命
令
ノ
日
的
ハ
警
察
隊
=
其
ノ
義
務
タ
ル
監
督
ヲ
容
易
ナ
ラ
シ
ム
ル
ノ
ミ
ニ
止
マ
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

警
察
命
令
ノ
内
容
ρ

凝
定
セ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

ト
キ
ハ
警
察
命
令
中
ニ
引
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

警
察
命
令
中
ニ
合
マ
レ
サ
ル
規
定
(
例
ヘ
ハ
止
口
一
万
)
カ
存
縄
期
間
ニ
制
限
ナ
キ
命
令
業
ハ
禁
止
ヲ
合
ム

大
臣
ノ
警
察
命
令
カ
監
督
ヲ
要
ス
ル
施
設
一
一
関
ス
ル
ト
キ
ハ
技
術
的
規
則
ニ
日
付
特
別
ノ
専
門
側
ノ
告
示
ヲ
引
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
符

此
ノ
品
口
一
不
/
公
示
方

法
ハ
枇
官
{
祭
命
令
中
二
之
ヲ
定
ム
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス

其
ノ
公
示
ア
リ
タ
ル
場
合
一
一
ハ
持
邦
法
律
録
-
一
於
テ
引
用
ス
ヘ
シ

第
三
十
二
依

警
察
命
令
二
ハ
左
ノ
事
項
ヲ
明
示
ス
ル
ヲ
要
ス

(

イ

)

其
ノ
内
容
ヲ
瞭
然
9
-
7
シ
ム
ル
名
稀

(

口

)

表
題
二
於
テ
警
察
命
令
タ
ル
コ
ト

(
h
h
)
 

此
ノ
命
令
ヲ
愛
ス
ル
根
嫁
タ
ル
法
律
ノ
規
定



〔
-
一
)

施
行
区
域

シ
斗
テ
ル
レ

他
ノ
機
関
ノ
同
意
芳
ハ
諮
問
カ
法
律
上
規
定
サ
ル
ル
ト
キ
ハ
此
ノ
命
令
ヲ
愛
ス

Y

一
三
付
同
意
者
ハ
諮
問
ヲ
得
9

ル
機
関

第
二
十
六
俊
三
項
二
段
第
二
十
七
俊
三
項
第
二
十
八
僚
二
項
第
二
十
九
僚
二
項
ノ
場
合
ニ
ハ
警
察
命
令
カ
規
定
サ
レ
タ
ル
機
関
ノ
同
意
磐
ρ

諮
問

(

ホ

)ナ
ク
溌
セ
ラ
レ
タ
ル
コ
ト

(

へ

)

溌
布
セ
ル
年
月
日

(

ト

)

命
令
ヲ
愛
シ
ダ
ル
行
政
勝

第
三
十
三
僚

警
察
命
令
=
ハ
之
一
一
違
反
セ
ル
場
合
-
一
第
五
十
五
俊
一
項
三
項
ノ
執
行
笥
及
第
五
十
六
僚
/
代
執
行
ヲ
科
ス
ル
旨
定
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

此

ノ
場
合
一
一
執
行
前
及
代
執
行
ヲ
決
定
ス
ル
ハ
常
一
三
第
三
級
普
察
隊
ト
ス
第
五
十
五
俊
三
項
(
イ
)
務
所
定
ノ
最
高
額
ハ
大
臣
及
州
知
事
ノ
磐
祭
命
令

大
医
ノ
警
察
命
令
ユ
プ
純
然
タ
ル
蓬
反
行
然
-
一
一
封
シ
テ
右
ノ
強
制
方
法
ニ
代
へ
一
五

O
馬
克
以
下
ノ
金
銭
笥
若
ハ
特
二
自
主
場
合

エ
モ
之
ヲ
適
用
λ

=
二
週
間
以
下
ノ
拘
留
ヲ
規
定
ス
ル
コ
ト
ヲ
符

警
察
命
令
ノ
還
反
二
図
ル
執
行
罰
ハ
遣
反
者
カ
其
ノ
行
動
ノ
警
察
蓮
反
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
リ
若
ハ
知
リ
得
へ
カ
リ
シ
場
合
一
一
限
り
議
メ
特
別
/
戎
品
目
ナ
ク

シ
テ
決
定
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

保
護
/
要
ア
ル
利
盆
カ
侵
害
サ
レ
ス
叉
脅
カ
サ
ル
ル
コ
ト
ナ
キ
ト
キ
コ
警
察
命
令
-
一
見
送
反
ス
ル
モ
警
察
機
/
後
勤
ナ
キ
モ
ノ
ト
ス

第
三
十
四
候

警
察
命
令
ハ
其
ノ
施
行
期
間
二
回
附
シ
制
限
ヲ
設
ク
ヘ
シ

放
力
ハ
三
十
年
ヲ
超
ユ
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

施
行
期
間
ノ
制
限
ヲ
設
ケ
サ
ル
警
察

命
令
ハ
共
ノ
愛
布
後
三
十
年
ヲ
以
テ
放
カ
ヲ
失
7

第
三
十
五
僚

此
ノ
規
定
ハ
第
三
十
七
候
所
定
ノ
内
容
ア
ル
替
察
命
令
ユ
ハ
適
用
セ
ス

レ

ギ

ー

ル

ン

グ

ス

ア

ム

ザ

プ

レ

ヴ

テ

ル

ア

ム

り

プ

フ

ヴ

ト

州
知
事
及
第
一
・
ニ
・
三
級
警
察
・
隠
/
警
察
命
令
ハ
際
公
報
ヲ
以
テ
、
伯
林
一
一
テ
ハ
伯
林
第
一
級
品
背
底
抗
限
ノ
公
報
ヲ
以

大
臣
ノ
警
察
命
令
ハ
邦
全
段
ニ
施
行
サ
ル
ル
ト
キ
山
普
邦
法
律
録
ヲ
以
テ
公
布
ス
ヘ
シ

施
行
ス
ル
蘇
ノ
際
公
報
ヲ
以
テ
公
布
シ
、
既
一
一
公
布
ア
リ
ツ
タ
ル
ト
キ
ハ
北
H

邦
法
律
録
-
一
引
用
ス
ヘ
シ

テ
之
ヲ
公
布
ス
へ
シ

大
臣
ノ
其
ノ
他
ノ
警
察
命
令
ハ
之
ヲ

警
察
命
令
カ
既
二
公
布
サ
レ
M

ア
ル
ト
キ
ハ
市
郡

普
魯
西
警
察
法
制
の
蹴
要

(
問
上
)

一
五
七



東
京
商
科
大
向
学
研
究
年
報

公
報
ヲ
以
テ
者
ハ
其
ノ
他
ノ
地
方
慣
例
=
従
ヒ
之
ヲ
援
用
ス
ヘ
シ

法
的
学
研
究

第
二
披

一
五
八

第
三
十
六
位
陣

警
察
命
令
ハ
其
ノ
別
段
ノ
規
定
ヲ
有
セ
サ
ル
限
リ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
一
週
間
一
一
シ
テ
之
ヲ
施
行
ス

第
三
十
七
佼

警
察
命
令
ノ
嬰
更
者
ハ
駿
止
ハ
之
ヲ
後
シ
タ
ル
行
政
勝
ノ
響
察
命
令
ヲ
以
テ
行
ア

第
三
十
八
保

各
大
臣
ハ
其
ノ
所
体
何
事
項
ノ
範
園
ニ
付
下
級
品
育
祭
廊
ノ
警
察
命
令
ヲ
陵
止
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

際
知
事
ハ
共
ノ
賂
ノ
第
二
・
三
級
品
宵
察
廊
ノ
警
察
命
令
ニ
閥
シ
同
様
ノ
機
能
ヲ
有
ス

駿
止
ハ
第
一
一
一
十
五
僚
第
一
段
三
従
ヒ
公
布
ス
ヘ
シ

陵
止
ハ
共
ノ
別
段
ノ
規
定
ヲ
設
ケ
サ
ル
限
リ
公
布
ト
共
二
一
致
カ
ヲ
生
ス

レ
M

タ
ル
地
域
一
一
及
プ

警
察
医
カ
新
ナ
ル
地
域
ノ
編
入
一
一
ヨ
リ
媛
大
サ
ル
ル
ト
キ
ρ

従
来
ノ
警
察
医
ニ
愛
布
サ
レ
タ
ル
警
察
命
令
ハ
披
大
ト
同
時
一
新
ニ
編
入
サ

編
入
サ
レ
タ
ル
地
域
一
二
従
来
総
行
サ
レ
タ
ル
警
察
命
令
ハ
其
ノ
放
力
ヲ
失
プ

第
三
十
九
依

二
以
上
ノ
警
察
院
若
ハ
警
察
医
ノ
一
部
ヲ
以
テ
新
ナ
ル
警
察
医
ヲ
構
成
ス
ル
ト
キ
ハ
従
来
個
キ
ノ
地
域
二
施
行
サ
レ
タ
ル
警
察
命
令
ハ
新
響
察
医
ノ
成

立
ノ
後
六
月
ヲ
絞
テ
放
力
ヲ
失
プ

第
八
卒

時
時
首
察
底
分

第
四
十
後

警
察
底
分
ト
ハ
警
察
幅
削
ノ
下
命
(
K
F
H
M
G

乙ロ
gwね
)
-
一
シ
テ
特
定
/
人
若
山
人
ノ
集
周
二
佼
セ
ラ
レ
且
ツ
命
令
禁
止
又
ρ

法
ノ
規
定
ス
ル
警
察

許
可
者
ハ
諮
明
ノ
拒
否
・
制
限
一
方
ハ
撤
凶
ヲ
合
ム
モ
ノ
ト
ス

鵬
首
察
'
隠
若
ハ
警
察
官
公
吏
カ
肱
背
骨
然
廊
若
ハ
警
察
監
督
廊
ニ
非
サ
ル
行
政
廊
ノ
要
求
=
基
キ
テ
怨
シ
或
ハ
警
察
官
公
吏
カ
率
二
検
事
ノ
補
助
官
公
吏
ト
シ

テ
然
シ
タ
ル
下
命
若
ハ
共
ノ
他
ノ
庭
澄
ハ
本
法
ニ
所
謂
警
察
底
分
ニ
ア
ラ
ス

但
シ
第
十
七
位
陣
ノ
場
合
ハ
此
ノ
限
エ
布
ラ
ス

第
四
十
一
保

警
察
底
分
ハ
警
察
命
令
若
山
特
別
法
律
ニ
基
カ
サ
ル
ト
キ
ハ
公
共
ノ
安
虫
干
若
ハ
秩
序
ノ
妨
害
排
除
或
ハ
公
共
ノ
安
寧
若
ハ
秩
序
=
封
シ
個

ム
ペ
ノ
場
合
一
一
直
接
ス
ル
危
険
防
止
ノ
怨
必
要
ナ
ル
場
合
=
限
リ
テ
放
カ
ヲ
有
ス

公
共
ノ
安
寧
若
ハ
秩
序
ノ
妨
害
排
除
或
ハ
警
察
上
ノ
危
険
ノ
有
放
ナ
ル
防
止
ノ
層
的
諸
種
ノ
方
法
カ
考
ヘ
ラ
ル
ル
ト
キ
ハ
警
察
際
ハ
此
ノ
方
法
ノ
一
ヲ
決

定
ス
ル
ヲ
以
テ
足
ル

此
ノ
場
合
-
一
ハ
ナ
ル
ヘ
ク
底
分
ノ
封
手
方
及
一
般
ヲ
守
ス
ル
コ
ト
最
モ
タ
キ
方
法
ヲ
選
ア
ヘ
シ

封
手
方
ハ
申
立
エ
因
リ
自
己



ノ
役
供
セ
ル
他
/
方
法
ニ
シ
テ
危
険
防
止
一
一
阿
様
ノ
放
呆
ア
ル
モ
ノ
ヲ
適
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

策
一
二
十
一
候
・
現
‘
‘
項
前
段
ノ
規
定
ハ
警
察
底
分
ニ
モ
亦
適
用
ス

此
ノ
申
立
ノ
却
下
戸
新
ナ
ル
警
察
底
分
ト
看
倣
ス

第
四
十
二
保

フζ

(

イ

)

(

口

)

(

ハ

)

法
律
ニ
特
別
ノ
規
定
ナ
キ
限
リ
左
ノ
場
合
ニ
非
サ
レ
ハ
警
察
許
可
砦
ハ
詮
明
(
第
四
十
時
保
)
/
撒
同
君
ハ
事
後
/
制
限
ヲ
然
ス
コ
ト
ヲ
得

(
ニ
ー
)

付
奥
カ
現
行
法
二
一
戦
燭
セ
ル
ト
キ

付
奥
ノ
根
嫁
タ
ル
申
請
人
ノ
記
載
事
項
カ
要
素
一
一
於
テ
不
五
若
ハ
不
完
全
ナ
リ
シ
ト
キ

現
行
法
ノ
穆
夏
セ
ル
場
合
ニ
米
タ
許
可
若
ハ
諮
明
ヲ
使
用
セ
ス
且
新
法
-
一
依
リ
拒
否
ヲ
宜
伸
同
ナ
ラ
シ
ム
ル
事
白
ノ
存
ス
ル
ト
キ

警
察
総
力
阪
-
一
奥
ヘ
タ
ル
許
可
若
ハ
詮
明
ヲ
拒
ム
コ
ト
ヲ
得
へ
キ
事
肉
カ
事
後
一
一
愛
生
シ
、
或
ハ
(
ハ
)
務
ヲ
除
キ
警
察
隊
-
一
知
レ
M

ア
ル
ト

但
シ
個
々
ノ
場
合
-
一
許
可
若
ハ
誇
明
ヲ
撤
阿
ス
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
警
察
上
保
護
ス
へ
キ
利
益
/
危
険
ヲ
遊
ケ
得
サ
ル
ヨ
ト
ヲ
要
ス

警
察
許
可
若
ハ
諮
明
ノ
付
奥
カ
撒
同
ノ
留
保
ヲ
明
示
シ
テ
然
サ
レ
或
ハ
撤
同
方
法
律
ノ
明
示
規
定
=
ヨ
リ
可
能
ナ
ル
ト
キ
ハ
之
カ
撤
両
者
ρ

事
後
ノ
制

キ

第
四
十
三
僚

限
ρ

何
時
一
一
テ
モ
警
察
上
ノ
利
盆
一
一
一
於
テ
行
ブ
ヲ
得

線
描
順
的
数
力
ア
ル
警
察
虎
分
ヲ
後
シ
タ
w
F

後
之
ヲ
存
綬
セ
シ
ム
ル
要
件
ヲ
失
ヒ
タ
ル
ト
キ
ρ

底
分
ノ
勤
手
方
ρ

之
カ
駿
止
ヲ
請
求
ス
ル
コ

ト
ヲ
得

第
四
十
四
僚

陵
止
申
立
ノ
却
下
ハ
警
察
底
分
ト
肴
倣
ス

ヴ

Y
イ

A

寸ン

警
察
底
分
ハ
口
一
銭
・
文
書
者
ハ
標
識
ヲ
以
テ
愛
ス
M
Y

ヲ
符

警
察
虎
置
ノ
直
接
執
行
ハ
警
察
庭
分
ヲ
愛
ス
ル
コ
ト
ト
同
様
ニ
取
扱
7

文
書
ヲ
以
テ
愛
ス
ル
警
察
底
分
ハ
之
ヲ
愛
ス
ル
ニ
九
百
リ
文
書
ヲ
以
テ
理
由
ヲ
付
ス
へ
シ

準
同
察
品
品
分
ニ
ヨ
り
官
接
権
利
ヲ
侵
害
サ
レ
タ
ル
者
ハ
警
察
底
分
カ
送
達
サ
レ
、
者
ハ
到
達
シ
若
ハ
之
ヲ
知
リ
タ
ル
時
ヨ
リ
二
週
間
以
内
一
一

第
四
十
五
僚

之
ニ
劃
シ
テ
訴
願
ヲ
提
起
ス
ル
コ
ト
ヲ
符

訴
願
ハ
文
書
者
ρ

調
書
品
目
依
リ
底
分
隊
一
て
提
出
ス
へ
シ

地
方
警
備
隊
ノ
官
吏
若
ハ
共
ノ
他
ノ
第
七
俊
一
一
依
リ
警
察
路
一
一
配
置
サ
レ
タ
ル
警
察
官
吏
カ
底
分
ヲ
後
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
訴
願
ハ
管
轄
警
察
臆
ノ
長
ニ
提

出
ス
へ
キ
モ
ノ
ト
ス

普
魯
商
警
察
法
制
の
概
要

(
同
上
」

'K 
九



東
京
本
間
科
大
血
中
山
附
究
年
報

法
事
研
究

~i 

号車

ノ、

O 

訴
願
力
管
轄
遠
ノ
警
察
・
艇
一
一
法
定
期
間
内
一
二
提
出
サ
レ
タ
ル
ト
キ
ハ
訴
願
ノ
期
間
ハ
遵
守
サ
レ
ダ
ル
モ
ノ
ト
看
倣
ス

此
ノ
場
ム
口
一
一
ハ
訴
願
ハ
遅
滞
ナ

タ
片
目
轄
枇
宵
庄
内
臨
-
一
移
送
サ
ル
へ
キ
モ
ノ
ト
ス

第
四
十
六
僚

警
察
庭
分
ノ
適
法
性
並
ヒ
一
一
合
目
的
性
ハ
訴
願
ヲ
以
テ
争
プ
コ
ト
ヲ
何
時

第
四
十
七
保

第
四
十
五
依
ユ
依
り
受
領
ノ
権
限
ア
ル
行
政
勝
カ
白
ラ
救
済
ヲ
議
シ
且
之

-7臨
応
ス
ル
決
定
ヲ
奥
ヘ
サ
ル
ト
キ
ρ

訴
願
ヲ
裁
決
擦
一
一
一
提
出
ス

ヘ

シ
訴
願
ノ
裁
決
勝
ハ
左
ノ
如
シ

(

イ

)

(

ロ

)

町
村
ノ
第
三
級
警
察
践
ノ
底
分
ニ
封
シ
テ
ハ
都
長

但
シ
郡
長
白
身
カ
第
三
級
警
官
財
閥
臨
ナ
ル
ト
キ
ハ
此
ノ
限
エ
在
ラ
ス

市
ノ
第
三
級
警
察
隊
・
第
三
級
警
察
勝
ト
シ
テ
ノ
郡
長
及
讐
察
官
廊
ノ
底
分
ニ
釘
シ
テ
ρ

際
知
事

(

ハ

)

第
二
級
警
察
隊
ノ
産
分
ニ
劃
シ
テ
山
懸
知
事

(

ユ

)

伯
林
高
級
助
役
及
第
三
・
二
級
警
察
隙
ト
シ
テ
ノ
伯
林
警
視
総
監
ノ
底
分
ニ
封
シ
テ
ハ
伯
林
市
長

(

ホ

)

麻
知
事
及
第
一
級
警
察
隊
ト
シ
テ
ノ
伯
林
箸
組
織
監
ノ
上
随
分
ニ
封
シ
子
ハ
州
知
事

第
四
十
八
僚

第
四
十
七
位
陣
ノ
場
合
二
於
ケ
ル
却
下
ノ
裁
決
ハ
文
書
ヲ
以
テ
奥
ア
ヘ
ご

裁
決
ニ
ハ
叩
明
白
ヲ
付
シ
旦
第
四
十
九
僚
ノ
規
定
-
一
ヨ
ル
救
済
方

法
ノ
毅
一
不
ヲ
合
ム
ヘ
シ

却
下
ノ
裁
決
一
一
シ
テ
此
ノ
規
定
一
一
違
反
ス

Y
ト
キ
ρ

事
後
ノ
救
済
方
法
ノ
提
起
ハ
期
間
エ
拘
束
サ
ル
ル
コ
ト
ナ
シ

却
下
ノ
裁
決
2

針
シ
テ
ρ

二
週
間
以
内
ニ
第
四
十
七
修
二
項
(
イ
)
乃
至
(
一
)
ノ
場
合
一
一

ρ

懸
参
事
合
二
第
四
十
七
依
二
項
(
ホ
)
ノ

第
四
十
九
僚

場
合
ニ
ハ
高
等
行
政
裁
判
判
所
三
行
政
訴
訟
-
一
ヨ
ル
訴
ヲ
捻
起
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

勝
参
事
令
ノ
構
成
員
カ
繋
属
事
件
ノ
庭
現
ニ
闘
奥
セ
ル
者
ナ
ル
ト
キ
ハ

除
斥
セ
ラ
戸

訴
ハ
裁
決
臆
ヲ
被
告
ト
ス

第
五
十
僚

訴
ハ
裁
決
カ
現
行
法
三
戦
燭
Z

ル
カ
然
エ
原
告
ノ
権
利
ヲ
侵
害
ス
ト
ノ
理
由
一
了
間
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

現
行
法
ノ
訣
レ
ル
適
用
ハ
行
政
府
嗣
ノ
愛
動
ヲ
王
宮
ナ
ラ
シ
ム
ヘ
キ
事
資
カ
存
セ
サ
リ
シ
場
合
-
一
モ
之
ア

Y
モ
ノ
ト
ス

第
五
十
一
日
係

感
参
事
合
ノ
判
決
ニ
封
シ
チ
ハ
高
等
行
政
裁
判
所
二
上
告
ス
ル
救
済
方
法
ヲ
奥
7



第
五
十
二
篠

訴
願
手
緩
及
行
政
訴
訟
ノ
裁
判
ハ
糠
へ
子
私
法
上
ノ
諸
聞
係
二
影
響
ヲ
及
ホ
ス
コ
ト
ナ
シ

第
五
十
三
係

法
的
救
済
方
法
ノ
提
起
ハ
法
律
カ
特
別
ノ
規
定
ヲ
明
示
シ
或
ハ
底
分
勝
力
公
益
上
章
一
大
ナ
山
戸
市
見
山
ニ
基
キ
即
時
執
行
ヲ
要
求
ス
ル
相
場
合
・

外
ハ
停
止
的
数
泉
ヲ
有
ス

第
五
十
内
保

外
人
響
察
事
務
一
一
関
ス
ル
警
察
底
分
ノ
救
済
方
法
ハ
内
務
省
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム

第
九
章

枇
背
広
知
行
政
府
総
ノ
強
制
手
段

第
五
十
五
線

警
察
臨
ハ
可
剖
行
然
ノ
刑
事
訴
追
ヲ
妨
ケ
サ
ル
限
リ
、
形
式
的
ニ
総
定
シ
若
ハ
第
五
十
三
候
=
依
リ
即
時
執
行
ヲ
要
ス
ル
警
察
底
分
ノ
選

奈
ヲ
、
義
務
者
ノ
費
用
負
捨
-
一
一
於
テ
強
制
サ

Y
ヘ
キ
行
怨
ヲ
費
施
シ
若
ハ
執
行
罰
ヲ
確
定
シ
若
ハ
泣
接
強
制
ヲ
用
ヒ
テ
遂
行
ス
ル
コ
ト
ヲ
符

内
務
大

区
ハ
直
接
強
制
ノ
適
用
殊
ニ
武
器
ノ
使
用
ニ
閥
ス
ル
原
則
ヲ
後
布
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

強
制
手
段
ノ
適
用
ニ
管
控
訴
底
資
ノ
直
接
執
行
ノ
場
合
(
第
四
十
四
俊
一
項
二
段
)
ヲ
除
ク
ノ
外
濠
メ
之
ヲ
戒
告
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

戒
告
ハ
念
迫
ノ
場

令
ヲ
除
ク
ノ
外
文
書
ヲ
以
テ
免
ス
コ
ト
ヲ
要
ス

執
行
罰
ヲ
戎
告
ス
ル
ニ
ハ
共
ノ
金
額
ヲ
定
ム
へ
シ

強
制
サ
ル
ル
行
怨
ノ
代
執
行
ヲ
戎
比
口
ス
ル
ト
キ

戸
戎
告
一
一
於
テ
珠
メ
費
用
金
額
ヲ
見
積
戸
へ
キ
モ
ノ
ト
ス
.

代
執
行
ュ
?
急
迫
ノ
場
合
ノ
外
相
蛍
ノ
期
限
ヲ
附
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス

(

イ

)

総
へ
テ
戒
告
一
一
一
於
テ
執
行
部
ハ
左
/
金
額
ヲ
超
ユ
ル
ヲ
得
ス

ワ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク

一
五

O
馬

克

第
一
級
警
察
隙
エ
依
ル
ト
キ

(

ロ

)

第
二
級
警
察
腺
ニ
依
ル
ト
キ

一(
U
O
M
向
克

(
h
h
)
 

第
三
級
警
察
臨
ニ
依
ル
ト
キ

五

O
馬
兎

執
行
罰
ハ
行
政
上
ノ
強
制
徴
牧
手
縞
二
三
り
徴
牧
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

テ
決
定
サ
レ
タ
ル
強
制
手
段
ニ
非
サ
ル
限
リ
善
良
知
違
反
ノ
絞
態
カ
存
積
ス
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
之
ヲ
行
ブ
コ
ト
ヲ
得
ス

行
層
地
カ
義
務
者
ノ
負
擦
ニ
一
於
テ
貸
施
サ
レ
ダ
J
W
Y

卜
キ
ハ
警
察
路
ハ
費
用
額
ヲ
義
務
者
ヨ
リ
行
政
上
ノ
強
制
徴
牧
手
旗
-
一
ヨ
リ
徴
牧
ス

Y
コ
ト
ヲ
得

此
ノ
徴
収
ハ
禁
止
ノ
遂
行
或
ハ
第
三
十
三
保
二
地
キ
事
前
ノ
特
別
ノ
戎
告
ナ
ク
シT象

メ
決
定
サ
レ

9

Y
費
用
額
モ
亦
同
様
-
一
シ
テ
徴
牧
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

普
魯
丙
磐
田
家
法
制
の
概
要

(
図
上
)

ム
ノ、



東
京
商
科
大
町
学
研
究
年
報

法
挙
研
究

第
二
務

ム

ノ、

警
察
下
命
ノ
場
合
一
一
ハ
警
察
違
反
ノ
れ
状
態
カ
除
去
サ
ル
ル
迄
強
制
手
段
ヲ
反
覆
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

警
察
禁
止
ノ
相
場
合
一
一
ハ
違
反
ノ
総
ヘ
テ
ノ
相
場
合
-
一
付

強
制
手
段
ヲ
決
定
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
五
十
六
候
執
行
罰
ノ
徴
牧
不
可
能
ノ
場
合
ニ
ハ
拘
留
ヲ
戎
比
口
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

(
ハ
)
ハ
一
週
間
ヲ
超
ユ
ヘ
カ
ラ
ス

拘
留
ハ
第
五
十
五
俊
三
項
(
イ
)
ハ
三
週
間
、
(
口
)
ハ
二
週
間
、

拘
留
ノ
戒
告
ハ
常
ユ
文
書
ヲ
以
テ
シ
且
期
間
ヲ
確
定
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

徴
収
ヲ
試
ミ

R
ル
毛
放
呆
ナ
カ
リ
シ

ト
キ
或
ハ
徴
牧
ノ
殻
呆
ナ
キ
コ
ト
カ
確
定
セ

Y
ト
キ
ハ
拘
留
ヲ
執
行
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

執
行
ρ

警
察
下
命
ニ
テ
ハ
警
察
違
反
ノ
決
態
カ
存
績
ス
ル
ユ
非

サ
レ
ハ
之
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
符
ス

内
務
省
令
ニ
依
リ
義
務
者
一
一
町
村
君
ハ
町
村
組
合
一
ニ
労
務
ヲ
供
給
シ
テ
拘
留
ヲ
兎
ル

Y
途
ヲ
開
ク
コ
ト
ヲ
得

詳
細
ニ
規
定
ス
ル
ユ
就
キ
テ
ハ
、
一
日
ノ
拘
留
二
代
ア
ル
エ
一
日
ノ
勢
務
ヲ
以
テ
シ
、
又
牒
労
務
一
一
就
ク
者
ハ
事
後
強
制
サ
ル

Y
行
怨
ヲ
履
行
シ
叉
ハ
執

内
務
省
令
ヲ
以
テ
履
行
ス
ヘ
キ
労
務
ヲ

行
笥
ヲ
支
挽
ア
コ
ト
二
依
リ
勢
務
ヲ
免
除
サ
ル
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
モ
ノ
ト
ス

第
五
十
七
僚

第
三
十
三
依
ノ
強
制
手
段
ノ
決
定
二
首
シ
テ
ハ
警
察
底
分
一
ニ
封
ス
ル
ト
同
様
ノ
救
済
方
法
ヲ
認
ム

但
シ
単
品
決
定
サ
レ
タ
ル
強
制
手
段

ノ
金
額
ノ
ミ
カ
争
ハ
山
戸
ル
場
合
一
一
ハ
訴
願
ノ
外
第
四
十
九
候
ノ
訴
ノ
ミ
認
メ
、
第
五
十
一
日
傑
ニ
依
ル
上
ム
日
ハ
之
ヲ
許
サ
ス

第
五
十
五
保
ニ
一
於
ケ
ル
強
制
手
段
ノ
戒
告
カ
警
察
底
分
一
一
合
マ
ル
ル
ト
キ
ハ
此
ノ
戒
告
ハ
警
察
庭
分
ト
共
-
一
ス
ル
ュ
非
サ
レ
ハ
之
ヲ
晶
子
ア
ヲ
得
ス

E長

制
手
段
ノ
戎
告
カ
濁
立
一
二
為
サ
ル
ル
ト
キ
ハ
之
一
二
対
シ
テ
其
根
嫁
タ

V
警
察
底
分
-
一
封
ス
ル
ト
同
様
ノ
救
済
方
法
ヲ
認
ム

此
ノ
場
合
-
一
ハ
其
ノ
警
察

底
分
力
戎
ム
口
y
ト
キ
段
ニ
争
ヒ
得
サ
リ
シ
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
戎
A
日
ヲ
争
フ
ト
同
時
ニ
其
ノ
警
察
底
分
ヲ
モ
争
フ
コ
ト
ヲ
得

形
式
的
ニ
慨
定
セ
ル
磐
田
察
底
分
ノ
遂
行
ノ
然
ノ
、
強
制
手
段
ノ
戎
比
口
並
ヒ
エ
強
制
手
段
ノ
決
定
若
ハ
賛
行
一
一
封
シ
テ
ハ
、
唯
二
週
間
以
内
ニ
職
務
上
ノ

監
管
臨
一
一
訴
願
ヲ
提
起
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ノ
ミ
ト
ス

取
消
ノ
争
訟
ハ
停
止
的
放
果
ナ
シ

但
シ
執
行
罰
ノ
徴
収
・
拘
羽
田
ノ
執
行
・
町
村
労
務
ノ
服
役
強
制
ハ
泊
中
訟
カ
形
式
的
ニ
確
定
ス
ル
エ
室
ル
迄
之
ヲ
行

ア
コ
ト
ヲ
得
ス

第
十
章

警
察
行
政
臨
ノ
共
ノ
他
ノ
下
命



策
五
十
八
後

警
察
際
カ
特
別
ノ
岡
者
ハ
邦
法
律
ニ
基
キ
テ
法
的
放
呆
ア
ル
下
命
・
確
定
・
告
示
等
ヲ
ナ
シ
得
ル
場
合
一
一
戸
法
律
一
一
別
段
ノ
規
定
ナ
キ
限

リ
次
ノ
筑
定
ノ
適
用
ヲ
受
ク

(

同

)

特
定
人
ニ
封
ス
ル
下
命
共
ノ
他
ニ
ハ
第
四
十
一
俊
一
・
二
項
ノ
規
定
ヲ
除
ク
ノ
外
警
察
底
分
ノ
規
定
ヲ
適
用
ス

一
般
的
拘
束
力
ア
ル
規
則
共
ノ
他
ハ
第
三
十
二
僚
(
イ
)
(
ハ
)
(
一
己
(
ホ
)
(
へ
)
(
ト
)
及
第
三
十
一
候
二
項
三
従
フ
コ
ト
ヲ
要
λ

之
ハ
第

(

イ

)十
五
依
ニ
従
ヒ
公
布
サ
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス

第
十
一
章

警
察
罰
慮
分

第
五
十
九
僚

警
察
隙
ハ
其
ノ
管
轄
区
域
-
一
テ
犯
サ
V

旦
其
ノ
楼
限
ノ
範
園
ユ
属
ス

Y
蓮
券
界
一
一
一
封
シ
テ
警
察
虚
分
ヲ
以
テ
刑
罰
ヲ
確
定
シ
叉
定
メ
ラ
レ

タ
ル
浸
牧
ヲ
科
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

拘
留
ハ
十
四
日
ヲ
超
ユ
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

比
較
的
経
微
ナ
ル
場
合
=
ρ
警
察
罰
底
分
ヲ
免
ル
ヘ
シ

枇
宵
底
知
罰
底
分
ニ

代
へ
者
ハ
之
ト
共
一
一
警
察
底
分
ヲ
愛
シ
叉
ハ
手
数
料
免
除
ノ
警
察
謎
責
ヲ
奥
フ
ル
コ
ト
ヲ
符

t
リ
テ
ー
ル
ペ
ル
ゾ
ネ
シ

軍
人
軍
属
及
十
八
歳
以
下
ノ
少
年
ニ
ハ
拘
脅
若
ハ
金
銭
笥
二
代
ル
自
由
刑
ρ
之
ヲ
科
セ
ス

左
/
場
合
ミ
ハ
枇
宵
察
駿
一
一
ヨ
ル
刑
ノ
確
定
ナ
シ

第
六
十
僚

(

イ

)

公
課
若
戸
地
租
ノ
徴
牧
規
定
ニ
封
ス
ル
違
犯

(

ロ

)

雌
刷
業
警
察
ノ
規
則
ニ
封
ス
ル
違
犯

第
六
十
一
日
係

警
察
罰
品
品
分
ハ
後
布
サ
ル
へ
キ
施
行
規
則
ニ
従
ヒ
罪
責
ア
ル
者
二
公
務
員
ヲ
遜
シ
テ
之
ヲ
交
付
若
ハ
送
達
ス
へ
シ

第
六
十
二
依

刑
事
訴
訟
法
第
四
百
十
三
候
所
定
ノ
正
式
裁
判
ノ
申
立
ニ
代
へ
テ
罪
責
ア
(
リ
ト
サ
レ
タ
)
ル
者
ハ
普
察
笥
底
分
ノ
治
達
後
二
週
間
以
内

-
一
之
=
蛍
シ
テ
直
接
上
級
ノ
警
察
監
督
勝
一
一
訴
願
ヲ
提
起
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

共
ノ
裁
決
ニ
ハ
不
服
申
立
ノ
念
ナ
シ

十
四
歳
乃
至
十
八
歳
ノ
罪
責
ア
ル
者
ユ
封
シ
テ
警
察
罰
底
分
力
愛
セ
ラ
レ
タ
ル
ト
キ
ハ
共
ノ
法
定
代
理
人
モ
亦
訴
願
ヲ
提
起
シ
叉
ハ
豆
式
裁
列
ヲ
申
立

ツ
ノ
b
y

コ
ト
ヲ
待

第
六
十
三
候

警
察
部
底
分
ユ
ハ
刑
事
訴
訟
法
第
四
百
十
三
依
一
一
一
環
ノ
記
載
事
項
ノ
外
金
銭
罰
ノ
支
扮
ハ
ル
ヘ
キ
金
庫
ヲ
記
載
シ
且
ツ
疋
式
裁
舛
ノ
申
立

普
品
耳
行
内
各
円
察
法
制
の
概
要

(
岡
上
)

_L.  ノ、



東
京
商
科
大
血
中
研
究
年
報

法
的
争
研
究

第
二
競

一
六
回

一
一
代
ヘ
テ
送
達
後
二
週
間
以
内
二
一
特
ニ
指
定
サ
ル
ル
警
察
監
台
臨
ニ
訴
願
ヲ
提
起
ス
ル
ヲ
得
L
N
U

日
ノ
注
意
ヲ
含
ム
コ
ト
ヲ
要
ス

第
六
十
四
僚

此
ノ
手
続
(
第
五
十
九
僚
乃
至
第
六
十
三
日
係
)
-
一
ハ
印
紙
及
手
数
料
ヲ
要
セ
ス

但
シ
刑
罰
カ
不
服
申
立
人
二
終
局
的
ニ
確
定
セ
ル
ト
キ

ρ

常
ニ
究
費
ハ
制
定
サ
ル
へ
キ
施
行
規
則
ニ
従
ヒ
テ
有
罪
者
ノ
負
携
ト
ス

第
六
十
五
俊

本
法
-
一
ヨ
リ
終
局
的
二
確
定
セ
ル
金
銭
笥
並
ヒ
一
二
次
牧
セ
ル
物
二
馨
祭
罰
底
分
ヲ
愛
シ
タ
ル
行
政
府
船
二
封
シ
テ
直
接
ノ
警
察
費
用
ヲ
負

携
ス
ル
者
ニ
蹄
属
ス

右
ノ
師
同
局
ヲ
受
ク
ル
者
ρ

罪
責
ア
ル
者
ヨ
リ
徴
牧
不
能
ナ
ル
限
リ
刑
罰
ノ
滋
定
及
執
行
ヨ
リ
生
ス
ル
費
用
ヲ
負
携
ス
ル
義
務
ヲ
有
ス

第
六
十
六
保

枇
背
広
川
罰
底
分
ニ
シ
テ
執
行
可
能
ト
ナ
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
同
一
ノ
行
傍
ニ
日
付
更
一
一
止
日
後
サ
ル
山
戸
コ
ト
ナ
シ

但
シ
其
ノ
行
然
カ
遠
巻
罪
一
一
非
ス

シ
テ
経
罪
者
ハ
主
罪
ニ
該
作
同
シ
従
ツ
テ
警
察
臆
カ
其
ノ
擢
限
ヲ
除
越
セ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ト
キ
ρ

此
ノ
限
ニ
荘
一
ア
ス

右
ノ
場
合
ニ
ハ
訴
訟
手
糠
ノ
間
内
科
箭
底
分
ノ
執
行
ヲ
停
止
ス
ヘ
シ

経
罪
者
ハ
玄
罪
ノ
判
決
確
定
ス
ル
ト
キ
ハ
科
笥
底
分
ハ
共
ノ
数
カ
ヲ
失
ア

第
六
十
七
佼

警
察
隣
ハ
軍
人
軍
属
一
一
針
シ
テ
、
通
常
裁
判
所
カ
有
罪
剣
決
ヲ
一
一
一
日
渡
ス
権
限
ア
ル
逮
瞥
罪
-
一
限
り
金
銭
罰
ヲ
科
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
六
十
九
佼

警
察
罰
産
分
カ
罪
責
ア
ル
者
ニ
交
付
サ
ル
ル
ニ
先
立
チ
テ
阪
裁
判
所
検
事
カ
公
訴
ヲ
挺
起
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
此
ノ
底
分
ハ
放
カ
ヲ
失
7

限
裁
剣
所
ニ
一
止
式
裁
列
ノ
申
立
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
之
ニ
闘
ス
ル
詮
明
ハ
申
立
人
-
ア
無
償
一
一
テ
交
付
ス
ヘ
シ

第
六
十
八
俊第

十
一
一
章

葬
祭
下
命
-
一
廿
ポ
グ
損
脊
賠
償
請
求
権

第
七
十
僚

第
二
十
一
候
ノ
場
合
一
一
賠
償
義
務
カ
他
/
法
律
一
一
規
定
サ
レ
サ
ル
ト
キ
ハ
、
警
祭
上
ノ
底
資
ヲ
受
ケ
ダ
ル
者
ハ
之
二
図
リ
テ
生
シ
タ
ル
損
害

此
ノ
底
資
カ
封
手
方
/
身
同
問
若
ハ
財
産
ノ
保
護
ノ
矯
ニ
怨
サ
レ
タ
ル
ト
キ
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ス

前
項
ρ

鍍
業
箸
祭
-
一
闘
ス
ル
場
合
ヲ
除
キ
第
四
十
二
位
陣
一
項
(
ハ

)
(
-
G
ノ
場
合
-
一
モ
之
ヲ
適
用
ス

ノ
賠
償
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
七
十
一
佼

前
線
ノ
場
合
一
一
ニ
山
首
築
廃
澄
ヲ
遂
行
セ
ル
勢
察
官
阻
ノ
間
接
/
警
察
費
用
ヲ
負
捨
ス
ル
者
カ
損
害
賠
償
ノ
義
務
ヲ
負
7

第
七
十
二
倹

第
七
十
俊
一
項
ノ
相
場
合
-
一
ハ
損
害
賠
償
義
持
者
ハ
事
務
管
理
ノ
民
法
規
定
ニ
従
ヒ
本
法
第
十
八
僚
乃
至
第
二
十
僚
ノ
警
察
義
務
者
二
釣
シ

其
ノ
費
用
ノ
償
還
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
符



第
七
十
三
保

第
七
十
僚
乃
至
前
僚
ニ
基
ク
箭
求
ニ
閥
シ
テ
ハ
遜
常
裁
剣
手
続
一
一
依
リ
ノ
テ
之
ヲ
裁
判
門
ス

第
十
三
章

終
過
規
定
及
附
則
(
省
略
)

ロ

新
法
典
に
現
は
れ
た
る
警
察
法
の
特
色

警
察
の
観
念

警
察
と
は
直
接
に
社
合
公
共
の
利
益
の
免
に
、
園
家
の
統
治
権
に
基
づ
き
人
民
に
命
令
し
又
は
強
制
す
る
作
用

で
あ
る
。

(
一
一
)

岡
家
の
一
般
統
治
権
に
基
づ
く
作
用

法
治
主
義
に
於
い
て
は
、
間
家
(
及
び
共
の
機
関
)
と
圏
構
に
服
従
す
る
人
民
と
の

聞
に
法
律
関
係
が
成
立
す
る
の
で
あ
っ
て
、
是
は
法
律
の
拘
束
力
の
根
擦
で
あ
り
又
最
も
一
般
的
た
樺
力
関
係
で
あ
る
。
警
察
権
は
此
の

(
註
二

関
係
に
基
づ
き
、
随
っ
て
そ
れ
は
法
律
の
補
充
及
び
執
行
で
あ
り
、
特
別
樺
力
関
係
に
於
け
る
職
樺
の
行
使
と
は
異
る
。
新
法
典
は
第
三

十
三
僚
を
以
て
警
察
犯
に
封
す
る
罰
則
を
大
臣
の
命
令
に
限
り
、
法
律
の
委
任
た
き
場
合
に
は
、
共
の
他
の
調
立
命
令
に
唯
執
行
罰
の
み

を
認
め
た
。
大
臣
の
命
令
に
罰
則
を
許
容
す
る
法
僚
は
、
厳
格
に
謂
へ
ば
依
然
委
任
に
非
歩
し
て
授
樺
で
あ
る
が
、
兎
に
角
法
治
主
義
を

(
註
二
)

本
僚
の
如
く
忠
貨
に
維
持
す
る
に
至
っ
て
、
始
め
て
明
か
に
饗
察
命
令
が
行
政
命
令
と
具
る
こ
と
を
主
張
し
侍
る
の
で
あ
る
。
共
に
純
然

た
る
磐
察
監
督
の
み
の
危
に
は
管
察
命
令
を
奮
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
(
J
ぷ
十
)
。
是
は
堂
一
議
に
服
す
る
基
礎
が
特
別
権
力
関
係
と
異

(註一一一)

る
露
で
あ
っ
て
、
監
替
権
の
都
民
動
は
唯
特
別
の
法
律
が
あ
る
場
合
に
限
る
の
で
あ
る
。

新
法
典
第
一
僚
は
警
察
榛
統
一
の
原
則
を
一
不
す
。
警
察
樺
が
囲
王
の
名
に
於
い
て
行
使
さ
れ
る
こ
と
は
、
第
十
九
世
紀
初
期
に
既
に
普

(
註
四
)

魯
西
で
認
め
ら
れ
た
所
で
あ
る
。
是
に
白
り
、
自
治
行
政
臆
が
警
察
樺
を
行
使
す
る
の
は
常
に
委
任
事
務
で
あ
っ
て
、
共
の
責
任
は
替
察

監
.
笠
臨
が
手
乞
問
ふ
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
。
又
警
察
属
に
は
訓
令
が
瑳
せ
ら
れ

(
4伽
)
、
差
一
品
事
務
の
委
任
に
嘗
つ
て
は
特
別
の
認
可
を

普
魯
阿
各
政
同
法
制
の
概
要

(
向
上
)

一
六
五
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A町玖，

件》

訪主

一一一六六

(主
i
)

又
警
察
樺
の
行
使
に
就
い
て
も
統
一
が
保
持
さ
れ
る
。

必
要
と
す
る
(
詳
ヤ

0
2言
察
鹿
の
権
限
は
通
常
排
他
的
で
あ
り
、

警
俊
一
回
目
的
(
時
伽
)

警
察
は
同
よ
り
吐
舎
公
共
の
利
益
を
保
護
す
る
こ
と
を
直
接
の
目
的
と
じ
、
随
っ
て
内
務
行
政
の
全
般
に

(
註
六
)

亙
っ
て
殻
動
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
唯
警
察
が
人
民
の
自
然
の
自
由
を
拘
束
す
る
性
質
上
、
法
治
主
義
の
遁
用
を
受
け
、
共
の
結
果
警
察

(
一
一
)

の
潤
立
命
令
の
目
的
は
更
に
一
屠
制
限
を
蒙
む
る
の
で
あ
る
。
印
ち
法
律
の
規
定
あ
る
と
き
は
格
別
で
あ
る
が
(
一
議
)
、
然
ら
ざ
る
場
合

に
は
本
俊
一
項
の
治
安
の
目
的
に
制
約
さ
れ
る
。

本
僚
が

m
S
]
[同
口

kpHL出
・
に
封
し
て
具
る
主
た
黙
は
、
ん
女
寧
秩
序
の
維
持
と
災
厄
の
深
防
と
を
不
可
分
の
要
件
と
し
た
こ
と
、
及

び
忠
寅
た
る
裁
量
(
M
V
自白
E
E
P
2
f
g
肘
吋

H
U
2
2ロ
)
と
現
行
法
に
眠
鯛
せ
ざ
る

U
H
O
B
H
H
P
V
H
p
o
p
&
s
m
o
H
g戸
山
町
一
回
。

2
え
回
。
〉
と
を

(
註
七
)

規
定
に
挿
入
し
た
こ
と
で
あ
る
。
特
に
注
意
す
べ
き
は
弐
の
諸
黙
で
あ
る
。
同
公
共
の
道
路
水
路
に
於
け
る
交
通
を
容
易
な
ら
し
む
る
こ

と

(
F色
合
げ
岱

mr色
酔
会
肖

4
2即
時
同
月
)

は

kpFHN・
の
授
榛
の
範
国
に
属
せ
や
ノ
、
寧
ろ
奮
符
察
行
政
法
第
六
僚
(
ロ
)
競
を
以
て
認
め
ら
れ

(
註
八
)

た
所
で
あ
る
が
、
新
法
典
で
は
「
秩
序
」
の
概
念
に
官
然
包
含
さ
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
附
「
平
穏
」
の
概
念
は
新
法
典
で
は
安
寧
と
秩

(
詮
九
)

序
の
概
念
に
吸
収
さ
れ
た
。

uw
「
秩
序
」
と
は
枇
舎
的
倫
明
的
通
念
に
於
い
て
、
共
の
服
従
が
人
類
共
同
生
活
の
察
、
柴
の
必
須
の
前
提
と

(註一

O
)

看
倣
さ
れ
る
規
範
の
全
躍
を
意
味
す
る
。
陪
っ
て
奮
法
制
と
同
じ
く
新
法
典
に
在
り
て
も
、
災
害
稜
防
の
概
念
は
著
し
く
損
張
さ
れ
る
の

(
註
一
一
)

で
あ
る
。

殊
に
本
僚
は
秩
序
の
維
持
と
災
害
議
防
と
を
不
可
分
に
結
合
し
た
け
れ
ど
も
、

一
般

(krH-mgHa己
E
C
な
る
文
字
は
公
衆

(
句
ロ
ヴ
ロ
H
E
E
U
の
み
た
ら
や
有
形
無
形
の
公
共
の
利
益
を
令
み
、
随
っ
て
所
謂
危
険
の
防
止
は
枇
合
生
活
の
障
害
の
除
去
と
同
一
範
固
に

及
ぶ
の
で
路
仁
℃
州
警
察
が
個
人
の
保
護
の
需
に
殻
動
す
る
場
合
に
は
、
常
に
公
共
の
利
益
の
危
険
を
伴
ふ
場
合
で
た
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

此
の
警
察
公
共
の
原
則
は
奮
法
制
で
も
理
論
上
認
ぬ
ら
れ
た
所
で
あ
る
が
、
新
法
典
は
明
文
を
以
て
是
を
確
認
し
た
の
で
あ
る
。



警
察
は
樺
カ
を
以
て
人
民
に
命
令
し
又
は
強
制
す
る
作
用
で
あ
る
か
ら
‘
営
然
に
法
治
主
義
の
遁
用
を
受
け
る
。

法
治
主
義
に
依
れ
ば
、
警
察
命
令
又
び
警
察
底
分
は
巌
格
に
吉
伸
『
回
目
指
。
B
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
猫
立
た
る
警
察
命
令
は
唯
経
過
現
象

(一一ニ〉

警
察
の
手
段

と
し
て
の
み
説
明
す
る
墜
説
も
あ
る
。
然
る
に
新
法
典
第
十
四
僚
で
は
「
現
行
法
三
位
鯛
セ
サ
ル
限
リ
」
と
規
定
し
た
。
是
は
疑
も
な
く

(
註
一
一
ユ
〉

H
M

『P
O仲

S
F
m山
岳
民
の
警
察
樺
を
意
味
す
る
。
バ
イ
エ
ル
ン
及
び
パ

l
J
ア
ン
の
警
察
罰
法
典
に
於
い
て
は
警
察
命
令
の
覇
束
性
が
認
め
ら
れ
、

(
設
一
四
)

ト
マ
は
設
に
経
過
現
象
と
異
る
法
治
主
義
の
寅
現
あ
り
と
主
張
す
る
け
れ
ど
も
、
是
は
主
と
し
て
警
察
罰
の
規
律
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

新
法
典
で
は
上
述
の
如
く
第
三
十
三
僚
に
依
る
改
正
を
以
て
甫
調
法
制
に
近
づ
い
た
け
れ
ど
も
、
未
だ
警
察
命
令
の
調
立
性
を
否
定
す
る

に
は
至
ら
た
い
。
市
し
て
私
は
警
察
植
の
性
質
上
、
新
法
典
の
認
む
る
以
上
に
法
治
主
義
を
質
現
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
信
歩
る
。

(
註
一
)

図
家
と
区
民
と
の
法
律
関
係
を
大
な
る
縫
力
関
係
と
見
る
は
問
。

&
F
国
防
笹
田
〉
凶

E
F
P
Z∞
u
w
m・
8
r
。
・
属
品
。

3
k
p
g
v
。
時
国
・

口
が
∞
自
。
警
察
権
の
基
礎
た
る
一
般
的
服
従
義
務
に
就
き
出
向
。

33zrヴ

5
y
a
〉
昆
「

m・
2
∞
毘
・
特
別
権
力
闘
係
に
於
け
る
下
命
は
直

接
法
律
に
基
づ
〈
の
で
は
な
〈
、
法
律
に
依
り
創
造
さ
れ
た
る
纏
利
の
行
使
に
繋
る
も
の
と
論
ぜ
ら
れ
る
。
例
へ
ば
雇
時
間
闘
係
'
官
吏
関
係
で
あ
る
。

特
別
権
力
関
係
殊
に
官
吏
闘
係
の
法
的
性
質
に
就
き
旬
。
出
向

E
F
3
m
g
B
∞
・
同
区
白
・
特
別
権
力
関
係
に
於
い
て
は
其
の
様
力
を
維
持
ナ

(
註
二
)

る
怨
に
秩
序
罰
が
認
め
ら
れ
る
(
同

E
U
m
w
r
g
g
g
g
o
v
y
H∞
U
N
a
-
串

E
R
)。
併
し
乍
ら
枇
官
官
按
罰
が
刑
罰
に
し
て
秩
序
四
割
に
非
ざ
る
こ
と
は
、

罪
刑
法
定
主
義
が
成
文
法
上
確
立
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
明
白
と
は
な
ら
な
い
。
郎
ち
此
の
貼
で
炭
汎
な
る
罰
則
制
定
の
授
擢
を
認
め
る
奮
制
度
及

ぴ
我
が
法
制
の
如
き
は
警
察
図
の
色
彩
を
多
分
に
有
ナ
る
の
で
あ
る
。

(
註
一
ニ
)
同
H
p
d
S
ロ
Z
'闘。吋
m白
。
回
中
問
。
B
M
H
P
Z
w

問
。
回
目
。
E
m
w】
司
自
国
自
旬
。
ロ
N
0
7
6
2
3
H
F
d
ロ
寝
苦
百
円
NW

同由
U
N
a
-
M富
山
『
ユ
色
】
q
E
V
3
町
C
一回同国⑦
H4
③
?

但
し
許
可
の
僚
件
に
警
察
監
督
上
必
要
な
る
内
容
を
含
ま
し
む
る
は
妨
な
い
。
鑑
札
・
許
可
設
等
に
就
き

法
律
が
要
求
す
る
相
場
合
も
問
よ
り
適
法
で
あ
る
。
此
の
原
則
は
従
来
州
例
に
依
り
主
張
さ
れ
た
所
で
警
察
目
的
と
も
閥
聯
ナ
る
。

(
註
四
)
巴
凶
2
w
m
w
m
w
p・
p
・
。
-
m・
由
民
・

4mvHF同
国
間
国
∞
。
吉
伸
回
、
同
国
M
W

一回切羽

H
叫∞同時・

普
魯
荷
警
察
法
制
の
概
要

へ
田
上
)

一
六
七
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六
八

(
註
五
)

例
へ
ば
勝
目
業
警
察
の
如
き
特
殊
の
生
活
領
域
に
闘
す
る
替
察
機
(
ま
長
官
ロ

Na〉
は
、
衛
生
警
察
の
如
き
日
的
に
依
り
て
の
み
制
約
さ
れ
る

に
止
ま
る
警
察
権

(
N
4
2
E
5民
皆
同
)
に
優
先
す
る
〔
。
4
0・
FMHw
臼

H
U
N同
氏
。
弘
同
回
目
山
乙
ユ
。
r
m
w
p
-
p・
c
・閉山・

Mg」。

(
註
六
)
ラ
イ
プ
エ
ッ
ツ
の
完
全
性
の
昭
和
叫
に
起
源
を
有
ナ
る
幸
編
論
的
功
利
主
義
の
準
設
に
依
れ
ば
、
岡
家
の
日
的
は
臣
民
の
繭
利
に
及
ぶ
。
是
ク

ラ
シ
カ
ル
な
国
家
至
上
主
義
・
警
察
闘
主
義
而
し
て
近
世
の
念
品
開
的
批
令
主
義
の
却
一
論
で
あ
る
(
旬
己
Z
S
F
L
E
P。
白
色
口
。

gmwpgH。
r
z
h
k
p同
時
戸

m-
凶
岳
民
-
h
c・
出
品
。
3
J『
2
4
切・

H

a
民
・
)
。
是
に
反
し
て
保
革
命
の
問
想
に
起
凶
ナ
る

H
H
S
E
R
S
-
2
w
(治
安
及
法
政
の
円
的
)
の
要
請
は

カ
ン
ト
の
詑
〈
所
で
、
岡
家
は
法
秩
序
の
維
持
及
び
図
家
・
図
民
の
安
全
の
み
を
目
的
と
ナ
べ
き
も
の
と
論
ず
る
(
旬
。
臣
ロ
。
r
u
F
P
C
-
初
出
酔
由
民
・
)
。

爾
来
治
安
の
目
的
が
文
化
の
目
的
に
優
先
し
て
、
前
者
に
就
い
て
の
み
.
下
命
強
制
に
依
っ
て
人
民
の
白
山
を
制
限
す
る
原
則
が
生
じ
た
の
で
あ
る

(
傍
人
権
宣
言
第
五
篠
参
照
)
。

(
註
七
)

目
。
円
E
3
2
z
m
d
。
-m-
∞∞

R
h
E
2
5ロ。
3
p
h
V
0・
m
4
H
R
h
同
比
£
ユ
c
v
m
u
h
r
p・
c
・
m・
2
・
2
草
案
で
は
第
十
四
位
陣
一
項
は
安

寧
秩
序
の
維
持
と
災
危
の
漆
防
と
を
海
立
の
要
件
と
し
て
、
宮
法
制
と
同
じ
く
二
分
主
義
を
採
っ
て
府
た
。
後
審
議
に
賞
り

P
2品
の
提
出
し
た

動
議
に
従
ひ
、
二
分
主
義
が
陵
せ
ら
れ
た
け
れ
ど
も
、
後
案
者
自
身
是
が
従
来
の
法
制
に
何
日
見
守
嬰
更
を
加
ふ
る
に
非
ざ
る
こ
と
を
言
明
し
、
叉
委
員

A
W
の
報
比
日
者
も
、
是
は
従
来
の
警
察
，
艇
の
活
動
・
行
政
裁
判
所
の
判
決
に
劃
し
て
何
等
務
更
す
る
所
な
し
と
述
べ
て
居
る
。

(
註
八
)
巴
笹
川
H
S
U
。
3
p・
p・
。
・
∞
・
さ
w
宮
山
司
氏
。
骨
一
回
。
v
a
w
p
p・
c
-
m
∞
印
・
交
遁
の
使
盆
に
m
附
し
て
は
新
法
典
制
定
に
際

L
て
、
走
を
響
察
機
の

時
同
然
の
範
閣
と
ナ
る
に
就
き
民
(
論
な
く
、
唯
是
を
規
定
に
明
示
す
る
や
奇
が
論
ぜ
ら
れ
た
。
故
に
秩
序
の
概
念
は
〉
FHH・
の
規
定
に
比
し
て
悼
明
大
き

れ
た
謬
で
あ
る
。

(
註
九
)

「
平
穏
」

9

5
ロ
ミ
krHLHH・
〕
と
は
騒
品
目
の
防
止
・
心
の
卒
静
を
指
稀
ナ
る
も
の
で
は
な
く
、
官
権
の
威
殻
・
人
民
の
服
従
臥
状
態
を
意
味
し

隠
っ
て
安
寧
・
秩
序
の
概
念
の
中
に
包
含
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

(
註
一

O
)
闘。
z
ロ。ロ
3
4
0
2
4
』

aEur-MFunuFA『〕【切回一戸町一句。伸。同
3

4
。ヨ〈

KFEr-unu円
MF」「
H
w
a
-
u
u
o

此
の
一
「
秩
序
」
の
中
に
監
督
統
制
を
含
む
こ

と
は
上
越
せ
る
第
三
十
一
俊
一
項
の
反
釘
解
緯
よ
り
す
る
も
明
か
で
あ
る
。
従
っ
て
人
・
職
業
・
物
品
・
場
所
の
正
線
な
る
表
示
・
標
識
は
警
察
の



保
護
す
べ
き
秩
序
で
あ
る
。

(
註
一
一
)

ロ
ジ
1
y
は
申

]
(
)
H
H
H
4
k
r
F
H
H・
の
公
の
秩
序
を

一
秩
序
付
け
ら
れ
た
る
枇
令
共
存
の
一
般
的
歎
態
」
と

M
L、
市
し
て
舎
察
が
治
検

的
目
的
に
制
約
さ
れ
る
所
以
は
、
公
の
秩
序
の
維
持
に
止
ま
り
、
そ
の
靖
惑
に
非
ざ
る
こ
と
に
十
代
り
と
論
ず
る
(
〈
号
耳

KFEr-

ロH
u
m
-
u
g
R

げ

@
F
m
u
H
a
)
。

(
註
一
二

μ
】
百
円
問
。
白
岡
山
。

H
5
F
P
C
-
a・
4
U
R
-

「
危
険
」
な
る
詑
義
を
身
健
・
生
命
・
自
由
・
名
春
・
財
産
に
鎖
車
円
を
及
ぼ
ナ
虞
あ
る
こ
と
と
解
ナ

る
と
き
は
極
め
て
狭
い
結
果
に
な
る
。
同
よ
り
盟

A

な
る
迷
惑
、
抽
象
的
可
能
性
と
区
別
さ
れ
る
の
は
謂
ふ
迄
も
な
い
が
、
損
害
の
針
象
を
一
般
に
制

度
、
或
は
噌
大
愛
反
の
過
程
に
求
む
る
な
ら
ば
、
警
察
権
の
後
勤
は
内
務
行
政
の
会
般
に
瓦
る
で
あ
一
ら
、
フ
。
放
に
盛
岡
奈
の
消
械
的
目
的
の
特
色
は
災

厄
の
猿
防
よ
り
も
寧
ろ
治
安
の
維
持
に
求
む
べ
き
も
の
で
あ
一
る

(
J
E
C
B
m
w
E
Z白色

zrrrω
・
AH30

(
註
一
三
)

所
謂
「
現
行
法
」
は
資
質
的
意
義
に
解
す
べ
く
、
更
に
慣
習
法
を
も
含
む
も
の
で
あ
る
(
句
民

Z
ユ乙
5

p

p
・
c・
伊

]
C
J
C
。
尚
本
僚
に

「
忠
貨
ナ
ル
裁
量
-
一
従
ヒ
」
と
あ
る
は
、
警
察
権
の
後
動
に
就
き
其
の
合
目
的
性
を
警
察
憾
の
認
定
に
委
ね
、
行
政
裁
剣
所
の
此
の
一
黙
に
闘
ナ
る
審

査
を
拒
否
ナ
る
意
味
に
他
な
ら
な
い
。

ス
ル
コ
ト
ヲ
符

パ

l
J
ア
ン
警
察
罰
法
典
第
一
僚
に
日
く
「
凡
テ
作
怨
・
不
作
総
ハ
深
メ
法
律
ヲ
以
テ
巻
目
察
罰
ヲ
規
定
ス
ル
場
合
-
一
限
リ
警
察
上
之
ヲ
虎
笥

法
律
カ
明
ニ
一
許
容
ス
ル
場
ム
ロ
及
其
限
度
二
一
於
テ
命
令
業
ハ
地
方
警
察
依
例

(
[
Z
N同
月

r
F宮
戸

2
g
H
v
qロ
思
邑
CH5

ヨ肖
E
V
Z
2
0
H
W
)

(
註
一
四
)

-一依

P
警
察
罰
ヲ
附
シ
タ
ル
下
命
若
ハ
禁
止
ヲ
援
ス
ル
コ
ト
ヲ
符
」

警
察
と
法
治
主
義
の
原
則

(

一

)

命
令
と
底
分
と
の
巨
別

法
治
主
義
の
原
則
は
権
利
主
酷
相
互
の
意
思
交
渉
の
強
要
的
規
律
(
印
ち
法
規
)
を
巌
格
に

E
C
J
H

H
O

∞巾
E
た
ち
し
む
る
に
在
り
、
こ
れ
が
舟
に
は
命
令
と
底
分
と
を
必
然
に
医
別
す
る
の
で
あ
る
。
査
し
普
遍
的
故
力
あ
る
命
令
に
は
出

来
る
限
り
法
律
の
棋
擦
あ
る
を
要
し
、
然
ら
ざ
る
場
合
に
も
殻
令
に
就
い
て
種
々
の
要
件
を
定
め
、
岡
山
た
に
違
反
し
た
場
合
に
は
首
然
無
故

普
魯
丙
警
察
法
制
の
概
要

fヘ
m 
J二、J

~. 
ノ、

ブL
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波

三
七

O

と
す
る
。
是
に
反
し
て
底
分
は
具
躍
的
事
情
を
充
分
に
考
慮
し
て
鷺
ナ
ペ
き
も
の
で
、
其
の
性
質
上
命
令
の
如
く
諌
め
璃
束
ず
る
こ
と
が

出
来
た
い
。
随
っ
て
底
分
は
通
常
、
法
律
・
命
令
に
低
閥
せ
ざ
る
限
り
有
設
で
あ
っ
て
、
是
に
封
し
て
は
個
人
が
容
易
に
利
害
関
係
を
判

(
註
ご

断
し
て
其
の
決
定
を
批
判
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
ら
、
法
律
は
訴
願
・
行
政
訴
訟
の
詮
を
設
け
て
人
民
の
自
由
を
保
障
す
る
の
で
あ
る
。

(
註
二
)

新
法
典
第
二
十
四
保
第
四
十
僚
は
命
令
及
び
庭
分
の
定
義
を
輿
へ
た
。
此
の
区
別
は
同
有
の
警
察
樺
行
使
の
場
合
の
外
、
警
察
臆
が
特

別
の
委
任
に
基
づ
い
て
行
ふ
下
命
に
も
認
め
ら
れ
る
(
鳩
航
十
)
。
特
定
事
件
に
就
き
不
特
定
多
衆
に
向
け
ら
れ
る
下
命
が
命
令
な
り
や
鹿

(
註
三
)

分
た
り
や
は
明
瞭
で
な
い
が
、
貰
際
上
は
一
般
的
告
示
と
佃
別
的
虚
分
と
を
以
て
置
換
へ
る
こ
と
が
出
来
る
。
狛
第
四
十
僚
に
所
謂
饗
察

許
可
と
誰
明
と
は
貴
義
に
解
す
ぺ
く
、
資
格
・
地
位
を
興
へ
る
場
合
を
も
含
む
。
是
等
警
察
禁
止
の
解
除
自
躍
が
、
第
十
四
僚
の
警
察
日

的
に
直
接
該
嘗
せ
歩
、
唯
そ
の
担
否
・
制
限
・
撤
同
の
場
合
の
み
が
替
察
慮
分
た
る
は
上
述
の
通
り
で
あ
る
。

匂

5
0作
曲
月

H
O
m
吋
由
民
で
あ
る
へ
殊
に
第
)
。

戸
一
一
一
十
佼
」

此
の
制
限
と
し
て
第
一
級
乃
至
第
三
級
の
警
察
命
令
が
、
是
を
穫
す
る
に
首
り
地
方
的
合
議
機
闘
の
同
意
を
必
要
と
す
る
こ
と
は
奮
法
制

と
同
様
で
あ
る
。
然
る
に
新
法
典
で
は
大
臣
に
も
猫
立
の
芝
山
命
令
植
を
認
め
る
に
至
っ
た
(
鵡
化
十
)
。
是
は
商
工
大
臣
・
農
林
大
臣
等

が
警
察
命
令
を
殻
す
る
に
宮
り
内
務
大
臣
の
同
意
を
求
む
る
法
制
と
同
じ
く
、
全
く
警
察
制
度
の
統
一
の
潟
で
あ
る
。
従
来
は
州
知
事
・

(
詮
四
)

牒
知
事
に
特
定
内
容
の
警
察
命
令
を
致
す
べ
き
訓
令
を
興
へ
て
僅
か
に
法
制
の
統
一
を
望
む
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
此
の
地
方
合

つ
一
)
警
察
命
令
樺
の
制
限

法
治
主
義
の
下
に
於
い
て
も
警
察
命
令
は
共
の
本
来
の
性
質
上

議
機
関
の
多
興
制

(
m
E
Z寸
244p-Z出
官
官
山
口
N

ぽ
〉
は
並
日
魯
四
法
制
の
特
色
で
あ
る
。
共
に
新
法
典
は
第
三
十
同
僚
で
警
察
命
令
の
有

故
期
間
を
定
め
た
。
蓋
し
警
察
曜
の
特
色
が
事
宜
と
場
寵
と
に
陪
じ
て
便
宜
の
措
置
を
必
要
と
す
る
性
質
に
存
し
、
随
っ
て
永
久
に
互
り

て
之
を
存
痩
せ
し
む
る
理
由
た
き
故
で
あ
る
。



(
註
五
)

警
察
責
任
の
原
則
新
法
典
は
従
来
判
例
及
び
慣
行
に
依
り
遵
守
さ
れ
た
原
則
を
明
文
を
以
て
確
認
し
た
。
第
一
は
警
察
義
務

者
で
あ
っ
て
(
一
綜
)
、
是
は
通
常
、
意
思
能
力
を
必
要
、
と
す
る
。
第
二
は
妨
害
者
で
(
時
伽
)
、
故
意
過
失
は
必
要
で
な
い
け
れ
ど
も
、
意

(
註
六
)

識
的
た
作
潟
・
不
作
詩
た
る
こ
と
を
要
す
る
。
警
察
違
反
の
航
態
を
防
止
せ
ん
と
努
力
し
て
果
さ
ざ
り
し
者
は
妨
害
者
で
は
な
い
。
機
積

(
註
七
)

的
震
対
義
務
(
含
ロ
母
国
向
。

E山

N
o
f
E白
F
C
の
一
例
と
し
て
、
第
三
に
所
有
者
そ
の
他
が
拳
げ
ら
れ
る
(
話
一
)
。
所
謂
「
警
察
上
ノ
口

と
は
其
の
所
有
物
か
ら
響
察
上
の
危
険
費
生
の
虞
な
き
欣
態
で
あ
り
、
危
険
た
る

f旬、

'J  

的
一
二
週
セ
ル
欣
態
」
八
市
C
H
回目。同居間

E
E
f
E
N
g
gロ仏〉

設
備
の
除
去
・
防
火
設
備
・
私
遣
の
照
明
・
有
害
家
高
の
撲
殺
等
は
所
有
者
の
責
任
で
あ
る
。
向
是
は
所
有
物
の
性
質
が
危
険
な
ら
ざ
る

を
以
て
足
り
、
是
を
利
用
す
る
際
に
危
険
殻
生
せ
る
と
き
は
、
第
十
九
僚
の
問
題
で
あ
る
。

警
察
責
任
の
原
則
と
関
聯
し
て
第
七
十
僚
は
、
警
察
下
命
が
此
の
原
則
を
破
れ
る
場
合
に
、
損
害
賠
償
請
求
植
が
費
生
す
る
も
の
と
定

め
た
。
法
律
・
命
令
の
単
純
た
執
行
の
場
合
は
然
ら
ざ
る
も
、
共
の
他
の
誼
法
な
る
警
察
底
分
に
就
い
て
、
警
察
官
吏
の
故
意
過
失
或
は

(
註
八
)

底
分
に
封
し
救
済
手
段
を
採
れ
る
や
否
を
問
は
や
J

、
損
害
賠
償
を
認
め
た
の
で
あ
る
。

(
四
)

保
護
の
要
あ
る
利
益
が
使
命
一
目
さ
れ
や
又
脅
か
さ
れ
る
こ
と
な
き
と
き
は
、
警
察
命
令
の
普
遍
安
官
性
は
破

警
察
比
例
の
原
則

(
註
九
)

れ
る
ヘ
第
一
一
一
士
二
。
弐
に
警
察
慮
分
亡
於
い
て
手
段
と
結
某
と
の
闘
係
は
、
上
越
の
如
く
判
例
の
決
す
る
所
が
直
々
で
あ
っ
た
。
底
分

t

p
保
三
項

¥

t

の
封
手
方
に
手
段
の
選
搾
擢
あ
る
こ
と
は
従
来
も
認
め
ら
れ
た
が
、
新
法
典
第
四
十
一
保
二
項
は
詳
細
た
規
定
を
設
け
た
の
で
あ
る
。

(

五

)

調
立
底
分
の
違
法
性
の
審
査

第
四
十
一
俊
一
項
は
直
接
に
法
律
若
は
命
令
の
根
擦
な
き
調
立
底
分
に
就
い
て
、
そ
れ
が
巌
格

に
警
察
目
的
に
制
約
さ
る
べ
き
回
目
を
規
定
し
た
。
回
よ
り
此
の
認
定
を
誤
る
場
合
に
も
庭
分
が
や
同
然
無
放
と
は
な
ら
た
い
け
れ
ど
も
、
第

十
四
僚
の
一
般
原
則
と
具
り
、
此
の
認
定
は
警
察
障
に
一
任
さ
れ
や
第
五
十
僚
を
以
て
法
律
問
題
と
し
て
争
ふ
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

持
品
廿
商
品
官
察
法
制
の
概
要

(
岡
上
)

七
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君主

三
七
二

ハ
六
)
警
察
上
の
許
可
・
誇
明
の
撤
回
そ
の
他

第
四
十
二
僚
は
脅
察
許
可
等
が
師
に
拭
呆
を
費
生
し
た
場
合
に
、
共
の
保
護
を
著
し

く
鄭
重
に
し
た
。
民
法
の
取
消
の
規
定
は
排
斥
せ
ら
れ
、
雷
然
無
放
た
る
場
合
も
た
く
、
撤
同
の
意
思
表
示
の
到
達
の
時
か
ら
将
来
に
向

っ
て
故
力
を
失
は
し
め
る
に
過
ぎ
な
い
。
随
っ
て
玩
に
拭
果
が
完
了
せ
る
と
き
は
、
許
可
の
放
力
は
全
く
如
何
と
も
す
る
こ
と
が
出
来
な

(
詮
一

O
)

、L
u

・
(

七

)

一
答
察
底
分
に
闘
す
る
訴
願
・
行
政
訴
訟
に
概
括
主
義
を
採
用
し
た
こ
と

是
は
奮
法
制
亦
同
様
で
既
に
上
述
し
た
通
り
で
あ
る
。

(
註
一
)

命
令
は
持
活
的
放
力
あ
る
伐
に
公
布
(
第
三
十
五
位
陣
)
ナ
る
を
要
し
、
阪
に
有
数
な
る
命
令
に
謝
し
て
は
人
民
の
側
か
ら
取
消
を
求
め
る
こ

と
は
出
来
な
い
。
庭
分
は
送
達
若
は
適
宜
の
公
示
方
法
(
第
四
十
四
位
昨
)
に
依
り
放
力
を
後
生
し
、
叉
夜
痕
あ
一
る
底
分
に
劃
し
て
は
取
消
を
求
め
得

る
が
、
阪
に
形
式
的
確
定
力
を
生
じ
た
後
は
全
く
‘
争
ふ
こ
と
が
出
来
な
い

o
mよ
り
今
日
に
於
い
て
は
環
論
上
、
底
分
も
亦
同
巳

z
r習
E
た
る

べ
し
と
ナ
る
要
情
が
法
原
理
と
し
て
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
け
れ
ど
も
(
拙
稿
、
前
掲
一
一
四
頁
以
下
)
、
命
令
と
底
分
と
は
法
治
主
義
の
下
に
治
殻

裕
に
区
別
ナ
ベ
く
、
ト
マ
が
警
察
命
令
に
法
律
の
根
崎
慨
を
妥
ナ
る
こ
と
か
ら
、
幹
務
底
分
の

ME耳
目
。
目
。
E
な
る
こ
と
を
勿
論
解
絡
に
依
り
推
論

し
た
の
は
、
論
理
の
不
常
な
る
飛
躍
に
他
な
ら
な
い
(
出
国
r
F
3
由
。

2
5⑦W
F
O
片
岡
⑦
ロ
巴
・
問
。
o
E
P
∞
叫
凶
)
。

倫
命
令
と
成
分
と
の
区
別
は
授
様
と
委
任
・
執
行
と
の
区
別
と
関
聯
し
て
頗
る
奥
味
あ
る
問
題
で
あ
る
が
、
是
は
他
口
の
研
究
に
譲
る
(
イ
私

自
5
g
p
p・
p-
。
-
m・
8
毘・)。

法
典
に
於
け
る

是
は
夙
に
仰
法
に
於
い
て
区
別
せ
ら
れ
、
バ
イ
エ
ル
ン
・
パ

1
J
ア
ン
・
ウ
ュ
ル
テ
ム
ベ
ル
ヒ
等
の
採
用
す
る
所
と
な
っ
た
。
是
仙
寺
の
枇
官
察
罰

町
。
ロ
岩
出
向
。

Z

は
永
久
的
数
力
あ
る
も
の
の
み
な
ら
ず
一
時
的
の
も
の
を
も
含
む
が
、
後
者
は
必
ず
一
般
廃

」
『

C
河
内
出
回
H
M
7
M同
Z
H
W

(
註
二
)

(
註
三
)

分
(
K
F
H
H
M

ぢ
目
。
凶

E
2
2
m
dロ
ぬ
)
た
る
を
要
ナ
と
制
附
さ
れ
る
(
-
]
げ
O
H
Y
P・
p
・
c・
初
日
。
)
。

委
員
合
で
は
意
識
的
に
規
定
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る

(
F
H
Zュ。
r
g
F
F
。・

a・
ロ
ホ
ゲ
回
出
剖
〕
。

(
註
四
)

E
2
5ロ
2
w
p
p
C
沼・

8Hh
】
『
氏
。
白
昼
w同5

p
・
p・
c
m山
口
。
・
内
問
、
大
医
の
警
察
命
令
に
特
有
な
る
は
本
法
第
三
十
一
保
三
項
第
三
十



俊
一
項
で
あ
る
。

パ

f
J
ア
ン
で
は
営
日
て
太
公
に
も
符
祭
命
令
継
が
認
め
ら
れ
、
縦
模
的
な
複
数
大
臣
の
所
管
事
項
に
亙
る
命
令
が
愛
せ
ら
れ
た
。
大
医
の
警
察
命
令

は
念
鍛
に
融
鈍
化
す
る
事
項
、
殺
は
各
行
政
部
門
の
詳
細
な
知
識
と
待
援
な
る
回
開
係
あ
る
伐
に
一
本
活
滋
な
且
ワ
政
治
的
偶
然
性
に
支
配
さ
れ
る
議
A
W
H

に

委
ね
る
こ
と
の
出
来
な
い
事
項
に
就
い
て
必
要
で
あ
る
。
君
主
の
警
察
命
令
の
刑
判
象
は
先
に
反
し
て
、
本
来
法
律
の
規
定
ナ
る
に
過
す
る
事
項
で
あ

ヲ
レ
ロ
ガ
テ
4
q
プ

る
か
ら
、
来
党
万
主
の
大
権
を
維
持
す
る
制
度
と
の
み
謂
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
(
口
p
o
g
g
p・
p・
0
・∞
-

M
斗凶)。

(
註
五
)

制
定
の
絞
活
か
ら
は
不
明
瞭
で
あ
る
が
、
新
法
典
の
文
学
よ
り
し
て
禁
法
制
の
改
革
と
認
む
べ
き
は
、
所
有
者
の
責
任
と
妨
害
者
の
責
任
と

の
選
捧
を
禁
じ
た
黙
で
あ
る
。
従
来
、
警
察
隊
は
此
の
雨
者
の
中
、
何
れ
か
一
方
を
選
採
ナ
る
こ
と
が
出
来
た
。
然
る
に
第
十
九
僚
は
妨
害
者
に
封

L
て
「
愛
動
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
」
Q
E
Z
M
m凶CHH
色
。
句
C
Z
N
a
z
r
o足
。
ロ

P
M
a。
守
口
日
常
国
『
。
5
0口。
H
W
N戸

F
P
H
S
H
W
)
と
し
、
第
二
十
僚
は
所
有

者
が
「
責
ヲ
負
ア
」

(
4
2
5雪
zgcHH)
と
規
定
し
て
舟
る
が
、
是
は
右
の
選
探
棋
を
肢
し
て
、
両
者
競
合
の
場
合
に
は
卒
、
勺
妨
持
者
を
相
手
と
ナ

べ
き
立
法
精
刊
仰
と
解
さ
れ
る
(
吋
岡
山
主
ユ
。
r
m
M
F
P・
c-
∞
・
口
凶
)
。

(
註
六
)

例
へ
ば
集
令
若
は
行
遜
が
是
に
敵
意
あ
一
る
止
引
に
依
り
煽
動
さ
れ
た
る
時
は
、
集
A
間
帯
は
行
誕
の
責
任
者
は
必
ず
し
も
妨
害
者
と
は
な
ら
な
い
。

俗
妨
害
に
到
す
る
損
害
賠
償
請
求
が
答
集
底
分
を
以
て
危
す
を
符
ぎ
る
こ
と
謂
ふ
迄
も
な
い
(
同
z
p
m
-
H
g
)。

(
註
七
)

放
に
新
法
典
の
規
定
は
枇
宵
察
責
任
に
闘
す
る
紬
総
べ
て
で
は
な
い
。
総
績
的
警
察
義
務
に
就
吉
本
法
典
以
外
に
倫
規
定
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
行

政
践
に
針
ナ
る
訓
令
・
職
務
命
令
に
依
り
警
察
義
務
の
後
生
ナ
る
場
令
も
あ
る
。

〔
註
八
)

本
僚
は
第
二
十
一
僚
の
畿
日
察
念
欣
様
の
他
、
第
四
十
二
依
一
項
に
関
し
て
も
適
用
が
あ
一
る
。
倫
従
来
は
此
の
賠
償
請
求
の
前
提
た
る
権
利
若

は
利
盆
の
侵
害
に
就
い
て
隣
る
令
が
あ
っ
た
が
、
新
法
典
で
は
何
等
特
別
の
規
定
を
設
け
ず
、
隠
っ
て
又
賠
償
の
範
闘
に
回
附
し
て
も
損
害
賠
償
の
一

般
原
則
に
従
ふ
べ
き
も
の
と
制
附
さ
れ
る
。

(
註
九
)

此
の
規
定
は
本
来
訓
令
た
る
が
如
き
も
、
か
く
法
典
に
受
納
さ
れ
た

上
は
、
法
規
と
解
す
べ
き
で
あ
る
つ
例
へ
ば
逸
走
せ
る
家
者
を
逐
ひ
遮
ナ
震
に
銭
遺
線
路
の
堤
に
立
入
る
こ
と
は
馨
務
上
是
認
さ
れ
る
。
且
定
は
従
来

同州】
hvdmmw
問。
3
m
p
p
・
c
・初
-
M
H
甲
山
吋
】
1

凶⑦品】ヲ同。げ
m
J
P
-
p
c
・
m
-
H
C
U

北
苛
魯
四
警
察
法
制
の
概
要

fヘ
同

t 
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東
京
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法
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第
二
毅

七
四

行
政
裁
刷
判
所
の
採
る
態
度
で
あ
る
が
、
限
る
品
す
め
る
黙
で
あ
づ
た
。

(
註
一

O
)

(
口
一
)
銃
に
於
い
て
は
申
請
人
の
故
意
過
失
は
要
件
で
は

な
い
。
(
一
己
競
は
枇
官
察
許
可
が
裁
量
を
謀
っ
て
奥
へ
ら
れ
た
場
合
に
は
適
用
が
な
い
(
田
山
@
白
ユ
。
V
3
p
p

。-
m
-
M
M
恥
祖
母
印
)
。

本
保
(
イ
)
競
の
と
き
は
従
来
の
法
制
で
は
砕
同
然
に
無
款
の
場
合
が
あ
っ
た
。

〔
附
記
〕

新
法
血
(
は
誠
に
警
察
法
上
前
期
的
の
も
の
で
あ
っ
て
、
私
は
営
初
大
な
る
興
味
と
抱
負
と
を
以
て
本
稿
に
清
手
し
た
の
で
あ
る
が
、
紙
数
の

制
限
と
紹
介
の
目
的
と
は
、
極
め
て
粗
雑
な
る
資
料
を
提
供
ナ
る
に
終
ら
し
め
た
。
殊
に
関
係
法
文
の
掲
載
の
怨
に
意
外
に
紙
幅
を
と
り
、
制
度
の

紹
介
ナ
ら
満
足
に
出
来
な
か
っ
た
こ
と
は
遺
憾
に
堪
へ
な
い
。
新
法
典
が
我
が
警
察
法
制
に
提
供
ナ
る
幾
多
の
示
唆
、
及
び
盛
田
底
知
法
制
に
於
い
て
法

治
主
義
が
如
何
な
る
限
度
に
賛
現
さ
る
べ
き
か
は
、
極
め
て
窓
議
あ
る
研
究
短
目
で
あ
る
が
、
是
は
他
日
の
研
鈴
に
譲
り
た
い
と
忠
ふ
。


